
立
命
館
径
済
学
（
第
二
十
一
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）

三
二
　
（
二
七
六
）

戦
時
賃
銀
統
制
に
関
す
る
研
究
一
そ
の
二
一

　
　
　
　
　
　
国
家
独
占
資
本
主
義
賃
銀
統
制
の
内
容

三
　
好

正
　
巳

三
　
戦
時
下
生
産
機
構
の
脆
弱
性
と
賃
銀
統
制

　
　
　
　
　
１
　
物
価
統
制
と
賃
銀

　
日
本
金
融
資
本
が
そ
の
成
立
の
と
き
か
ら
も
っ
て
い
た
制
約
は
、
日
本
資
本
主
義
に
お
げ
る
金
融
寡
頭
制
支
配
の
強
化
過
程
に
、

一
定
の
特
殊
な
性
格
を
つ
げ
く
わ
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。

　
す
な
わ
ち
、
日
本
金
融
資
本
の
そ
の
よ
う
な
制
約
と
は
、
金
融
資
本
成
立
と
そ
の
支
配
過
程
（
１
１
金
融
寡
頭
制
）
に
お
げ
る
財
閥
の

位
置
を
規
定
す
る
歴
史
的
諸
条
件
で
あ
っ
て
、
の
「
半
封
建
的
」
土
地
所
有
、
似
当
時
の
最
重
要
生
産
力
基
軸
た
る
鉄
鋼
業
の
国
家

独
占
的
支
配
、
ゆ
資
本
の
価
値
組
成
を
規
定
す
る
重
要
な
技
術
要
因
を
な
す
機
械
工
業
と
く
に
電
機
工
業
の
外
資
依
存
た
ど
の
経
済

的
諸
条
件
は
、
金
融
寡
頭
制
の
資
本
循
環
上
の
構
造
的
特
殊
性
を
規
定
せ
ず
に
は
お
か
た
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
金
融
寡
頭
制
の

構
造
的
特
殊
性
は
、
目
本
金
融
資
本
（
１
１
財
閥
）
支
配
の
な
か
で
も
、
経
済
的
支
配
と
し
て
は
市
場
支
配
の
不
徹
底
さ
を
表
現
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
金
融
資
本
に
と
っ
て
の
価
格
機
構
の
、
ひ
い
て
は
生
産
機
構
（
１
１
独
占
利
潤
搾
出
機
構
）
の
脆
弱
性
を

意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。



　
日
本
金
融
寡
頭
制
の
こ
の
よ
う
な
価
格
機
構
に
お
け
る
脆
弱
性
は
、
な
に
ょ
り
も
、
ま
ず
、
米
価
問
題
と
し
て
発
現
し
た
。
日
本

資
本
主
義
の
米
価
問
題
は
、
金
融
資
本
成
立
時
か
ら
一
貫
し
て
存
在
し
、
そ
れ
は
、
帝
国
主
義
段
階
で
の
資
本
関
係
に
と
っ
て
、

「
半
封
建
的
」
土
地
所
有
と
の
矛
盾
の
露
呈
で
あ
っ
て
、
米
価
は
そ
の
価
格
機
構
の
最
脆
弱
環
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
日
本
資
本
主
義
で
は
、
　
「
半
封
建
的
土
地
所
有
い
半
農
奴
制
的
零
細
農
耕
」
の
も
と
で
成
立
し
た
米
の
搾
出
機
構
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
！
）

し
て
の
「
明
治
的
米
穀
市
場
」
の
機
構
的
限
界
は
、
金
融
資
本
成
立
に
よ
る
市
場
拡
大
と
と
も
に
露
呈
し
、
し
か
も
、
こ
の
隈
界
は

　
　
　
　
（
２
）

米
価
の
高
騰
と
し
て
だ
げ
で
は
な
く
、
金
融
資
本
の
再
生
産
構
造
の
基
底
部
分
に
お
げ
る
生
産
関
係
の
動
揺
を
も
暴
露
せ
ず
に
は
お

か
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
米
価
の
急
騰
を
契
機
と
し
て
起
っ
た
米
騒
動
も
、
実
は
、
金
融
寡
頭
制
の
展
開
過
程
に
お
け
る
基
底
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

分
の
動
揺
を
契
機
と
し
た
階
級
諸
関
係
の
編
成
替
に
と
も
な
う
階
級
闘
争
で
あ
っ
た
と
と
も
に
、
そ
れ
は
「
明
治
的
米
穀
市
場
」
の

性
格
を
規
定
す
る
天
皇
制
官
僚
・
軍
閥
専
制
支
配
に
た
い
す
る
反
抗
と
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
米
騒
動
を
契
機
に
し
て
、
金
融
寡
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

制
下
の
帝
国
主
義
的
米
穀
市
場
が
形
成
さ
れ
て
行
き
、
そ
れ
に
と
も
た
い
、
米
価
対
策
と
し
て
、
帝
国
主
義
的
米
穀
市
場
に
対
応
し

た
米
価
調
節
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
植
民
地
米
の
搾
出
機
構
を
組
み
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
一
段
と
強
化

さ
れ
た
本
国
米
搾
出
機
構
と
し
て
の
帝
国
主
義
的
米
穀
市
場
は
、
本
国
農
業
と
植
民
地
農
業
と
の
矛
盾
関
係
を
内
在
し
た
も
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
矛
盾
関
係
は
、
昭
和
初
頭
の
農
業
恐
慌
期
に
急
速
に
。
尖
鏡
化
し
た
。
こ
の
矛
盾
の
尖
鋭
化
は
、
本
国
農
業
で
、
小
作
料

減
免
要
求
を
強
め
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、
恐
慌
で
行
き
づ
ま
っ
た
中
小
地
主
の
土
地
売
却
、
自
作
化
に
も
と
づ
く
土
地
取
り
あ
げ
に

た
い
し
、
小
作
権
の
確
立
を
要
求
す
る
小
作
争
議
を
発
生
さ
せ
、
激
増
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
土
地
闘
争
の
激
化
に
み
ら
れ
る
本
国

農
業
の
危
機
は
、
植
氏
地
米
搾
出
機
構
を
積
杵
と
す
る
米
搾
出
機
構
の
も
と
で
の
農
業
の
構
造
的
動
揺
に
ほ
か
な
ら
た
か
っ
た
。
す

淀
わ
ち
、
土
地
闘
争
的
性
格
の
小
作
争
議
の
激
発
は
、
　
「
半
封
建
的
」
土
地
所
有
制
の
動
揺
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

　
　
　
戦
時
賃
銀
統
制
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
二
）
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
（
二
七
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
一
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
（
二
七
八
）

日
本
金
融
資
本
は
、
こ
の
「
半
封
建
的
」
土
地
所
有
制
を
温
存
し
、
帝
国
主
義
的
米
穀
市
場
を
温
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
そ
の

資
本
関
係
の
拡
大
を
維
持
し
え
た
が
ゆ
え
に
１
、
　
「
半
封
建
的
」
土
地
所
有
制
に
お
け
る
地
主
－
小
作
関
係
の
縮
小
再
編
成
を
は
か
る

以
外
に
道
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
金
融
資
本
は
、
小
作
権
を
否
認
す
る
と
と
も
に
、
小
作
争
議
に
国
家
を
介
入
（
１
１
「
調
停
」
）

さ
せ
、
自
作
農
の
創
設
維
持
（
１
１
追
加
労
働
の
搾
取
と
そ
れ
に
ょ
る
「
農
村
厚
生
」
）
を
は
か
り
、
農
業
生
産
機
構
の
変
動
を
抑
制
し
つ
っ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

植
民
地
米
を
ふ
く
め
た
需
給
と
市
場
価
格
の
調
節
を
は
か
っ
て
、
価
格
機
構
を
補
強
し
維
持
す
る
こ
と
に
努
め
た
。

　
し
か
し
、
農
業
生
産
機
構
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
流
通
的
措
置
だ
げ
に
よ
る
米
価
の
調
節
は
、
す
で
に
そ
の
初
発
か
ら
限
界
を
も

た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
大
正
初
期
か
ら
本
格
化
し
た
と
い
わ
れ
る
米
価
政
策
も
、
一
九
三
三
年
の
米
価
統
制
法
（
一
九
三
三
年
三
月

二
九
日
法
律
第
二
四
号
）
に
よ
る
農
業
統
制
開
始
ま
で
は
市
場
対
策
に
お
わ
り
、
そ
の
た
め
に
、
米
価
は
な
お
も
激
動
し
て
い
る
（
付

　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
５
１
　
表
１
６
）
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
米
価
政
策
は
、
米
穀
市
場
に
。
一
定
の
制
約
を
あ
た
え

　
傲

　
米
　
　
　
　
！
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｎ
深
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
／
　
　
　
　
　
　
　
１
３
京
　
な
が
ら
も
、
米
価
が
自
由
価
格
で
あ
る
こ
と
を
基
本
的
に
は
妨
げ
る
も
の
で
は
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
２
東

　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
は

　
　
　
　
　
　
＼
　
　
　
　
　
　
０
１
価
　
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
米
価
の
変
動
は
、
そ
の
市
場
構
造
に
観
定
さ
れ
て
生
産
費
か
ら
大
き

　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
米

　
　
　
　
　
　
ブ
　
　
　
　
　
　
　
　
９
　
，
場

　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
８
費
相
く
離
れ
た
激
し
い
変
動
さ
え
も
し
め
し
た
の
で
あ
る
（
図
１
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
７
産
準

１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼
　
　
　
　
　
　
　
　
６
生
標

　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
５
者
米
　
金
融
寡
頭
制
の
市
場
支
配
構
造
に
お
け
る
脆
弱
環
た
る
米
価
の
こ
の
よ
う
な
変
動
は
、

図
　
　
　
　
　
　
　
　
・
駿

　
　
　
　
　
＼
、
　
　
　
　
　
　
　
２
３
は
内
そ
れ
が
農
業
生
産
機
構
の
脆
弱
性
に
も
と
づ
く
が
ゆ
え
に
、
金
融
寡
頭
制
そ
の
も
の
の

　
　
　
　
べ
、
　
　
　
　
　
榊
－
騎

　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
１
４
生
市
動
揺
を
も
惹
起
し
か
ね
な
い
。
ま
た
、
こ
の
動
揺
は
労
資
関
係
の
緊
張
激
化
と
し
て
あ

　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
３
　
米

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
リ
正

　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
１
１
　
　
ら
わ
れ
ざ
る
を
え
た
い
。
す
な
わ
ち
、
金
融
資
本
の
成
立
は
利
潤
源
と
し
て
の
剰
余
価

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
。
鯖

　
　
４
０
　
　
３
０
　
　
２
０
　
　
１
０
　
　
｛
　
値
生
産
を
急
速
に
拡
大
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
う
し
て
拡
大
再
生
産
を
始
め
た
労
資
関



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
津

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

係
に
お
い
て
、
労
働
老
の
生
計
費
に
し
め
る
米
穀
費
の
比
率
が
相
対
的
に
高
い
賃
銀
で
は
、
米
価
は
賃
銀
を
媒
介
と
し
て
利
潤
に
大
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４
２

治
一
明

４
３
４
４
ユ
２
３

　
　
正

　
　
大

４
　
｝
ｏ

（
０
　
７
‘

ｃ
Ｏ
　
Ｏ
）

１
０

ｕ
１
２

１
３

１
４

１
１
　
０
ム

和昭

ｏ
ｏ
　
４

Ｆ
Ｏ
　
（
Ｏ

７
　
８

ユ
ｏ

ｕ

ｕ
１
３

ｕ
１
５

標
　
　
統

米
。
準
本

正
均
基
日

は
平
年
，

で
等
３
３
修

ま
各
治
監

年
米
明
衛

１
０
準
は
兵

正
標
数
内

大
川
指
大

深

）
　
　
　
）
）

！
　
　
　
２
　
３

考
一
仙

二
皇

戦
時
賃
銀
統
制
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
二
）
（
三
好
）

三
五
　
（
二
七
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
一
巻
・
雄
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
（
二
八
○
）

き
く
影
響
せ
ざ
る
を
え
在
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
賃
銀
と
米
価
の
こ
の
よ
う
た
関
連
は
、
資
本
制
生
産
様
式
の
も
と
で
の
労
働

過
程
の
発
展
段
階
が
未
だ
低
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
資
本
に
よ
る
労
働
の
包
摂
の
あ
り
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
強
い
も
の

と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
看
過
し
て
は
た
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
米
価
の
調
節
の
た
め
に
は
、
農
業
生
産
の
完
全
な
包
摂
を
終
え
る
金
融
寡
頭
制
の
再
編
成
．
補
強
を
必
要
と
す

る
が
、
そ
の
ば
あ
い
、
　
「
半
封
建
的
」
土
地
所
有
制
が
一
定
の
阻
害
条
件
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
帝
国
主
義
的
米
穀
市
場
の
構
造
的

脆
弱
性
を
矯
正
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
土
地
所
有
そ
の
も
の
に
触
れ
ざ
る
を
え
ず
、
か
と
い
っ
て
、
土
地
闘
争
の
激
化
の
な
か
で
そ
の

編
成
替
（
１
１
縮
小
再
編
成
）
を
強
行
す
る
と
す
れ
ぼ
、
必
然
的
に
由
家
の
介
入
を
要
誇
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
も
、
国
家
介
入
に
よ

る
こ
の
編
成
替
が
金
融
寡
頭
制
の
再
編
成
・
補
強
で
あ
る
か
ぎ
り
、
土
地
所
有
に
ふ
れ
ず
に
、
か
か
る
地
主
－
小
作
関
係
の
縮
小
再

編
成
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
ず
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
制
約
の
ゆ
え
に
、
米
価
調
節
は
や
が
て
は
所
有
に
は
ふ
れ
る
こ
と
を
さ
げ
て

生
産
統
制
へ
と
連
結
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
農
業
統
制
が
始
ま
り
、
急
速
に
展
開
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
一
方
、
金
融
寡
頭
制
の
も
と
で
、
鉱
・
工
業
部
門
に
お
げ
る
生
産
機
構
の
脆
弱
性
が
露
呈
し
始
め
る
の
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
か

ら
昭
和
恐
慌
を
経
て
、
資
本
主
義
世
界
市
場
の
硬
直
化
、
し
た
が
っ
て
ブ
ロ
ツ
ク
経
済
化
の
進
行
に
促
迫
さ
れ
た
急
速
た
軍
事
経
済

化
過
程
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
資
本
集
中
は
、
露
呈
し
た
生
産
機
構
の
脆
弱
構
造
の
補
修
の
た
め
に
・
、
中
小
資
本
に
た

い
す
る
統
制
強
化
過
程
を
と
も
な
っ
た
と
こ
ろ
の
、
強
化
さ
れ
た
金
融
寡
頭
制
国
家
支
配
に
よ
る
生
産
機
構
脆
弱
構
造
の
縮
小
再
生

産
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
脆
弱
性
構
造
の
縮
小
再
生
産
過
程
は
、
同
時
に
１
、
財
閥
．
独
占
資
本
の
支
配
強
化
過
程

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
三
二
年
に
は
、
目
魯
漁
業
を
中
心
と
す
る
北
洋
漁
業
の
大
合
同
．
石
川
島
と
ダ
ッ
ト
サ

ソ
両
老
の
自
動
車
ト
ラ
ス
ト
結
成
、
石
炭
共
販
機
関
昭
和
石
炭
設
立
、
一
九
三
三
年
に
は
、
王
子
製
紙
に
よ
る
宮
士
製
祇
、
樺
太
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○



非
数

び
指
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飾

お
物

ル
　
ル

テ
テ

ル
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カ
　
カ

ー
７表付

け
価
５
４
５
９
２
５

か
物
凪
岨
岨
肌
岨
肌

非
ル川

傲
．
６
５
５
７
０
２

一
ア
　
　
　
ａ
　
４
　
一
｝
　
Ｑ
山
　
４
　
７
－

ル
　
　
ー
４
旭
１
４
１
５
１
７
１
７

カ
物

　
　
３
月
９
月
３
月
９
月
３
月
９
月

　
　
年
　
　
年
　
　
年

　
　
（
ｏ
　
　
　
　
　
〔
イ
　
　
　
　
　
８

　
　
和

　
　
昭

Ｑ
ｏ
　
１
１

９
．
４
．

Ｆ
ｏ
　
　
【
／

ユ
　
ー
　
１

○
ム
　
ー
■

８
．
４
・

Ｃ
Ｕ
　
７
‘

１
■
　
　
１
上

月３年９

９
月 　

済
基
吋

月
疑

－
新

２
墨
り

止
洋
よ

大
東
」

　
鑑

１
）
２
）

考

茱
の
合
併
、
旭
絹
織
、
延
岡
ア
ン
モ
ニ
ア
絹
糸
、
日
本
ベ
ン
ベ
ル
グ
の
合
同
、
大

目
本
ビ
ー
ル
と
キ
リ
ソ
ビ
ー
ル
の
共
販
成
立
、
台
湾
、
明
治
、
大
目
本
の
製
糖
業

合
同
問
題
、
石
川
島
造
船
所
、
大
阪
鉄
工
所
、
横
浜
船
渠
、
浦
賀
船
渠
四
杜
の
合

同
、
一
九
三
四
年
八
幡
製
鉄
、
東
洋
製
鉄
、
輸
西
製
鉄
、
釜
石
鉱
山
、
九
州
製
鋼

な
ど
の
統
合
に
よ
る
目
本
製
鉄
設
立
、
松
方
と
石
油
六
杜
の
ガ
ソ
リ
ン
協
定
な
ど
、

製
鉄
、
ビ
ー
ル
、
製
紙
部
門
に
お
け
る
ト
ラ
ス
ト
、
石
油
、
石
炭
、
肥
料
た
ど
の

部
門
で
の
カ
ル
テ
ル
形
成
に
よ
っ
て
、
財
閥
・
独
占
資
本
の
市
場
支
配
は
強
化
さ

Ｊ
上
ｐ

動の大拡済経１
１
８表付
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羽

増
　
　
５
　
　
昭

，
　
和
　
　
は

設
　
　
昭
　
　
準

新
　
ね
　
基

は
　
　
準
　
　
（

本
　
　
基
　
　
調

資
　
　
（
　
　
済

画
　
調
　
総

計
　
　
省
　
　
洋

，
　
工
　
　
東

調
　
　
商
　
　
は

銀
　
　
は
　
　
数
九

日
。
数
　
　
指
均

は
む
指
九
産
平

資
く
産
均
生
年

投
ふ
生
平
財
８

本
を
業
年
費
・

資
債
工
７
消
７

　
－
工
　
　
　
．
　
　
　
．

　
・
ネ

）
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
）

１
↓
　
　
　
　
ｏ
乙
　
　
　
　
つ
Ｊ

’
、
一
Ｊ

戦
時
賃
銀
統
制
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
二
）
（
三
好
）

れ
、
物
価
は
高
騰
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
一
九
三
二
年
後
半
期
に
な
る
と
、
独
占
商
品
価
格
の

急
騰
が
始
ま
っ
た
（
け
表
１
７
）
。
一
九
三
一
年
の
重
要
産

業
統
制
法
は
、
　
「
カ
ル
テ
ル
の
形
に
、
お
け
る
統
制
」
を

意
図
し
た
こ
と
で
、
カ
ル
テ
ル
の
強
化
拡
充
を
促
進
し
、

か
か
る
カ
ル
テ
ル
で
補
強
さ
れ
た
生
産
機
構
の
脆
弱
性

構
造
は
、
景
気
回
復
に
。
よ
る
生
産
増
大
と
軍
需
生
産
へ

の
傾
斜
過
程
で
、
カ
ル
テ
ル
と
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
、
原

料
カ
ル
テ
ル
と
製
品
カ
ル
テ
ル
、
供
給
者
と
需
要
者
、

生
産
者
と
消
費
者
の
問
の
価
格
を
め
ぐ
る
抗
争
を
尖
鋭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
（
二
八
一
）
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画
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四
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○む合を資出府政おな債杜びよお資出式
株
。

は
る

訳
よ

内
に

金
調

込
銀

払
日

１
）
２
）

考備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
（
二
八
二
）

　
　
　
（
７
）

化
さ
せ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
価
格
問
題
の
発
生
は
、
日
本
資
本
主
義
の
経
済
軍
事
化
過

程
に
お
げ
る
障
害
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
重
要
産
業
統
制
法
の
適
用
が
、

独
占
価
格
に
た
い
す
る
一
定
の
制
約
を
あ
た
え
る
方
向
に
転
換
せ
ざ
る
を

え
な
く
な
っ
た
。

　
ま
た
、
五
・
一
五
事
件
に
み
ら
れ
る
如
き
反
財
閥
感
情
の
も
と
で
の
、

軍
需
イ
ン
フ
レ
を
横
朴
と
し
た
生
産
拡
大
過
程
は
、
新
興
財
閥
す
な
わ
ち
、

目
産
、
森
、
目
曹
、
日
窒
な
ど
を
成
立
さ
せ
、
既
成
財
閥
と
新
興
財
閥
対

立
の
虚
構
を
演
出
す
る
た
か
で
生
産
機
構
の
急
速
な
軍
事
化
旋
回
を
強
行

さ
せ
た
。
一
九
三
五
年
の
未
に
は
、
軍
需
工
業
部
門
を
中
心
に
遊
休
生
産

力
は
解
消
し
、
彪
大
な
軍
需
充
足
の
た
め
に
、
い
ま
や
急
速
な
生
産
力
拡

充
を
こ
そ
必
要
と
す
る
に
い
た
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
三
六
年
の
二
・

二
六
事
件
は
、
日
本
資
本
主
義
の
軍
国
主
義
化
を
い
っ
そ
う
促
進
す
る
こ

と
に
た
り
、
軍
需
生
産
の
た
め
の
生
産
力
拡
充
を
目
的
と
す
る
統
制
強
化

を
よ
び
お
こ
し
た
。
こ
う
し
た
生
産
力
拡
充
計
画
は
、
陸
軍
に
よ
っ
て
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

合
計
画
と
し
て
策
定
さ
れ
、
や
が
て
、
第
一
次
近
衛
内
閣
の
「
財
政
経
済

三
原
則
」
で
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
た
り
、
　
一
九
三
八
年
に
な
っ
て
、

■



「
生
産
力
拡
充
四
ヵ
年
計
画
」
（
↓
改
訂
四
ヵ
年
計
画
一
）
へ
と
発
展
し
た
。

　
こ
の
軍
需
生
産
増
強
の
た
め
の
「
生
産
力
拡
充
計
画
」
に
そ
っ
て
、
資
金
調
整
、
為
替
管
理
、
貿
易
統
制
、
生
産
．
配
給
統
制
な

ど
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
一
九
三
九
年
ま
で
急
速
な
経
済
拡
大
が
み
ら
れ
た
（
表
１
８
ノ
ー
、
２
）
。

　
し
か
し
一
軍
需
を
中
心
と
し
た
生
産
拡
大
は
、
そ
の
彪
大
な
軍
需
に
よ
っ
て
、
金
融
寡
頭
制
の
脆
弱
性
構
造
の
生
産
機
構
の
も
と

に
お
け
る
拡
大
再
生
産
を
阻
害
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
こ
の
阻
害
は
、
ま
ず
、
物
価
の
急
速
な
高
騰
と
し
て
発
現
し
た
。
た
と

え
ば
・
機
械
工
業
で
は
・
そ
の
生
産
額
の
％
以
上
が
軍
需
で
占
め
ら
れ
て
お
り
（
付
表
１
９
）
、
こ
の
雁
大
な
軍
需
は
需
給
関
係
を
混
乱

さ
せ
て
価
格
騰
貴
を
ま
ね
い
た
だ
げ
で
た
く
、
目
本
資
本
主
義
の
拡
大
再
生
産
の
た
め
の
起
動
力
を
大
幅
に
減
殺
さ
せ
る
こ
と
に
な
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潴
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局
頁

蒐
　
行
査
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銀
調
１
８

印
の
本
行
）

ホ
報
日
銀
収

　
年
　
　
本
所

１
）
　
　
２
）

考嫡

戦
時
賃
銀
統
制
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
二
）
（
三
好
）

っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
軍
需
を
中
心
と
し
た
生
産
拡
大
は
、
当
初
に
お
い
て
は
、
中
小
資

本
に
よ
る
生
産
増
加
に
担
わ
れ
な
が
ら
、
や
が
て
中
小
資
本
の
、
ひ
い
て
は
民
需
部
門
の

整
理
・
統
合
を
も
っ
て
軍
需
の
充
足
を
は
か
る
に
い
た
り
、
結
局
は
、
生
産
全
体
の
停
滞

と
崩
壊
と
を
も
た
ら
さ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
生
産
機
構
の
構
造
的
脆
弱
性
そ
の
も
の
が
、
金
融
資
本
の
国
家
支
配

を
と
お
し
て
形
成
・
維
持
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
よ
う
た
内
容
に
、
お
げ
る
日
本
資
本
主
義

の
金
融
寡
頭
制
は
、
鷹
大
た
軍
需
と
そ
の
累
増
に
よ
っ
て
、
価
格
機
構
の
動
揺
と
し
て
自

か
ら
の
構
造
的
脆
弱
性
を
露
呈
さ
せ
た
。
こ
の
価
格
機
構
の
動
揺
は
、
ｃ
ｏ
国
内
商
品
と
貿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

易
商
品
、
輸
出
商
品
と
輸
入
商
品
、
生
産
財
と
消
費
財
の
不
均
等
な
価
格
騰
貴
と
し
て
現

わ
れ
た
（
付
表
２
０
）
。
の
植
民
地
や
占
領
地
域
へ
の
投
資
の
増
加
と
貿
易
統
制
下
の
「
無
償

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
（
二
八
三
）
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史
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燐
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染
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９
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９

気
晶
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窒
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電
雑
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灰
　
部
輯

は
業
プ
石
　
査
３
３

と
エ
ル
，
調
第

晶
。
パ
安
。
院
料
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属
錫
，
硫
む
議
資
成

金
，
紙
，
く
衆
査
作

　
鉛
洋
粕
ふ
　
調
り

１
）
　
　
　
　
　
２
）

考

　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
（
二
八
四
）

輸
出
」
（
１
１
国
際
的
不
等
価
交
換
）
に
よ
る
国
際
収
支

の
悪
化
（
付
表
２
１
）
。
ゆ
一
九
三
八
年
を
境
と
し
て
、

賃
銀
騰
貴
率
が
物
価
騰
貴
率
を
上
ま
わ
る
よ
う
に

　
　
（
ユ
ｏ
）

な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
彪
大
な
軍
需
は
、
管
理
通
貨
制
へ

の
移
行
と
、
管
理
通
貨
制
を
前
提
と
し
た
軍
需
イ

ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
急
進
に
よ
っ
て
の
み
充
足
さ

れ
え
た
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
価
格
機
構
は
そ
の
自

立
的
調
整
機
能
を
著
し
く
減
じ
た
。

　
金
本
位
制
停
止
後
も
、
日
銀
券
は
依
然
と
し
て
正
貨
準
備
と
保
証
準
備
に
つ
い

て
は
従
来
の
規
定
に
従
っ
て
発
行
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
国
債
の
日
銀
引
受
発

行
に
よ
り
、
そ
の
比
較
的
高
い
消
化
率
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彪
大
な
引
受
額
は
結

果
的
に
日
銀
券
の
増
発
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
う
え
、
国
際
収
支
の
悪
化
に
よ
る

正
貨
準
備
の
減
少
は
、
い
っ
そ
う
正
貨
準
備
率
を
低
下
さ
せ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、

一
九
三
七
年
の
金
準
備
評
価
法
、
金
資
金
特
別
会
計
法
は
一
時
的
に
目
銀
券
の
限

外
発
行
を
消
減
さ
せ
は
し
た
が
、
一
九
三
八
年
に
は
再
び
限
外
発
行
が
現
わ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｕ
）

や
が
て
管
理
通
貨
制
度
へ
の
完
全
な
移
行
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
軍
需
イ
ン
フ



レ
は
、
そ
の
抑
制
装
置
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
急
進
を
開
始
し
、
価
格
機
構
の
調
整
機
能
を
減
退
さ
せ
、
金
融
寡
頭
制
の
価
格
機

構
は
、
こ
の
減
退
し
た
自
立
的
調
整
機
能
を
補
強
す
る
た
め
の
国
家
統
制
措
置
に
よ
っ
て
か
ら
く
も
支
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

戦
争
の
激
化
と
と
も
に
深
刻
化
す
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
　
「
生
産
力
拡
充
計
画
」
の
具
体
化
（
１
１
軍
需
生
産
集
中
）
が
も
た
ら
し
た

物
価
騰
貴
に
た
い
し
て
、
国
家
統
制
で
補
強
さ
れ
た
価
格
調
整
機
能
の
限
界
を
露
呈
さ
せ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
物
価
統
制
は
、
イ
ン
フ

レ
の
増
進
と
ひ
き
っ
づ
く
軍
需
の
急
増
の
も
と
で
再
編
成
・
体
系
的
調
整
過
程
を
経
過
し
な
が
ら
も
、
価
格
調
整
機
能
を
維
持
し
え

ず
、
結
局
は
戦
時
下
軍
需
生
産
の
破
綻
を
阻
止
し
え
な
か
っ
た
。

　
国
家
に
よ
る
物
価
統
制
は
、
一
九
三
七
年
五
月
一
〇
目
、
内
閣
に
臨
時
物
価
対
策
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
始
る
。
こ
の
委

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

員
会
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
会
長
に
、
大
蔵
、
農
林
、
商
工
大
臣
を
副
会
長
と
し
、
委
員
、
特
別
委
員
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

　
ま
た
、
臨
時
物
価
対
策
委
員
会
に
は
、
鉄
其
の
他
金
属
に
関
す
る
小
委
員
会
（
委
員
長
大
河
内
正
敏
）
、
石
炭
動
力
運
賃
等
に
関
す

る
小
委
員
会
（
委
員
長
井
坂
孝
）
、
生
活
必
需
品
に
関
す
る
小
委
員
会
（
委
員
長
大
口
喜
）
が
設
け
ら
れ
、
生
活
必
需
品
に
関
す
る
物
価

応
急
対
策
答
申
、
鉄
に
関
す
る
答
中
、
石
炭
に
関
す
る
答
申
、
動
力
問
題
に
関
す
る
答
申
、
運
賃
に
関
す
る
答
申
が
な
さ
れ
た
。
こ

の
答
申
で
は
、
石
炭
、
動
力
、
運
賃
に
つ
い
て
は
価
格
調
整
よ
り
も
需
給
調
整
に
主
眼
を
お
い
た
内
容
を
も
ち
、
鉄
に
つ
い
て
は
自

主
統
制
機
関
を
設
置
し
て
需
給
調
整
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
生
活
必
需
品
の
み
に
つ
い
て
、
答
申
は
消
費
調
整
の
ほ
か
、
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

要
生
活
必
需
品
に
価
格
公
定
制
度
の
導
入
を
考
慮
す
べ
き
と
し
た
。
答
中
の
こ
の
よ
う
な
内
容
に
１
対
応
し
て
、
開
戦
当
初
の
物
価
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
４
）

策
は
、
原
価
に
っ
い
て
は
傍
観
し
、
も
っ
ぽ
ら
暴
利
を
貧
る
価
格
騰
貴
を
抑
制
す
る
た
め
に
、
最
高
価
格
を
公
定
し
配
給
統
制
を
強

化
し
よ
う
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
原
価
に
っ
い
て
傍
観
す
る
か
ぎ
り
、
原
価
構
成
要
素
と
し
て
の
賃
銀
の
騰
勢
に
っ
い
て
は
特
別

の
問
題
と
は
た
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
賃
銀
の
騰
勢
が
物
価
騰
勢
の
範
囲
内
に
あ
る
か
ぎ
り
、
特
に
間
題
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
、

　
　
　
戦
時
賃
銀
統
制
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
二
）
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
（
二
八
五
）
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間
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数

時
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年
製
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業
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賃
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他
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物

銃
繍
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年
辮
見
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靴
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賊

賃
働
１
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８
賃
貴
と
行

耀
嚇
一

１
）

考備

２
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四
二
　
（
二
八
六
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な
ぜ
な
ら
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
利
潤
に
重
大
た
影

響
を
あ
た
え
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な

お
、
賃
銀
騰
貴
率
が
物
価
騰
貴
率
を
こ
え
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
一
九
三
九
年
か
ら
で
あ
っ
て
（
付

表
２
２
）
、
そ
九
以
後
に
な
っ
て
賃
銀
統
制
は
主
張
さ

れ
る
よ
う
に
た
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
生
活
必
需
品

価
格
の
統
制
に
よ
る
賃
銀
抑
制
か
ら
賃
銀
の
国
家

統
制
へ
の
移
行
・
展
開
の
開
始
で
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
展
開
に
よ
っ
て
、
物
価
統
制
は
原
価
統
制

を
基
礎
と
し
て
本
格
的
に
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
開
戦
当
初
の
応
急
物
価
政
策
は
、
暴
利
ヲ
得
ル
ヲ
自
的
ト
ス
ル
売
買
取
締
二
関
ス
ル
件
（
一
九
一
七
年
九
月
一
日
農
商

務
省
令
第
二
〇
号
）
を
軸
に
実
施
さ
れ
、
そ
の
強
化
の
た
め
に
そ
れ
は
全
面
改
正
（
一
九
三
七
年
八
月
三
日
商
工
省
令
第
一
〇
号
）
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
５
）

対
象
品
目
が
八
品
目
か
ら
二
六
品
目
に
拡
大
さ
れ
た
が
、
ひ
き
っ
づ
く
同
年
一
〇
月
の
改
正
で
三
二
品
目
と
な
っ
た
。

　
一
九
三
七
年
未
に
は
、
商
工
省
は
自
主
的
最
高
販
売
価
格
制
度
を
採
用
し
、
配
給
の
合
理
的
調
整
に
よ
り
物
価
高
騰
の
抑
制
を
は

か
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
供
給
の
絶
対
的
不
足
の
も
と
で
は
、
自
主
的
最
高
販
売
価
格
制
度
は
破
産
せ
ざ
る
を
え
ず
、
し
か
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
６
）

表
面
は
合
法
的
取
引
で
あ
り
な
が
ら
実
質
的
に
は
違
反
し
た
取
引
が
横
行
す
る
な
か
で
破
産
し
た
。
そ
の
ほ
か
応
急
的
対
策
と
し
て
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五

一
四
号
）
７
・
１
施
行

価
格
等
統
制
令
施
行
規
則
中
改
正

繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
（
衣
料

切
符
制
）

価
格
等
統
制
令
施
行
規
則
中
改
正

価
格
等
統
制
令
施
行
規
則
中
改
正

原
価
計
算
規
則

価
格
等
統
制
令
施
行
観
則
中
改
正

価
格
等
統
制
令
施
行
中
改
正

価
格
等
統
制
令
施
行
規
則
中
改
正
７
・

１
施
行

価
格
査
定
制
度
二
関
ス
ル
件
通
牒
（
物

一
第
五
四
五
〇
号
）

会
杜
固
定
資
産
償
却
規
則

価
格
等
統
制
令
施
行
規
則
中
改
正
９
・

１
５
施
行

価
格
等
統
制
令
施
行
観
則
中
改
正

（
閣
令
第
八
号
）
４
・
１
施
行

原
価
計
算
規
則
中
一
部
改
正
（
閣
令
、

陸
海
軍
省
令
第
一
号
）

四
六
　
（
二
九
〇
）

「
大
東
亜
共
栄
圏
価
格
方

策
及
ビ
統
一
原
価
計
算
制

度
実
施
価
格
方
策
」
価
格

彩
成
中
央
委
員
会
答
申

価
格
等
統
制
令
施
行
規
則
中
一
部
改
正
「
生
鮮
食
料
価
格
対
策
要

耐
各
等
統
制
令
施
行
規
則
中
一
部
改
正
一

綱
」

「
緊
急
物
価
対
策
要
綱
」

「
同
実
施
要
綱
」
発
表

「
価
格
報
賞
制
度
要
綱
」
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１
５

１
６

２
４

１
４ユ

１
５

２
２

２
４

２
９

昭
和
１
９
年

　
１
．
８

　
　
　
１

１
１
一
●

■
■
　
●

つ
一
　
・

ｏ
ｏ
　
・

１
９

２
７９

東条内閣
経
済
関
係
罰
則
ノ
整
傭

二
関
ス
ル
法
律
（
法
律

第
四
号
）
４
・
２
０
施
行

物
価
局
官
制
中
一
部
改
正
（
勅
令
第
五

七
七
号
）
７
・
１
７
施
行

臨
時
農
地
価
格
統
制
令
中
一
部
改
正

（
勅
令
第
六
八
○
号
）
８
・
２
５
施
行

株
式
価
格
統
制
令
中
一
部
改
正
（
勅
令

第
七
一
九
号
）
９
・
１
５
施
行

価
格
差
益
及
為
替
差
益
ノ
納
付
等
二
関

ス
ル
件
一
部
改
正
（
勅
令
第
八
八
九
号
）

１
２
・
１
施
行

会
杜
経
理
統
制
令
中
一
部
改
正
（
勅
令

第
三
九
号
）
ユ
・
２
０
施
行

物
面
協
議
会
官
制
（
勅
令
第
五
一
号
）

１
・
２
８
施
行

価
格
彩
成
委
員
会
官
制
中
一
部
改
正

（
勅
令
五
二
号
）
ユ
・
２
８
施
行

賃
銀
統
制
令
施
行
規
則
中
ト
癖
し

（
閣
令
一
五
号
）

７
・
１
施
行

（
厚
生
省
令
第
二
四
号
）

会
杜
経
理
統
制
令
施
行
規
則
中
一
部
改

正
（
閣
令
第
一
七
号
）

暴
利
行
為
等
取
締
規
則
中
一
部
改
正

（
商
工
農
林
省
令
第
二
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

会
杜
経
理
統
制
令
施
行
規
則
中
一
部
改
一

正
（
閣
令
第
二
七
号
）

原
価
計
算
規
則
中
一
部
改
正
（
閣
令
陸

・
海
軍
省
令
第
二
号
）

価
格
等
統
制
令
施
行
規
則
中
一
部
改
正

（
閣
令
第
二
九
号
）
ｕ
・
２
５
施
行

会
杜
経
理
統
制
令
施
行
規
則
中
一
部
改

正
（
閣
令
第
四
号
）
１
・
２
０
施
行

会
杜
経
理
統
制
令
施
行
規
則
中
一
部
改

商
工
・
農
林
省
廃
止

物
価
局
農
商
省
移
管

軍
需
省
工
業
品
の
価

格
統
制
所
管

物
価
対
策
審
議
会
廃

止
物
価
協
議
会
設
置

戦
時
賃
銀
統
制
に
関
す
る
研
究
（
工
、
の
二
）
（
三
好
）

四
七
　
（
二
九
一
）
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昭
和
２
０
年

　
２
．
９

　
　
　
１

　
　
　
Ｏ

　
ｏ
ｏ
　
．

　
　
　
３

　
　
　
０

　
ｃ
Ｕ
　
■

　
　
　
１

　
　
　
４

　
７
．
　
●

　
　
　
２

立
命
館
経
済
学
（
篤
二
十
一
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）

、

一磯内閣

経
済
関
係
罰
則
整
備
二
関
ス
ル
法
律
二

基
ク
経
済
団
体
指
定
二
関
ス
ル
件
（
勅

令
第
二
六
八
号
）

価
格
等
統
制
令
中
一
部
改
正

五
四
四
号
）

賃
銀
統
制
令
中
一
部
改
正

四
号
）
１
２
・
１
施
行

（
勅
令
第

（
勅
令
第
六

戦
時
物
価
審
議
会
官
制
（
勅
令
第
六
八

号
）会

杜
経
理
統
制
令
中
改
正
（
勅
令
第
一

五
九
号
）

地
方
総
監
府
官
制
（
勅
令
第
三
五
〇
号
）

正
（
閣
令
第
一

一
号
）
３
・
１
０
施
行

原
価
計
算
規
則
中
改
正
（
閣
令
陸
海
軍

省
令
第
一
号
）

著
修
品
等
製
造
販
売
制
限
観
則
中
一
部

改
正
（
農
商
・
軍
需
省
令
第
一
号
）

行
政
事
務
簡
素
化
実
施
ノ
タ
メ
ニ
ス
ル

賃
銀
統
制
令
施
行
規
則
外
二
省
令
中
改

正
（
農
商
、
軍
需
省
令
第
二
号
）

生
活
用
品
価
格
査
定
委
員
会
設
置
二
関

ス
ル
件
通
牒
（
物
局
三
四
七
九
号
）

価
格
等
統
制
令
施
行
規
則
中
一
部
改
正

（
閣
令
第
二
八
号
）

価
格
等
統
制
令
施
行
規
則
中
一
部
改
正

（
閣
令
第
三
〇
号
）
ユ
Ｏ
・
１
施
行

賃
銀
統
制
令
施
行
規
則
中
一
部
改
正

（
厚
生
省
軍
需
省
令
第
五
号
）
１
２
・

施
行

会
杜
経
理
統
制
令
施
行
規
則
中
改
正

（
閣
令
第
四
号
）

会
杜
経
理
統
制
令
施
行
規
則
中
改
正

（
閣
令
第
二
三
号
）

１

四
八
　
（
二
九
二
）戦

時
物
価
審
議
会
設

置

は
、

法
、

輸
出
品
等
二
関
ス
ル
臨
時
措
置
二
関
ス
ル
法
律
、
臨
時
資
金
調
整
法
、
外
国
為
替
管
理
法
中
改
正
法
律
、
臨
時
肥
料
配
給
統
制

米
穀
ノ
応
急
措
置
二
関
ス
ル
法
律
な
ど
が
制
定
さ
れ
、
物
価
統
制
の
展
開
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
付
表
２
３
）
。



　
彪
大
な
軍
需
を
契
機
と
す
る
軍
需
生
産
の
巨
大
な
集
積
は
、
熟
練
工
を
中
心
と
し
た
労
働
力
需
要
を
増
大
さ
せ
た
。
こ
の
ぼ
あ
い
、

熟
練
労
働
力
に
っ
い
て
は
、
そ
の
絶
対
量
の
不
足
の
ほ
か
に
、
移
動
の
激
化
と
稼
動
率
の
低
さ
と
が
加
わ
っ
て
需
要
を
い
っ
そ
う
増

加
さ
せ
た
。
労
働
力
市
場
の
こ
の
よ
う
塗
逸
迫
化
と
、
さ
ら
に
一
般
的
な
物
価
高
騰
と
に
よ
る
賃
銀
の
上
昇
は
、
軍
需
生
産
へ
の
労

働
力
集
中
を
、
価
格
機
構
を
と
お
し
て
な
し
と
げ
る
こ
と
を
困
難
に
し
た
。
価
格
機
構
を
と
お
し
て
の
労
働
力
集
中
の
困
難
さ
を
生

ん
だ
最
大
の
条
件
は
、
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
価
格
機
構
そ
れ
自
体
の
機
能
減
退
を
別
と
す
れ
ば
、
生
産
力
の
停
滞
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
拡
大
す
る
軍
需
生
産
が
賃
銀
の
高
騰
を
許
容
し
う
る
た
め
に
は
、
労
働
生
産
性
の
上
昇
に
ょ
る
高
賃
銀
の
吸
収
か
、
高
利
潤
を

継
続
的
に
保
証
す
る
高
価
格
の
成
立
か
を
前
提
せ
ざ
る
を
え
ず
、
軍
需
物
資
の
価
格
高
自
体
に
許
容
の
限
度
（
１
１
「
高
物
価
政
策
」
に

ょ
る
軍
需
凋
遂
の
限
度
）
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
軍
需
生
産
へ
の
労
働
力
集
中
は
、
ま
ず
、
労
働
力
の
移
動
制
限
に
ょ
っ

て
補
強
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
初
の
賃
銀
統
制
令
（
一
九
三
九
年
三
月
三
一
日
勅
令
第
一
二
八
号
）
は
、
か
か
る
主
旨
に
そ
っ
た
も

の
で
あ
っ
た
。

　
賃
銀
統
制
令
は
、
機
械
製
造
業
、
器
具
製
造
業
、
船
舶
車
輔
製
造
業
、
金
属
品
製
造
業
、
金
属
製
錬
業
に
適
用
さ
れ
、
未
経
験
工

の
初
給
賃
銀
の
公
定
を
主
要
な
内
容
と
し
た
。
こ
の
未
経
験
工
初
給
賃
銀
の
公
定
は
、
厚
省
大
臣
の
諮
問
に
た
い
す
る
中
央
賃
銀
委

員
会
の
答
申
「
未
経
験
労
働
者
ノ
初
給
賃
銀
ノ
基
準
ヲ
定
ム
ル
方
針
」
に
そ
っ
て
、
工
場
鉱
山
の
男
子
未
経
験
労
働
者
の
初
給
賃
銀

標
準
額
が
定
め
ら
れ
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
基
準
に
地
方
長
官
ま
た
は
鉱
山
監
督
局
長
に
よ
っ
て
管
内
の
初
給
賃
銀
の
最
高
額
お
よ
び

最
低
額
が
き
め
ら
れ
た
。

　
他
方
、
物
価
統
制
は
、
物
価
委
員
会
の
発
足
に
よ
っ
て
機
構
整
備
も
進
み
、
国
家
統
制
は
急
速
に
展
開
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
中
央
物
価
委
員
会
は
、
公
定
価
格
基
準
価
格
な
ど
の
決
定
基
準
の
設
定
に
あ
た
っ
て
、
輸
入
品
で
は
輸
入
価
格
、
輸
出
品
は
海
外

　
　
　
戦
蒔
賃
銀
統
制
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
二
）
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
（
二
九
三
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
一
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
　
（
二
九
四
）

市
場
価
格
、
生
活
品
そ
の
他
の
国
内
品
は
現
在
水
準
以
上
の
騰
貴
を
ふ
せ
ぎ
、
個
々
の
事
情
に
応
じ
て
戦
争
開
始
前
の
水
準
に
復
帰

　
　
　
　
　
　
（
１
７
）

さ
せ
よ
う
と
し
た
。
し
か
も
、
物
価
を
た
だ
公
定
す
る
の
み
で
は
な
く
、
戦
時
適
正
価
格
の
形
成
を
意
図
し
、
原
価
形
成
要
素
で
あ

る
賃
銀
、
運
賃
、
利
潤
、
家
賃
、
地
代
の
「
調
整
」
を
目
ざ
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
戦
時
適
正
価
格
形
成
（
１
１
生
産
費
統
制
）
の
提
起

は
、
そ
れ
ま
で
の
物
価
統
制
措
置
の
限
界
を
認
め
た
こ
と
と
、
金
融
資
本
の
自
主
統
制
を
軸
と
し
て
、
彪
大
な
軍
需
を
処
理
し
て
き

た
目
本
金
融
寡
頭
制
も
、
そ
の
本
来
的
な
構
造
的
脆
弱
性
を
も
っ
た
生
産
機
構
の
ゆ
え
に
、
軍
需
に
よ
る
生
産
力
の
長
期
の
喰
い
つ

ぶ
し
に
耐
え
え
な
く
な
っ
た
こ
と
を
現
わ
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
た
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
金
融
資
本
の
自
主
統
制
を
軸
に
し
た
物

価
統
制
は
、
金
融
寡
頭
制
の
戦
時
体
制
へ
の
補
強
再
編
成
過
程
を
促
進
す
る
た
め
に
、
新
し
い
段
階
に
む
か
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
と
国
際
的
孤
立
の
深
化
と
は
、
貿
易
・
為
替
管
理
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
き
た
金
融
寡
頭
制

の
戦
争
準
備
体
制
を
破
綻
さ
せ
、
そ
こ
で
の
価
格
機
構
に
よ
る
軍
需
資
材
の
備
蓄
を
困
難
化
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
物
価
統
制
に

あ
た
っ
て
の
価
格
基
準
に
つ
い
て
も
再
検
討
が
せ
ま
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
新
し
い
物
価
基
準
の
基
盤
を
っ
く
り
だ
す
た
め
に
、
一
九
三
九
年
九
月
、
時
の
阿
部
内
閣
は
国
家
総
動
員
法
の
全

面
的
発
動
に
よ
っ
て
、
軍
需
生
産
力
拡
充
計
画
の
遂
行
を
決
意
せ
ざ
る
を
え
た
く
な
っ
た
。

　
価
格
等
統
制
令
（
一
九
三
九
年
一
〇
月
一
八
日
勅
令
第
七
〇
三
号
）
は
、
中
央
物
価
委
員
会
の
「
物
価
統
制
大
綱
」
　
（
一
九
三
九
年
四
月

二
九
日
決
定
）
が
主
張
し
た
よ
う
た
国
際
物
価
水
準
に
よ
る
国
内
物
価
の
調
整
と
い
う
考
え
の
放
棄
を
せ
ま
ら
れ
た
。
　
な
ぜ
な
ら
、

欧
州
で
の
戦
争
勃
発
が
原
材
料
の
国
際
価
格
、
運
賃
な
ど
を
高
騰
さ
せ
、
ま
た
、
ポ
ン
ド
の
下
落
は
ポ
ン
ド
系
通
貨
で
あ
っ
た
円
貨

を
激
落
さ
せ
て
、
輸
入
市
場
を
ド
ル
地
域
に
大
き
く
依
存
し
て
い
た
目
本
資
本
主
義
の
貿
易
構
造
で
は
、
国
際
物
価
水
準
で
国
内
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
８
）

価
の
調
整
を
は
か
る
こ
と
が
、
い
ま
や
困
難
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
物
価
統
制
は
、
国
内
基
準
に
よ
り
、
こ
の
基
準
を



っ
く
り
あ
げ
る
た
め
の
生
産
統
制
に
付
随
し
た
統
制
へ
と
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ｃ
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ま
で
の
物
価
統
制
で
は
、

基
本
的
に
は
、
金
融
資
本
の
価
格
機
構
で
軍
需
の
調
達
を
は
か
っ
て
き
た
た
め
に
、
　
「
高
物
価
政
策
」
が
と
ら
れ
た
が
、
い
ま
や
、

国
家
の
強
い
介
入
に
支
え
ら
れ
た
「
低
物
価
政
策
」
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
価
格
等
統
制
令
は
、
生
産
統
制
の

実
現
の
た
め
に
、
「
低
物
価
政
策
」
に
よ
る
相
対
価
格
体
系
の
編
成
を
も
く
ろ
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
た
相
対
価
格
体
系
の
強
権
的
編
成
の
準
備
の
た
め
に
、
価
格
等
統
制
令
は
物
価
ス
ト
ッ
プ
（
Ｈ
一
九
三
九

年
九
月
一
八
日
を
指
定
期
日
と
す
る
）
を
実
施
し
た
。
こ
う
し
て
始
っ
た
「
低
物
価
政
策
」
は
、
構
造
的
脆
弱
性
を
露
呈
し
た
生
産
機

構
の
も
と
で
は
、
価
格
機
構
の
本
来
的
な
機
能
（
Ｈ
剰
余
価
値
の
生
産
と
取
得
を
媒
介
と
し
た
価
値
法
則
の
貫
徹
）
を
果
し
う
る
相
対
価
格

体
系
を
彫
成
し
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
相
対
価
格
体
系
が
生
産
増
強
の
刺
激
を
失
わ
し
め
た
こ
と
に
現
わ
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
軍
需
生
産
の
拡
大
を
刺
激
す
る
た
め
に
、
そ
し
て
最
後
に
は
生
産
減
退
を
多
少
で
も
防
ぐ
た
め
に
、
こ
の
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
９
）

対
価
格
体
系
は
統
制
価
格
の
随
時
の
改
訂
を
行
な
わ
ね
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
相
対
価
格
の
改
訂
を
、
　
「
低
物
価
政
策
」

と
矛
盾
さ
せ
な
い
た
め
に
も
、
生
産
原
価
の
引
き
下
げ
を
努
力
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
０
）

　
一
九
四
一
年
八
月
二
一
目
、
物
価
対
策
審
議
会
は
、
　
「
低
物
価
卜
生
産
増
強
ト
ノ
調
整
二
関
ス
ル
件
」
を
答
申
し
た
。
こ
の
答
申

に
よ
る
と
、
　
「
低
物
価
政
策
」
堅
持
の
方
針
に
も
と
づ
き
、
い
価
格
構
成
諸
要
素
（
１
１
主
要
牛
活
必
需
物
資
価
格
、
基
礎
的
生
産
資
材
価

格
、
動
力
、
運
賃
な
ら
び
に
労
働
賃
銀
）
の
現
行
水
準
の
維
持
お
よ
び
そ
の
低
下
を
図
り
、
の
生
産
、
配
給
の
合
理
化
と
重
要
物
資
生

産
増
強
の
助
成
、
ゆ
消
費
生
活
の
合
理
化
と
消
費
規
制
強
化
、
ゆ
購
買
力
発
生
の
規
制
と
浮
動
購
買
力
吸
収
を
も
っ
て
、
低
物
価
と

生
産
増
強
と
の
調
整
を
は
か
る
も
の
と
し
、
そ
の
差
し
あ
た
っ
て
取
る
べ
き
措
置
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
い
る
。

　
資
本
の
側
で
も
論
議
が
進
み
、
日
本
経
済
研
盟
会
内
に
時
局
対
策
調
査
委
員
会
（
委
員
長
井
坂
孝
）
を
特
設
し
、
政
府
に
た
い
す
る

　
　
　
戦
時
賃
銀
統
制
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
二
）
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
（
二
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五
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立
命
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五
二
　
（
二
九
六
）

建
議
を
行
な
い
、
官
民
協
力
体
制
の
整
備
を
主
張
し
た
。
資
本
の
側
の
こ
の
よ
う
な
動
き
を
反
映
し
て
、
商
工
省
主
催
の
物
価
問
題

官
民
懇
談
会
が
開
か
れ
、
以
後
六
分
科
会
を
も
っ
て
継
続
的
に
討
議
が
進
め
ら
れ
た
。

　
さ
て
、
　
「
低
物
価
」
と
生
産
増
強
と
の
矛
盾
は
、
戦
時
産
業
統
制
の
強
化
過
程
で
な
お
生
起
し
た
生
産
費
高
騰
の
問
題
と
し
て
露

呈
し
た
。
こ
の
生
産
費
高
騰
は
、
○
○
生
産
拡
充
計
画
の
綜
合
性
欠
除
に
よ
る
未
稼
動
遊
休
設
備
の
発
生
、
の
資
材
の
総
合
的
二
兀
的

統
制
機
構
の
未
整
備
に
も
と
づ
く
一
部
資
材
の
遅
延
が
生
産
を
遅
滞
さ
せ
た
こ
と
、
ゆ
資
材
の
需
要
面
と
供
給
面
に
お
げ
る
連
繋
欠

除
に
よ
る
作
業
停
滞
と
手
持
材
料
の
増
加
、
↑
り
統
制
手
続
の
煩
雑
さ
の
た
め
に
、
資
材
担
当
の
職
員
が
増
加
し
た
こ
と
、
働
さ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
１
）

統
制
機
関
の
官
僚
化
に
よ
る
事
務
の
渋
滞
が
起
っ
て
、
資
本
回
転
率
を
低
下
さ
せ
る
な
ど
の
諸
要
因
に
よ
っ
て
起
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
生
産
費
高
騰
の
主
要
因
は
、
軍
需
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
物
価
の
一
般
的
高
騰
の
ほ
か
に
、
戦
時
産
業
統
制
機
構
に
内

在
す
る
不
合
理
性
に
よ
っ
て
促
迫
さ
れ
た
も
の
で
、
軍
需
生
産
に
起
因
す
る
再
生
産
上
の
矛
盾
を
処
理
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
資

本
の
側
と
し
て
は
、
こ
の
統
制
機
構
の
不
合
理
性
を
の
み
間
題
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
低
物
価
と
生
産
増

強
と
の
問
の
矛
盾
に
っ
い
て
も
現
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
に
よ
る
賃
銀
規
制
は
、
　
「
労
務
者
の
生
活
の
安
定
を
確
保
す
る
と
同

時
に
労
務
老
の
能
率
を
増
進
し
、
生
産
増
大
を
刺
戟
し
得
る
賃
金
制
度
を
実
施
し
っ
上
、
然
も
、
之
が
為
に
生
産
費
の
昂
騰
す
る
を

防
ぎ
、
進
ん
で
共
の
低
下
を
図
る
べ
き
方
策
は
蓋
し
賃
金
規
制
に
対
す
る
劃
一
の
幣
を
避
げ
、
主
要
物
資
を
生
産
す
る
重
要
鉱
山
、

工
場
に
対
し
て
は
其
の
実
情
に
即
し
、
労
務
者
の
生
活
の
安
定
と
能
率
の
増
進
を
期
し
得
べ
き
伸
縮
性
あ
る
賃
金
制
度
の
特
例
を
許

容
し
、
其
の
運
用
に
よ
り
、
生
産
量
を
増
加
し
、
生
産
原
価
中
に
於
け
る
労
力
費
の
割
合
を
低
下
す
る
と
同
時
に
、
一
般
に
徒
ら
に

賃
金
水
準
を
高
め
、
或
は
不
必
要
に
直
接
問
接
に
労
力
費
を
高
む
べ
き
各
般
の
障
碍
を
除
去
す
る
方
策
を
採
用
す
る
こ
と
に
ょ
り
克

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
２
）

く
其
の
目
的
を
達
成
し
得
べ
し
」
と
す
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
き
　
　
　
　
　
　
　
　
｛

　
軟
時
労
務
統
制
下
の
労
カ
致
の
高
騰
は
、
貨
銀
統
徹
令
の
不
徹
底
や
統
制
機
構
上
の
不
傲
と
し
て
把
握
さ
れ
て
、
統
制
強
化
へ
の

要
請
を
強
め
る
が
、
他
方
で
は
、
能
率
の
低
下
や
資
材
配
給
の
不
円
滑
、
機
械
化
そ
の
他
作
業
合
理
化
の
困
難
さ
と
い
う
直
接
労
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
４
）

費
の
高
騰
要
因
の
ほ
か
、
間
接
費
と
し
て
も
、
募
集
費
の
増
加
、
労
務
関
係
法
令
手
続
の
煩
填
に
よ
る
人
件
費
増
加
な
ど
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
生
産
費
高
騰
を
防
ぎ
、
さ
ら
に
そ
の
低
下
を
は
か
っ
て
、
低
物
価
と
生
産
増
強
と
の

矛
盾
を
処
理
し
よ
う
と
す
れ
ぼ
、
労
務
統
制
の
強
化
（
Ｈ
労
力
配
置
適
正
化
）
と
労
赫
．
技
術
管
理
の
強
化
お
よ
び
賃
銀
制
度
（
Ｈ
賃

銀
体
系
）
の
「
合
理
化
」
を
提
起
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
で
、
　
「
低
物
価
政
策
」
の
具
体
化
過
程
は
、
賃
銀
統
制
に
も
あ
ら
た
な
展
開
を
も
た
ら
さ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
物
価
の
「
九
・
一
八
ス
ト
ツ
プ
令
」
は
、
賃
銀
ス
ト
ツ
ブ
を
軸
と
し
た
物
価
統
制
と
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
賃
銀
の
九
．

一
八
水
準
へ
の
固
定
の
た
め
に
、
賃
銀
臨
時
措
置
令
（
一
九
三
九
年
一
〇
月
一
八
目
勅
令
第
七
〇
五
号
）
が
公
布
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

賃
銀
臨
時
措
置
令
は
、
あ
く
ま
で
臨
時
応
急
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
あ
ら
た
な
賃
銀
統
制
令
に
ひ
き
っ
が
れ
ね
ぼ
な
ら
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
賃
銀
臨
時
措
置
令
が
、
鉱
山
・
工
場
労
働
者
の
み
な
ら
ず
、
土
木
建
築
、
交
通
運
輸
業
、
農
林
水
産
業
、

物
品
販
売
業
、
銀
行
業
、
信
託
業
、
保
険
業
、
無
尺
業
、
倉
庫
業
な
ど
直
接
物
価
に
影
響
す
る
事
業
の
労
働
者
に
限
ら
れ
て
い
た
と

は
い
え
、
そ
の
範
囲
は
き
わ
め
て
広
く
、
対
象
労
働
者
数
も
多
か
っ
た
こ
と
に
ょ
っ
て
、
賃
銀
統
制
令
は
こ
の
賃
銀
臨
時
措
置
令
に

よ
っ
て
広
範
に
補
強
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
と
は
こ
れ
ら
の
勅
令
の
整
理
統
合
に
よ
っ
て
、
賃
銀
統
制
は
あ
ら
た

た
段
階
に
入
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
て
、
賃
銀
統
制
令
の
全
面
改
正
（
一
九
四
〇
年
一
〇
月
一
六
日
勅
令
第
六
七
号
）
が
お
こ
な
わ
れ

た
。　

こ
の
改
正
賃
銀
統
制
令
は
、
賃
銀
ス
ト
ッ
プ
後
の
生
計
費
の
高
騰
（
け
表
２
４
一
に
よ
っ
て
賃
銀
臨
時
措
置
令
の
存
続
が
困
難
に
な

　
　
　
戦
叶
賃
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商
　
　
は
１
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）
　
　
在
昭
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現

現
算
日
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日
換
１
６
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”
で
月
在

月
準
毎
現

毎
基
（
日

（
月
数
１
５

数
７
指
月

指
年
費
毎

価
１
２
計
（

物
和
生
数

売
昭
国
指

小
，
全
費

京
は
局
計

東
）
計
生

調
在
統
国

銀
現
閣
全

日
日
内
調

　
１
６
　
　
社

１
）
　
　
２
）

考缶

　
　
　
五
四
　
（
二
九
八
）

っ
た
こ
と
と
、
九
・
一
八
ス
ト
ッ
プ

の
時
点
で
の
高
低
錯
雑
た
る
賃
銀
の

不
均
衡
是
正
の
た
め
に
要
誇
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
改
正
賃
銀
統

制
令
に
よ
る
統
制
強
化
は
、
実
質
的

に
は
一
九
四
〇
年
八
月
一
日
か
ら
の
、

経
験
、
未
経
験
工
場
鉱
山
労
務
者
の

広
範
な
労
働
者
の
最
低
賃
銀
、
最
高

初
給
賃
銀
の
公
定
と
、
一
〇
月
一
日

か
ら
の
賃
銀
総
額
制
限
お
よ
び
そ
れ

に
代
る
方
式
の
実
施
に
よ
っ
て
開
姶

さ
れ
、
若
干
の
例
外
を
除
い
て
賃
銀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
５
）

臨
時
措
置
令
は
そ
の
使
命
を
お
え
た
。

　
な
お
、
賃
銀
統
制
は
、
職
員
層
に

つ
い
て
も
会
杜
経
理
統
制
令
（
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
６
）

四
〇
年
一
〇
月
一
九
日
勅
令
猪
六
八
○
号
）
に
よ
っ
て
統
制
し
た
が
、
さ
ら
に
、
一
九
四
一
年
の
価
格
等
統
制
令
中
改
正
（
一
九
四
一
年
九

月
三
日
勅
令
第
八
四
一
号
）
は
、
そ
れ
ま
で
の
価
格
等
統
制
令
が
物
価
の
み
を
統
制
対
象
と
し
て
い
た
の
に
た
い
し
、
あ
ら
た
に
労
務



供
給
の
請
負
料
一
派
出
帰
派
出
料
を
含
む
）
、
大
工
、
左
官
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屋
根
職
、
符
職
、
建
具
職
、
鐵
力
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、
塗
装
職
、
植
木
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、
鳶
職
、
井
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２
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職
・
石
工
・
錺
工
お
よ
び
挽
職
の
手
問
賃
を
も
統
制
の
対
象
と
す
る
よ
う
に
な
り
、
八
月
一
日
現
在
を
も
っ
て
一
斉
停
止
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
賃
銀
の
騰
勢
は
、
一
九
四
一
年
に
な
っ
て
や
や
鈍
化
し
た
が
、
軍
需
生
産
部
門
へ
の
労
働
カ
の
急
速
な
集
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
起
因
す
る
労
働
市
場
の
緊
迫
化
↑
戦
時
下
労
働
力
「
不
足
」
）
は
、

司加重の数指産生業工鉱
２
５表付

－
　
　
　
　
１
　
１
，
　
　
　
　
　
↓
　
　
－

）

庁
ｍ

業

８

５

９

２

Ｏ

造
６
・
０
・

４
．
６
．
Ｏ

７
６

６
２

５
１

１
８

緯
２４

ユ

４
１

４
ユ

４
ユ

３
ユ

【
／
１

８
１

３

製

ユ
１

１
　
　
－
１

疋
業

３
６

１

３
［
ｏ

４

Ｏ

４

経
剛

工

９
．
４
．

６
．
０

八
Ｏ

２
７

８
９

２
ユ

３
ユ

４
ユ

４
ユ

４
ユ

３
ユ

７
１

７
１

３

（
１
　
↓

鉱
、－
！
－
－
■
、
　
－
＝

業
［
イ

７

２

３

Ｏ

８

２

１

１

造
Ｏ
．
３
．
９
・
９
．
０
．
３
　
４
　
４
　
４
　
５

４
ユ
．
２
一
９

４

６

８

５

製

１

１

１

ユ

１

１

ユ

ユ

１

、
　
１

１
１
１

業

７

４

８

８

６

５

１

８

２

工９
２
１

２
４
１

７
．
８
．
９
．
４
．
４
　
４
　
４
　
４
１
■
　
１
■
　
１
↓
　
１
■

０
．

８
・
Ｏ

６
１

７
１

６

鉱

）

織
業

９

３

６

７９
８

１

５
７
・
０
・

２

３ ５
６

ユ
９

５
５

９

８

６

５

３

１

Ｏ

５

ユ

工

１

１

１

！

１

１

ユ

■
鮮

業

４

１

３

６

工
６
一
２
・
３
・
９

２
７

８
６

５
１

０
９

９
５

東
昭

８
１

８
ユ

’
〇
　
一
Ｌ
０

４
１

２
１

２
ユ

７

２

鉱

１

ユ

（

２
１

３
１

４
ユ

５
ユ

６
１

７
ユ

８
１

９
ユ

０
２

和昭

１

，
■

業
　
　
均
　
　
　
日

工
　
　
平
　
　
　
』

徽
節
±

パ
　
重
　
平
和

心
　
加
　
術
昭

中
　
　
の
　
　
算
・

業
　
ト
　
重
正

産
　
イ
。
加
大

和
　
　
エ
る
の
・

平
　
ウ
え
ト
冶

　
　
額
か
イ
呪

鰯
雛
仁

価
　
　
加
値
額
集

叩
　
付
価
値
計

伽
　
，
加
価
統

　
　
は
附
加
済

ま
　
。
数
て
付
経
。

数
均
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本
成
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は
日
作

産
術
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数
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算
会
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編
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社
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産
産
所
年

報
加
究
生
生
究
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新
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研
は
庁
研
１
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済
）
済
業
画
計
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糧
ず
経
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企
統
社

洋
ま
民
し
湊
本
論

東
含
国
だ
経
日
評
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本
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）
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１
　
　
　
２
　
　
　
３
　
４

考微

戦
時
賃
銀
統
制
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
二
）
（
三
好
）

他
方
で
統
制
賃
銀
に
た
い
す
る
闇
賃
銀
を
出
現
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、

国
家
総
動
員
法
の
全
面
展
開
に
ょ
る
労
務
統
制
の
体
系
的
実
施
に
か

か
わ
ら
ず
、
労
務
能
率
は
著
し
く
低
下
し
た
が
、
こ
の
低
下
は
出
勤

率
の
低
さ
や
高
い
移
動
率
に
も
と
づ
く
も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
内
容

に
お
け
る
熟
練
工
不
足
が
、
当
時
の
生
産
力
発
展
段
階
に
照
応
し
た

労
働
組
織
の
弱
体
化
を
生
み
、
結
局
は
生
産
費
の
高
騰
を
も
た
ら
し
、

「
低
物
価
政
策
」
の
基
盤
を
崩
壊
さ
せ
か
ね
な
く
し
た
。
　
「
低
物
価

政
策
」
の
基
盤
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
弱
体
化
し
た
労
働
組
織
を

再
建
し
、
そ
こ
で
の
熟
練
工
の
能
率
増
進
を
刺
激
す
る
必
要
が
あ
り
、

こ
の
熟
練
工
の
能
率
増
進
を
軸
に
し
て
、
停
滞
な
い
し
減
退
を
始
め

た
鉱
工
業
生
産
の
回
復
を
は
か
る
た
め
に
（
付
表
２
５
）
、
賃
銀
統
制
の

改
革
が
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
す
な
わ
ち
、
一
九
四
三
年
に
な
る
と
、
戦
局
は
急
速
に
悪
化
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
（
二
九
九
）
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査

準
年
地
い
調

券
１
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な
行

行
和
り
ら
銀

銀
昭
な
な
本

ら
で
と
か
日

か
分
」
ほ
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高
金
定
に
局

行
金
勘
廃
査

発
地
外
撤
調

は
は
海
の
行

高
高
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別
銀

通
備
金
区
本

流
準
地
の
日
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五
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三
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〇
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物
価
対
策
は
戦
略
基
礎
物
資
の
増
産
を
優
先
せ
ざ
る
を
え

な
く
な
り
、
一
九
四
八
年
四
月
に
は
、
緊
急
物
価
対
策
要

綱
が
閣
議
で
決
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
要
綱
に
も
と

づ
き
、
一
九
四
〇
年
か
ら
硫
安
、
石
炭
に
っ
い
て
実
施
さ

れ
て
き
た
補
助
金
制
度
を
、
価
格
調
整
補
助
金
制
度
に
改

変
し
、
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
価
格
報
奨
制

度
（
特
別
価
格
報
奨
、
一
般
価
格
報
奨
の
二
種
）
を
新
設
し
て

生
産
意
欲
を
刺
激
し
よ
う
と
し
た
。
さ
ら
に
、
一
九
四
四

年
一
月
の
原
単
位
切
下
報
奨
制
度
は
、
価
格
報
奨
制
度
が

経
費
節
減
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
、
資

材
節
減
と
使
用
効
率
の
向
上
を
意
図
し
た
も
の
で
、
戦
時

生
産
統
制
の
強
化
の
内
容
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
補
助
金
や
補
給
金
の
こ
の
よ
う
た
撤
布
は
、
結
局
は

日
銀
券
の
増
発
を
ま
ね
き
、
　
「
低
物
価
政
策
」
と
一
層
大

き
く
矛
盾
す
る
も
の
と
な
る
（
付
表
２
６
）
。

　
「
低
物
価
政
策
」
は
、
目
本
資
本
主
義
の
構
造
的
脆
弱

性
の
露
呈
に
と
も
な
う
資
本
循
環
上
の
危
機
に
た
い
し
、



こ
の
循
環
構
造
に
対
応
し
た
価
格
基
準
を
も
っ
て
、
相
対
価
格
体
系
の
再
編
成
の
た
め
の
円
ブ
ロ
ヅ
ク
確
立
・
強
化
を
は
か
る
こ
と

を
意
図
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
植
民
地
、
占
領
地
諸
地
域
の
価
格
体
系
と
国
内
価
格
体
系
と
の
連
関
を
つ
け
る
た
め
に
、
植
民
地
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
９
）

占
領
地
で
の
通
貨
工
作
お
よ
び
そ
れ
ら
諾
地
域
と
の
貿
易
の
統
制
、
価
格
調
整
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
産
第
一
主
義
の
相

対
価
格
体
系
を
編
成
す
る
た
め
の
価
格
基
準
設
定
の
基
礎
条
件
を
っ
く
り
だ
そ
う
と
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
価
格
基
準
は
生
産
機
構
に

照
応
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
た
ら
ず
、
新
し
い
価
格
基
準
の
創
出
の
た
め
に
は
、
生
産
機
構
の
再
編
成
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
生
産
第
一
主
義
の
価
格
政
策
は
、
　
「
低
物
価
政
策
」
の
た
め
の
物
価
統
制
を
破
産
さ
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
前

渡
金
と
強
制
貸
付
制
度
に
よ
る
、
い
わ
ば
闇
価
格
で
の
軍
需
品
調
達
は
、
賃
銀
統
制
令
の
改
正
に
よ
る
生
産
増
強
・
能
率
向
上
の
た

め
の
賃
銀
（
支
払
）
制
度
の
採
用
を
契
機
に
、
利
潤
と
賃
銀
の
調
整
が
い
ま
や
こ
れ
ま
で
の
統
制
価
格
機
構
で
は
調
整
不
能
に
な
っ

た
こ
と
を
暴
露
し
た
も
の
に
ほ
か
た
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
生
産
第
一
主
義
の
展
開
に
も
と
づ
く
統
制
価
格
機
構
の
破

産
過
程
は
、
そ
の
も
と
で
必
然
化
す
る
労
資
関
係
の
緊
張
を
緩
和
す
る
た
め
に
も
、
賃
銀
統
制
に
お
け
る
一
定
の
配
慮
を
必
要
と
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
一
九
四
二
年
二
月
の
重
要
事
業
場
労
務
管
理
令
で
、
そ
の
適
用
を
う
げ
る
事
業
努
で
は
、
賃
銀
統
制
令
の
適
用
が
除
外
さ
れ
、
賃

銀
規
則
、
昇
給
内
規
な
ど
の
厚
生
大
臣
認
可
に
よ
っ
て
賃
銀
が
規
制
さ
れ
て
い
た
が
、
さ
ら
に
、
一
九
四
三
年
一
月
、
　
「
生
産
増
強

勤
労
緊
急
対
策
要
綱
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
戦
時
適
正
賃
銀
制
度
の
確
立
が
は
か
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
三
月
に

は
「
賃
銀
対
策
要
綱
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
「
賃
銀
対
策
要
綱
」
は
、
賃
銀
総
額
制
限
方
式
の
基
準
た
る
平
均
時
問
割
賃
銀

に
つ
い
て
原
則
と
し
て
現
行
水
準
を
維
持
し
っ
つ
、
重
要
産
業
で
の
生
産
増
強
・
能
率
向
上
の
た
め
の
措
置
と
し
て
総
額
制
限
の
超

過
を
認
め
、
皇
国
勤
労
観
を
も
と
に
し
た
賃
銀
形
態
の
「
合
理
化
」
を
主
張
し
た
。
さ
ら
に
、
旦
雁
労
働
者
の
組
織
化
に
よ
る
賃
銀

　
　
　
戦
時
賃
銀
統
制
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
二
）
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
（
三
〇
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
一
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
（
三
〇
二
）

統
制
の
実
施
を
も
っ
て
、
賃
銀
統
制
の
制
度
的
弥
縫
も
試
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
賃
銀
対
策
要
綱
の
決
定
に
も
と
づ
く
賃
銀
統
制
令
改
正
（
一
九
四
三
年
六
月
一
八
日
勅
令
第
五
一
四
号
）
が
お
こ

な
わ
れ
、
従
来
の
総
額
制
度
方
式
と
は
別
に
、
賃
銀
規
則
お
よ
び
昇
給
内
規
の
認
可
に
よ
る
統
制
方
式
を
広
範
に
採
用
し
、
生
産
能

率
の
向
上
が
あ
っ
た
ぼ
あ
い
に
は
認
可
を
う
げ
た
賃
銀
規
則
で
賃
銀
の
支
払
が
出
き
る
よ
う
に
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
石
炭
、
金
属
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
０
）

造
船
業
な
ど
主
要
産
業
で
は
、
生
産
増
強
・
能
率
向
上
の
た
め
の
特
別
の
賃
銀
対
策
が
実
施
さ
れ
た
。

　
な
お
、
日
傭
賃
銀
の
統
制
に
つ
い
て
は
、
工
場
鉱
山
労
働
者
の
賃
銀
統
制
と
均
衡
を
は
か
る
た
め
に
、
厚
生
次
官
か
ら
地
方
長
官

宛
の
通
牒
「
土
木
建
築
業
、
運
輸
取
扱
業
、
農
業
及
林
業
労
務
者
ノ
最
低
賃
銀
及
最
高
賃
銀
ノ
決
定
ノ
件
」
（
一
九
四
二
年
二
月
三
日

発
労
第
九
号
）
が
出
さ
れ
、
ま
た
同
目
同
件
名
の
厚
生
省
労
働
局
長
よ
り
地
方
長
官
宛
通
牒
が
発
せ
ら
れ
、
同
年
二
月
二
八
日
の
厚

生
省
告
示
第
八
六
号
で
最
高
賃
銀
を
定
む
べ
き
労
務
者
と
し
て
、
従
来
の
旦
雇
労
働
者
の
ほ
か
土
建
業
、
運
輸
取
扱
業
、
農
林
業
従

事
の
労
働
者
の
指
定
が
な
さ
れ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
価
格
等
統
制
令
に
よ
る
こ
れ
ら
労
働
者
の
請
負
料
指
定
が
地
方
長
官
に
ょ
っ

て
な
さ
れ
る
べ
き
旨
の
告
示
（
一
九
四
二
年
二
月
二
八
日
厚
生
省
告
示
第
八
七
号
）
が
出
さ
れ
た
。
　
こ
う
し
て
一
九
四
二
年
四
月
以
降
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
１
）

地
方
長
官
に
よ
る
日
傭
賃
銀
の
公
定
が
行
な
わ
れ
た
が
、
実
際
に
は
、
そ
の
統
制
は
き
わ
め
て
困
難
で
、
闇
賃
銀
が
横
行
し
た
。
か

く
て
、
一
九
四
三
年
に
は
、
　
「
労
務
者
賃
銀
取
締
二
関
ス
ル
件
」
の
閣
議
決
定
を
み
、
厚
生
省
は
闇
賃
銀
の
取
締
を
励
行
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
一
九
四
四
年
に
な
る
と
、
相
っ
ぐ
労
務
動
員
の
強
化
で
旦
履
労
働
市
努
は
緊
迫
し
、
そ
の
た
め
に
賃
銀
は
高
騰
し
て
公

定
賃
銀
は
実
質
的
に
は
彫
骸
化
す
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
一
九
四
四
年
一
〇
月
の
閣
議
決
定
「
日
傭
労
務
者
ノ
賃
銀
規
正
二

関
ス
ル
件
」
に
よ
っ
て
、
改
正
賃
銀
統
制
令
の
第
二
二
条
に
ょ
る
賃
銀
協
定
を
指
導
勧
奨
す
る
こ
と
を
と
お
Ｌ
て
、
日
傭
賃
銀
の
事

実
上
の
引
き
下
げ
を
は
か
る
と
と
も
に
、
賃
銀
統
制
全
般
の
体
系
的
補
強
を
は
か
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。



（
１
）
　
「
明
治
的
米
椴
市
場
」
と
は
、
半
封
建
的
な
農
業
構
造
、
米
商
品
生
産
の
未
発
達
ひ
い
て
は
杜
全
的
分
業
Ｈ
市
場
の
発
慢
段
幣
に
照
応
し
た
産

　
　
地
間
膳
を
中
心
と
す
る
地
主
・
仲
買
的
性
格
を
も
っ
た
「
前
期
的
構
遣
」
、
「
前
期
的
商
業
組
織
」
に
よ
る
農
民
か
ら
の
米
の
搾
出
機
構
と
し
て
性

　
　
格
づ
け
ら
れ
る
（
持
田
忠
三
『
米
穀
市
場
の
展
開
過
秋
』
東
大
山
版
会
、
一
九
七
〇
年
、
三
〇
五
－
六
頁
）
。

（
２
）
　
明
治
三
〇
年
代
後
半
か
ら
、
米
価
が
物
価
お
よ
び
貨
銀
を
上
回
っ
て
騰
貴
す
る
時
期
が
多
く
な
っ
た
が
、
明
治
四
四
年
－
大
正
二
年
、
大
正
七

　
　
年
－
九
年
、
大
正
一
一
年
－
昭
和
四
年
（
物
価
に
た
い
し
て
の
み
）
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
（
前
掲
、
持
田
恵
三
『
米
穀
市
場
の
展
開
過
程
』

　
　
三
〇
六
－
七
頁
）
こ

（
３
）
米
騒
動
に
は
二
つ
の
類
型
が
あ
り
、
第
一
の
類
型
は
街
頭
に
お
け
る
群
集
行
動
で
、
米
屋
、
米
取
引
所
そ
の
他
の
商
店
、
資
産
家
、
市
町
村
当

　
　
＾
、
警
察
機
関
を
闘
争
相
手
と
し
た
も
の
、
第
二
の
類
型
は
、
工
場
、
鉱
山
、
交
通
機
関
そ
の
他
の
労
働
者
ら
の
資
本
家
に
た
い
す
る
労
働
争
議

　
　
お
よ
び
小
作
人
の
地
主
に
た
い
す
る
争
議
で
、
第
一
の
類
型
の
群
集
行
動
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
（
井
上
清
．
渡
都
徹
編
『
米
騒
動

　
　
の
研
究
』
第
一
巻
、
有
斐
閣
、
一
九
五
九
年
、
一
〇
五
頁
）
。
ま
た
、
と
く
に
、
こ
の
第
二
の
類
型
を
ふ
く
む
米
騒
動
を
み
れ
ば
、
そ
の
階
級
闘

　
　
争
と
し
て
の
性
格
は
明
白
で
あ
る
。

（
４
）
　
金
融
資
本
の
形
成
は
、
日
本
資
本
主
義
の
階
級
構
造
に
急
速
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
が
、
そ
の
焚
化
の
も
と
で
農
村
に
お
げ
る
米
穀
市
場
の
拡

　
　
大
を
ふ
く
む
米
穀
市
場
の
飛
躍
的
な
拡
大
が
起
っ
た
。
こ
う
し
て
拡
大
し
た
米
穀
市
場
は
、
植
民
地
か
ら
の
米
の
搾
出
機
構
を
組
み
こ
む
こ
と
で

　
　
対
応
維
持
さ
れ
た
。
そ
れ
は
同
時
に
、
植
民
地
農
業
と
本
国
農
業
と
の
矛
盾
を
内
包
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
矛
盾
は
農
業
恐
慌
の
も
と
で
急
速

　
　
に
露
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
林
柄
潤
氏
に
ょ
る
と
、
こ
の
矛
盾
は
「
モ
ノ
ヵ
ル
チ
ュ
ァ
的
商
業
的
農
業
」
と
し
て
強
制
さ
れ
た
植
民

　
　
地
農
業
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
根
深
い
も
の
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
矛
盾
露
呈
過
程
に
お
い
て
な
お
、
米
の
本
国
へ
の
移
出
量
が
か
え
っ
て
瑚
加
し
、

　
　
朝
鮮
総
督
府
は
産
米
増
殖
計
画
の
中
止
の
み
な
ら
ず
、
移
出
米
の
季
節
的
調
節
の
名
目
で
移
出
を
き
び
し
く
制
限
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
か
っ
た

　
　
（
林
燗
潤
『
植
民
地
に
お
げ
る
商
業
的
農
業
の
展
開
』
東
大
出
版
会
、
一
九
七
一
年
、
三
二
九
－
三
〇
頁
）
。

（
５
）
　
硲
正
夫
『
米
価
問
題
』
弘
文
堂
、
一
九
五
六
年
、
二
四
四
－
五
頁
。

（
６
）
　
東
京
市
京
橋
区
月
島
に
お
け
る
四
〇
世
帯
の
労
働
老
家
計
の
実
地
調
査
（
大
正
八
年
）
に
よ
れ
ば
、
飲
食
物
費
の
純
支
出
総
額
中
に
し
め
る
割

　
　
合
は
五
〇
・
〇
七
％
、
収
入
四
段
階
の
お
の
お
の
の
階
層
の
飲
食
物
費
は
、
五
〇
円
以
下
層
で
四
六
・
五
二
％
、
五
〇
１
七
〇
円
層
で
四
六
．
八

　
　
三
％
、
七
〇
１
九
〇
円
層
で
五
四
・
七
〇
％
、
九
〇
円
以
上
層
で
は
五
一
・
四
九
％
で
あ
っ
た
（
内
務
省
衛
生
局
『
東
京
市
京
橋
区
月
島
に
於
け

　
　
る
実
地
調
査
報
告
』
第
一
輯
、
生
活
古
典
叢
書
６
『
月
島
調
査
』
光
生
館
、
一
九
七
〇
年
所
収
、
二
一
九
－
三
一
頁
）
。
な
お
、
飲
食
物
費
中
の

　
　
米
穀
類
支
出
の
割
合
は
、
一
世
帯
一
月
平
均
総
支
出
額
五
〇
円
未
満
膚
で
四
八
・
八
％
、
五
〇
１
七
〇
円
屑
で
五
三
．
Ｏ
劣
、
七
〇
１
九
〇
円
層

　
戦
時
賃
銀
統
制
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
二
）
（
三
好
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
（
三
〇
三
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
一
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
１
０
）

（
ｕ
）

六
〇
（
三
〇
四
）

で
五
五
．
三
％
、
一
〇
〇
円
以
上
層
で
は
五
三
・
九
％
で
あ
っ
た
（
権
田
保
之
助
「
東
京
市
に
於
げ
る
労
働
老
家
計
の
一
模
型
」
生
活
古
典
叢
書

７
『
家
計
調
査
と
生
活
研
究
』
光
生
館
、
一
九
七
一
年
所
収
、
一
一
二
頁
）
。
こ
の
ば
あ
い
注
意
す
べ
き
は
、
米
の
品
質
に
よ
る
価
格
差
が
考
慮

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
生
計
費
中
の
米
穀
費
支
出
の
割
合
が
相
対
的
に
高
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
セ
メ
ン
ト
．
カ
ル
テ
ル
か
ら
小
野
田
セ
メ
ン
ト
が
脱
退
し
、
カ
ル
テ
ル
と
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
が
対
立
し
、
鋼
材
不
足
に
よ
る
価
椿
暴
騰
に
た
い

し
、
需
要
者
に
よ
る
目
鉄
に
た
い
す
る
価
格
引
き
下
げ
運
動
が
起
っ
た
。
同
様
の
間
題
は
肥
料
業
界
に
も
現
わ
れ
た
ほ
か
、
製
紙
カ
ル
テ
ル
と
新

聞
雑
誌
杜
の
対
立
、
ビ
ー
ル
カ
ル
テ
ル
と
大
衆
消
費
者
、
砂
糖
カ
ル
テ
ル
と
大
衆
消
費
老
お
よ
び
菓
子
同
業
組
合
の
対
立
、
石
油
カ
ル
テ
ル
と
自

動
車
業
者
の
対
立
が
起
っ
た
（
日
本
銀
行
調
査
局
特
別
室
『
満
州
事
変
以
後
の
財
政
金
融
史
』
日
本
銀
行
調
査
局
編
集
『
目
本
金
融
史
資
料
』
胴

和
編
箪
二
七
巻
戦
時
金
融
関
係
資
料
（
一
）
、
一
九
七
〇
年
、
八
九
頁
）
。

　
二
．
二
六
事
件
以
後
、
陸
軍
は
大
規
模
た
重
要
産
業
拡
充
計
画
の
立
案
に
と
り
か
か
り
、
一
九
三
七
年
の
五
、
六
月
頃
に
は
一
応
そ
の
策
定
を

終
っ
た
。
陸
軍
省
の
決
定
案
と
さ
れ
た
の
は
、
　
「
童
要
産
業
五
年
計
画
要
綱
」
（
一
九
三
七
年
五
月
二
九
日
陸
軍
省
決
定
）
、
「
重
要
産
業
五
カ
年

計
画
要
綱
実
施
二
関
ス
ル
政
策
大
綱
（
案
）
」
（
一
九
三
七
年
六
月
一
〇
日
陸
軍
試
案
）
、
「
軍
需
品
製
造
工
業
五
カ
年
計
画
要
綱
」
（
一
九
三
七
年

六
月
二
三
目
陸
軍
省
決
定
）
で
あ
り
、
当
時
の
経
済
政
策
に
強
く
影
響
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
通
商
産
業
省
編
『
商
工
政
策
史
』
第
一
一
巻
産

業
統
制
、
一
九
六
四
年
、
一
〇
〇
頁
）
。

　
な
お
、
一
九
四
一
年
に
は
、
輸
出
品
価
格
騰
貴
率
が
輸
入
品
価
楮
騰
貴
率
を
超
え
る
に
い

．
」
つ
　
．
』
ｏ

ナ
　
　
　
ユ
〈

　
こ
の
こ
と
が
生
産
費
を
高
め
た
ほ
か
、
実
質
賃
銀
の
上
昇
に
よ
る
杜
会
的
購
買
力
の
増
加

制
限
を
さ
さ
え
る
た
め
の
価
格
統
制
の
一
環
と
し
て
、
賃
銀
統
制
の
必
要
性
が
学
術
振
興
会

に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
（
日
本
学
術
振
興
会
「
価
格
統
制
二
関
ス
ル
応
急
対
策
」
第
三
八
小

委
員
会
報
告
、
一
九
三
九
年
八
月
）
。

見
換
銀
行
券
条
例
ノ
臨
時
特
例
二
関
ス
ル
法
律
（
一
九
四
一
年
三
月
三
目
法
律
第
一
四
号
）

に
よ
っ
て
正
貨
準
備
と
保
証
準
備
の
区
別
が
撤
廃
さ
れ
、

し
て
い
た
発
券
制
度
が
彩
式
的
に
も
管
理
通
貨
制
度
に
移
行
し
た
。
さ
ら
に
、

と
を
改
め
ら
れ
る
に
お
よ
ん
で
、
管
理
通
貨
制
度
は
恒
久
制
度
と
な
っ
た
。

　
物
価
委
員
会
は
、
物
価
委
員
会
令
（
一
九
三
八
年
四
月
二
二
日
勅
令
第
二
七
六
号
）

率貴騰格価品入出輸

　
÷
％
２
５
９
３
４
０
…

品入
＾
ｏ
９
－
７
‘
ｎ
）
【
イ
４
３

△
則
車

ｆ
’
「

品

％
８
９
１
２
８
７

出

３
．
４
８
０
３
．
９

ユ

２

１

輸

・

，

コ

廿

１
２
３
４
Ｆ
ｏ
（
ｏ
１
■
■
■
１
上
■
■
１
■
■
■

和昭

局
以
」

査
変
史

調
鰐
総

省
　
「
政
り

虹
鰺
賂

１
）
２
）

考備

（
１
２
）

特
後
１
８

一
九
二
一
年
二
一
月
の
金
輸
出
禁
止
お
よ
び
免
換
停
止
以
来
実
質
的
に
金
本
位
を
離
脱

　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
四
二
年
の
目
本
銀
行
法
施
行
と
と
も
に
、
臨
時
立
法
た
る
こ

に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
、
中
央
物
価
委
員
会
と
地
方
物
価
委



（
１
３
）

（
皿
）

（
１
５
）

（
１
６
）

員
会
と
が
設
げ
ら
れ
た
。

　
詳
細
に
っ
い
て
は
、
衆
議
院
調
査
部
『
物
価
閑
魎
に
関
す
る
資
料
』
衆
蔵
院
公
報
附
録
、
調
介
、
伐
料
堆
三
三
楓
、
一
九
三
九
年
九
月
、
六
－
一

二
頁
毎
砂
照
。

　
な
お
、
暴
利
取
締
依
命
通
牒
に
よ
る
と
、
　
一
暴
利
な
り
や
否
や
に
っ
い
て
は
当
該
物
品
の
在
来
の
平
均
利
澗
及
び
通
常
の
生
産
費
若
は
仕
入
原

価
を
考
慮
し
て
判
断
す
べ
く
、
平
均
利
潤
の
低
下
の
趨
勢
に
在
る
ム
、
の
は
そ
の
点
を
も
充
分
考
慮
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
た
。

　
旧
令
で
、
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
！
、
い
た
米
は
は
ず
さ
れ
、
米
穀
統
制
法
の
適
用
を
、
一
、
げ
る
も
の
と
さ
れ
た
。

　
表
面
合
法
的
な
最
高
公
定
価
格
破
り
の
方
法
と
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
種
々
の
方
法
が
あ
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
イ
　
種
女
の
口
銭
、
手
数
料
等
の
名
目
で
最
高
価
格
以
上
に
売
り
つ
け
る
。

　
　
　
口
　
統
制
の
な
い
限
月
で
最
高
価
格
以
上
で
売
り
、
早
渡
し
を
す
る
。

　
　
　
い
　
高
値
品
例
え
ぱ
綿
糸
で
い
え
ぽ
二
二
番
手
を
契
約
し
、
実
際
は
安
値
品
例
え
ぼ
二
〇
番
手
を
引
渡
す
。

　
　
　
Ｈ
　
三
転
売
買
（
帳
簿
上
の
操
作
で
輸
を
か
せ
い
で
一
一
北
る
）

　
　
　
体
　
抱
合
売
買

　
　
　
り
運
賃
買
手
持
ち

　
　
　
ト
　
割
戻
し
廃
止
（
実
質
的
建
値
引
上
）

　
　
た
ど
で
あ
る
（
高
橋
亀
吉
『
戦
時
物
価
統
制
論
』
千
倉
董
房
、
一
九
四
一
年
、
三
〇
四
－
五
頁
）
。

（
１
７
）
　
「
物
価
統
制
ノ
大
綱
」
に
よ
れ
ぽ
、
物
価
統
制
の
目
的
が
現
在
の
為
替
相
場
を
堅
持
し
つ
つ
輸
山
を
増
逃
し
、
生
産
の
拡
充
と
軍
需
の
円
滑
な

　
　
充
足
、
因
民
生
活
の
安
定
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
戦
時
経
済
の
運
営
を
完
う
す
る
こ
と
に
あ
る
た
め
、
　
「
国
内
物
価
の
安
定
を
急
務
と
し
、
其
の

　
　
基
準
は
国
際
物
価
水
準
に
照
応
し
て
輸
出
の
増
進
を
可
能
な
ら
し
む
る
こ
と
」
を
目
標
と
し
て
物
価
基
準
の
決
定
を
な
す
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い

　
．
る
。

（
１
８
）
前
掲
、
目
銀
調
査
局
特
別
調
査
室
「
満
州
事
変
以
後
の
財
政
金
融
史
」
一
七
七
頁
。

（
１
９
）
　
た
と
え
ほ
、
工
業
用
揮
発
油
一
号
の
価
格
は
、

　
　
　
一
九
四
〇
年
四
月
　
商
工
省
告
示
第
二
一
七
号

　
　
　
　
　
　
一
ガ
ロ
ン
　
　
一
円
二
三
銭
（
販
売
業
者
店
先
渡
価
格
）

　
　
　
一
九
四
二
年
一
月
　
商
工
省
告
示
第
二
五
号

戟
時
賃
銀
統
制
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
二
）
（
三
好
）

六
一
　
（
三
〇
五
）



（
２
０
）

（
２
１
）

立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
一
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
　
（
三
〇
六
）

　
　
　
　
一
ガ
ロ
ン
　
　
一
円
七
三
銭

　
　
　
　
　
　
　
な
お
、
〇
　
五
ガ
ロ
ン
缶
付
販
売
新
缶
七
〇
銭
増
、
故
缶
六
〇
銭
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容
器
貸
ド
ラ
ム
缶
賃
借
料
　
一
本
　
一
円
二
〇
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
ガ
ロ
ソ
缶
　
　
　
一
缶
　
　
　
二
〇
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ガ
ロ
ン
未
満
の
揮
発
油
（
工
業
用
揮
発
油
一
四
号
壌
付
を
の
ぞ
く
）
の
小
売
分
は
一
ガ
ロ
ソ
建
の
一
割
加
算
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
算
出

　
一
九
四
三
年
四
月
商
工
省
告
示
第
三
二
二
号

　
　
　
　
一
ガ
ロ
ン
　
　
一
円
七
三
銭

　
一
九
四
三
年
七
月
商
工
省
告
示
第
五
六
九
号

　
　
　
　
石
油
専
売
法
第
七
条
第
二
項
規
定
に
よ
る
収
納
賠
償
価
格

　
　
　
　
　
　
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
中
味
賠
償
価
格
　
二
六
七
円
六
五
銭

　
　
　
　
甲
種
石
油
売
捌
人
へ
の
売
渡
価
格
　
　
　
四
二
三
円
八
○
銭

　
一
九
四
四
年
六
月
　
軍
需
省
告
示
策
三
八
○
～
三
八
三
号

　
　
　
　
賠
償
価
格
　
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
中
味
　
　
二
九
五
円
○
○
銭

　
　
　
　
売
渡
価
格
　
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
中
味
　
　
四
七
七
円
○
○
銭

　
　
　
　
　
　
甲
種
石
油
売
捌
人
へ
の
売
渡
価
格

　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
中
味
　
　
　
　
五
円
○
八
銭

　
　
　
　
　
　
乙
種
石
油
売
捌
人
へ
の
売
渡
価
格
（
内
地
）

　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
中
味
　
　
　
　
五
円
一
八
銭

（
物
価
庁
第
三
部
監
修
『
石
油
公
定
価
格
の
変
遷
』
自
昭
和
一
五
年
至
昭
和
二
六
年
、
に
よ
る
）
。

　
物
価
対
策
審
議
会
は
物
価
対
策
審
議
会
官
制
（
一
九
四
〇
年
四
月
一
日
勅
令
箪
二
〇
〇
号
）
に
も
と
づ
き
設
置
さ
れ
、
会
長
は
内
閣
総
理
大
臣

が
あ
た
り
、
委
員
は
二
〇
人
以
内
で
国
務
大
臣
、
内
閣
書
記
官
長
、
法
制
局
長
官
、
企
画
院
総
裁
お
よ
び
学
識
経
験
者
の
な
か
か
ら
勅
命
に
よ
っ

て
定
め
ら
れ
た
。

　
統
制
手
続
の
煩
雑
さ
は
、
担
当
係
員
の
増
加
を
ま
ね
い
た
。
某
造
船
所
の
実
例
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。



（
２
２
）

（
２
３
）

（
２
４
）

（
２
５
）

（
２
６
）

（
２
７
）

（
２
８
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
職
　
貝
　
数

　
　
年
度
　
　
　
　
　
生
産
高
（
閉
蝦
嚇
舶
雌
数
）
　
工
員
数
　
　
　
　
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全
　
体
　
　
　
　
　
　
内
材
料
課
員

　
昭
和
二
年
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇

　
昭
和
ニ
ハ
年
　
　
　
　
　
　
　
；
一
五
　
　
　
　
　
　
　
二
二
一
　
　
　
　
　
　
二
八
一
　
　
　
　
　
　
四
二
二

　
　
備
考
　
昭
和
ニ
ハ
年
九
月
現
在
実
働
職
員
中
約
二
割
乃
至
三
割
は
統
制
手
続
を
専
掌
す
。

ま
た
、
同
造
船
所
で
昭
和
一
五
年
七
月
か
ら
一
六
年
六
月
に
至
る
一
年
問
に
提
出
し
た
資
材
関
係
書
類
の
合
計
は
っ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

　
　
件
名
　
　
　
件
数
　
　
　
　
枚
数
　
　
　
所
要
時
問
見
積

　
資
材
入
手
手
続
　
　
　
　
　
　
　
四
、
九
八
九
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
二
、
九
七
七
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
八
、
八
四
一

　
調
査
報
告
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
　
　
　
　
三
二
、
八
七
八
　
　
　
　
　
四
二
、
二
三
二

　
合
　
　
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
五
、
〇
九
八
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
五
、
八
五
五
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
一
、
〇
七
三

　
　
備
考
　
一
枚
と
は
美
濃
半
載
和
紙
を
い
う
。

（
日
本
経
済
聯
盟
調
査
課
編
『
物
価
政
策
に
関
す
る
研
究
』
生
活
杜
、
一
九
四
二
年
、
九
三
－
四
頁
）
。

　
前
掲
、
日
本
経
済
聯
盟
調
査
課
編
『
物
価
政
策
に
関
す
る
研
究
』
七
四
－
五
頁
。

　
前
掲
、
目
本
経
済
聯
盟
調
査
課
編
『
物
価
政
策
に
関
す
る
研
究
』
七
六
－
七
頁
。

　
前
掲
、
日
本
経
済
聯
盟
調
査
課
編
『
物
価
政
策
に
関
す
る
研
究
』
七
七
－
八
○
頁
。

　
増
田
富
夫
『
戦
時
労
働
政
策
の
諸
間
題
』
聖
紀
書
房
、
一
九
四
三
年
、
一
七
六
－
七
頁
。

　
会
杜
経
理
統
制
令
は
、
資
金
の
活
用
、
経
費
支
出
、
資
産
償
却
の
適
正
化
、
役
員
、
杜
員
給
与
の
適
正
支
給
、
白
己
資
金
の
蓄
積
な
ど
に
つ
い

て
の
経
理
統
制
を
目
ざ
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
利
益
配
当
、
積
立
金
、
経
費
お
よ
び
資
金
と
と
も
に
役
員
や
杜
員
の
給
与
の
制
限
を
お
こ
な
っ
た
。

と
く
に
給
与
に
っ
い
て
は
、
初
任
基
本
給
の
制
限
、
昇
給
制
度
、
特
別
手
当
、
退
職
金
の
制
度
、
賞
与
の
制
限
を
行
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
第
二
九

条
の
規
定
を
適
用
し
て
、
工
場
事
業
場
の
福
利
厚
生
費
へ
の
支
出
も
制
限
し
た
。

　
こ
の
価
格
等
統
制
令
の
改
正
に
よ
っ
て
、
賃
銀
統
制
令
第
二
八
条
（
供
給
労
務
者
の
賃
銀
統
制
に
関
す
る
撹
定
）
は
不
用
に
な
っ
た
の
で
削
除

さ
れ
た
。

　
戦
争
に
よ
る
軍
需
生
産
増
強
は
、
労
働
力
「
不
足
」
の
も
と
で
急
連
に
労
働
時
問
延
長
へ
と
か
り
た
て
た
。
こ
う
し
て
長
期
に
わ
た
る
労
働
弦

化
が
労
働
老
の
疲
労
、
罹
病
、
災
害
た
ど
を
蛸
加
さ
せ
、
そ
の
欠
勤
率
を
累
増
さ
せ
た
。
一
九
三
九
年
の
工
場
就
業
時
問
制
限
令
も
、
実
際
に
は

戦
時
賃
銀
統
制
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
二
）
（
三
好
）

六
三
　
（
三
〇
七
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
一
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）

（
２
９
）

（
３
０
）

（
３
１
）

六
四
　
（
三
〇
八
）

こ
う
し
た
労
働
強
化
を
防
ぎ
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
前
掲
、
日
本
銀
行
調
査
局
特
別
室
「
満
州
事
変
以
後
の
財
政
金
融
史
」
一
八
九
頁
）
。

　
な
お
、
出
勤
率
、
移
動
率
に
つ
い
て
み
る
と
、
日
鉄
八
幡
で
の
出
勤
率
は
一
九
四
〇
年
で
七
九
・
五
四
％
、
一
九
四
一
年
七
八
・
七
六
％
で
あ

り
、
日
鉄
の
労
務
者
移
動
率
は
一
九
四
〇
年
二
・
九
七
％
、
一
九
四
一
年
二
二
八
Ｏ
％
、
一
九
四
二
年
に
は
四
・
八
○
％
に
上
昇
し
た
（
高
谷
茂

木
「
戦
争
下
の
労
働
者
　
　
日
鉄
ト
ラ
ス
ト
（
と
く
に
八
幡
製
鉄
所
）
に
お
け
る
労
務
史
料
１
」
中
村
常
次
郎
・
犬
塚
久
雄
・
鍋
島
達
・
藻
利

重
隆
編
柳
川
昇
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
『
現
代
経
営
学
の
研
究
』
目
本
生
産
性
本
部
、
一
九
六
八
年
所
収
、
参
照
）
。

　
価
格
形
成
委
員
会
は
、
一
九
四
二
年
一
二
月
「
大
東
亜
共
栄
圏
建
設
二
関
聯
シ
価
格
形
成
上
採
ル
ヘ
キ
方
策
」
に
っ
き
答
申
し
た
。
こ
れ
は
、

円
ブ
ロ
ッ
ク
の
確
立
に
あ
た
っ
て
、
円
貨
に
よ
る
価
値
基
準
の
形
成
の
た
め
の
過
渡
的
な
措
置
、
機
構
に
つ
い
て
答
申
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
金
属
鉱
夫
二
対
ス
ル
臨
時
手
当
ノ
支
給
二
関
ス
ル
件
」
通
牒
（
一
九
四
二
年
六
月
ニ
ハ
目
労
発
窮
九
二
ニ
ノ
一
号
）
、
「
石
炭
山
労
務
者
ノ
貧

銀
二
関
ス
ル
件
」
通
牒
（
一
九
四
二
年
一
〇
月
二
二
日
労
発
第
一
五
二
一
号
）
そ
の
ほ
か
、
戦
時
造
船
関
係
労
働
老
の
賃
銀
対
策
、
鉄
鋼
ア
ル
ミ

生
産
確
保
に
関
す
る
賃
銀
対
策
が
と
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
通
牒
の
内
容
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
愛
知
県
豊
川
海
軍
工
廠
の
建
築
工
事
の
請
負
作
業
で
二
〇
〇
〇
名
の
労
務
者
が
使
用
さ
れ
た
が
、
最
高
賃
銀
に
っ
い
て
っ
ぎ
の
よ
う
た
違
反
が

行
な
わ
れ
た
。

　
　
大
工
公
定
　
四
円
ノ
処
　
　
　
　
七
円
乃
至
一
〇
円
支
払

　
　
左
官
公
定
　
四
円
ノ
処
　
　
　
　
六
円
五
〇
銭
乃
至
八
円
支
払

　
　
鳶
職
公
定
　
三
円
五
〇
銭
ノ
処
　
六
円
五
〇
銭
乃
至
一
五
円
支
払

　
こ
の
よ
う
な
闇
賃
銀
は
か
な
り
広
範
に
行
な
わ
れ
、
闇
賃
銀
の
支
払
は
残
業
を
し
た
い
の
に
残
業
手
当
を
支
払
う
な
ど
の
手
法
を
も
っ
て
行
な

わ
れ
た
（
労
働
省
『
労
働
行
政
史
』
第
一
巻
、
一
九
六
一
年
、
一
〇
六
一
－
二
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
２
　
「
勤
労
管
理
」
と
賃
銀
統
制

　
ｃ
り
　
戦
時
労
働
体
制
と
賃
銀
統
制
の
展
開

　
準
戦
時
体
制
下
の
軍
需
生
産
へ
の
生
産
集
積
過
程
は
、
労
働
力
の
軍
需
産
業
へ
の
集
中
を
結
果
し
た
。
そ
し
て
、

働
力
の
移
動
過
程
は
、
そ
れ
ま
で
の
市
町
村
営
主
義
の
職
業
紹
介
機
構
の
限
界
を
一
挙
に
露
呈
さ
せ
る
と
と
も
に
、

こ
の
よ
う
な
労

国
象
に
よ
っ
て



一
元
化
さ
れ
た
労
務
配
置
機
構
を
要
誇
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。

　
一
九
二
一
年
の
職
業
紹
介
法
施
行
以
来
、
職
業
紹
介
事
業
は
、
六
分
の
一
の
国
家
補
助
に
よ
っ
て
市
町
村
立
職
業
紹
介
所
の
設
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ユ
）

を
奨
励
し
っ
っ
、
在
未
の
営
利
職
業
紹
介
を
公
益
職
業
紹
介
事
業
に
移
管
経
営
さ
せ
る
べ
く
努
力
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
職
業

紹
介
機
構
は
、
当
時
、
財
閥
・
独
占
資
本
の
基
幹
労
働
力
の
調
達
が
独
自
の
調
達
機
構
を
も
ち
、
公
益
職
業
紹
介
事
業
へ
の
依
存
が

稀
薄
で
あ
っ
た
こ
と
と
も
結
び
っ
い
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
公
益
職
業
紹
介
事
業
の
主
要
な
内
容
は
、
失
業
救
済
の
た
め
の
個
人

の
就
業
斡
旋
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
職
業
紹
介
機
構
の
機
能
が
お
よ
ぶ
の
は
市
町
村
の
地
域
に
局
限
さ
れ
て
お
り
、
軍
需

産
業
へ
の
労
働
力
集
中
機
構
と
し
て
の
限
界
は
明
白
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
職
業
紹
介
制
度
の
根
本
的
改
革
が
緊
急
の
要
務
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
改
革
は
、
職
業
紹
介
事
業
の
国
営
化
と
そ
の
た
め
の
機
構
整
備
と
で
あ
っ
た
。

　
一
九
三
七
年
、
戦
争
開
始
と
と
も
に
、
内
務
、
陸
軍
、
海
軍
の
三
者
協
議
の
上
軍
需
要
員
充
足
に
関
す
る
取
扱
要
領
が
定
め
ら
れ

た
が
、
九
月
の
第
七
二
臨
時
議
会
に
お
い
て
、
軍
需
工
業
動
員
法
ノ
一
部
ヲ
支
那
事
変
二
適
用
ス
ル
件
（
一
九
三
七
年
九
月
一
〇
日
法

律
策
八
八
号
）
が
公
布
さ
れ
、
さ
ら
に
、
三
省
の
協
議
に
よ
っ
て
軍
需
労
務
要
員
充
足
二
関
ス
ル
取
扱
要
領
の
改
訂
．
強
化
が
は
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
中
央
な
ら
び
に
地
方
の
労
務
動
員
機
構
が
整
備
さ
れ
、
短
期
問
に
迅
速
適
確
な
軍
需
労
務
要
員
を
充
足

し
、
全
国
的
統
制
の
成
果
を
あ
げ
る
た
め
に
、
軍
需
労
務
の
地
域
的
調
整
を
は
か
１
る
べ
く
募
集
地
域
を
設
定
し
そ
の
地
域
に
限
り
募

集
す
る
方
針
を
と
っ
た
。
要
員
充
足
の
方
法
も
、
陸
海
軍
作
業
庁
と
民
問
軍
需
工
場
に
お
げ
る
募
集
方
法
も
そ
れ
ぞ
れ
内
務
省
杜
会

局
の
主
任
官
な
い
し
地
方
庁
係
官
が
職
業
紹
介
所
、
市
区
町
村
長
、
そ
の
他
地
方
各
種
団
体
の
援
助
を
う
け
て
、
要
貝
の
中
込
を
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

け
、
割
当
を
な
し
、
ま
た
関
係
道
府
県
と
連
絡
し
て
そ
の
充
足
を
は
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
措
置
は
臨
時
・
応
急
の
措
置
で
あ
っ
て
、
労
務
統
制
の
本
格
的
展
開
の
た
め
の
機
構
的
基
礎
は
、
一
九
三
八

　
　
　
戦
時
賃
銀
統
制
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
二
）
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
　
（
三
〇
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
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十
一
巻
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第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
　
（
ゴ
ニ
○
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

年
の
職
業
紹
介
法
改
正
を
ま
っ
て
固
め
ら
れ
た
。
こ
の
改
正
職
業
紹
介
法
に
よ
っ
て
、
職
業
紹
介
所
の
国
営
化
が
実
現
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
活
動
対
象
も
失
業
者
の
み
か
ら
国
民
全
般
に
拡
大
さ
れ
、
国
家
に
よ
る
労
務
資
源
の
適
正
配
置
の
機
構
に
変
質
す
る
こ
と

　
　
　
（
６
）

に
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
そ
れ
は
、
国
家
総
動
員
法
の
全
面
展
開
に
よ
る
労
務
統
制
の
体
系
化
に
照
応
し
て
、
一
九
四
一
年
二
月
に
は
厚
生
省
職

業
局
の
機
構
改
革
に
と
も
な
い
国
民
職
業
指
導
所
と
名
称
を
変
更
さ
れ
、
職
業
紹
介
の
ほ
か
国
民
登
録
、
従
業
者
の
移
動
防
止
、
青

少
年
の
雇
用
制
限
、
中
小
商
工
業
者
の
職
業
転
換
指
導
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
労
務
調
整
の
先
端
機
関
に
変
質
し
終
っ

た
。
ま
た
、
こ
の
改
正
職
業
紹
介
法
に
よ
っ
て
、
小
学
校
（
一
九
四
一
年
よ
り
国
民
学
校
と
な
る
）
卒
業
者
に
つ
い
て
職
業
紹
介
所
が

教
育
機
関
と
提
携
協
力
し
て
卒
業
児
童
に
た
い
す
る
職
業
指
導
た
ら
び
に
職
業
紹
介
の
た
め
の
積
極
的
活
動
が
開
始
さ
れ
る
よ
う
に

　
　
（
７
）

な
っ
た
。

　
登
録
制
の
実
施
、
労
務
手
帳
制
度
の
採
用
な
ど
労
務
統
制
機
構
の
整
備
と
と
も
に
、
時
局
産
業
へ
の
労
務
動
員
を
実
施
す
る
た
め

に
、
従
業
者
の
移
動
防
止
と
雇
用
制
限
と
が
お
こ
な
わ
れ
、
こ
れ
ら
の
措
置
と
あ
わ
せ
て
、
労
務
動
員
の
完
全
を
期
し
て
賃
銀
統
制

が
実
施
さ
れ
た
。
当
初
の
賃
銀
統
制
の
重
要
た
内
容
は
こ
の
点
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
た
賃
銀
統
制
は
、
何
よ
り
も

ま
ず
初
給
賃
銀
の
統
制
と
し
て
現
わ
れ
た
。

　
一
九
三
九
年
の
賃
銀
統
制
令
は
、
そ
の
適
用
範
囲
事
業
を
機
械
製
造
業
、
器
具
製
造
業
、
船
舶
車
靹
製
造
業
、
金
属
品
製
造
業
お

よ
び
金
属
精
錬
業
と
し
、
適
用
を
う
げ
る
賃
銀
の
範
囲
は
、
常
時
ま
た
は
定
時
に
う
げ
る
給
与
そ
の
他
の
利
益
と
し
、
三
月
を
こ
え

る
期
問
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
賞
与
ま
た
は
手
当
、
通
勤
手
当
、
賃
銀
額
の
決
定
に
影
響
の
な
い
住
居
に
か
ん
す
る
利
益
な
い
し
住
宅

料
は
除
外
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
ほ
か
、
常
時
五
〇
人
以
上
の
労
働
者
使
用
工
場
で
は
、
賃
銀
規
則
の
作
成
・
届
出
が
義
務
づ
げ
ら
れ



　
　
（
８
）

て
い
た
。

　
ま
た
、
こ
の
第
一
次
の
賃
銀
統
制
は
、
未
経
験
労
働
者
の
初
給
賃
銀
の
統
制
を
中
心
と
し
た
。
未
経
験
労
働
者
の
初
給
賃
銀
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

の
基
準
は
、
中
央
賃
銀
委
員
会
の
答
申
で
は
、
初
給
賃
銀
を
地
方
別
、
性
別
、
年
令
別
（
さ
ー
し
あ
た
っ
て
は
一
二
才
以
上
二
〇
才
未
淋
の

男
子
に
っ
い
て
）
に
定
め
、
職
種
、
事
業
種
別
（
た
だ
Ｌ
鉱
山
は
別
）
、
規
模
別
、
定
額
給
と
請
負
給
の
区
別
（
鉱
山
は
の
ぞ
く
）
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

て
は
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
賃
銀
水
準
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
実
情
よ
り
も
一
～
二
割
低
く
お
さ
え
る
も
の
と
し
、

同
年
八
月
に
は
こ
の
水
準
で
公
定
さ
れ
た
。

　
っ
づ
い
て
公
布
さ
れ
た
賃
銀
臨
時
措
置
令
に
よ
っ
て
、
賃
銀
統
制
は
一
層
強
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
　
「
措
置
令

に
よ
り
賃
銀
統
制
令
の
適
用
を
受
け
ざ
る
一
般
産
業
の
初
給
賃
銀
は
九
・
一
八
当
時
の
も
の
が
そ
の
儘
認
め
ら
れ
た
も
の
で
、
両
者

の
問
に
不
均
衡
を
来
し
、
未
経
験
工
が
重
工
業
以
外
に
流
出
す
る
傾
向
を
生
じ
、
労
務
需
給
の
調
整
上
紗
か
ら
ぬ
支
障
を
来
す
こ
と

差
一
享
そ
こ
で
・
中
央
賃
銀
委
員
会
の
答
申
に
を
づ
ミ
賃
銀
統
制
令
第
二
条
一
号
一
適
用
裏
指
定
一
の
事
業
を
全
工
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

に
拡
大
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
価
格
等
統
制
令
に
よ
る
物
価
ス
ト
ツ
プ
に
対
応
し
て
、
工
場
未
経
験
者
初
給
賃
銀

お
よ
び
鉱
山
未
経
験
労
働
者
初
給
賃
銀
決
定
の
改
訂
基
準
に
１
関
す
る
訓
令
（
厚
生
省
訓
令
第
三
四
、
三
一
五
号
）
と
労
働
局
長
通
牒

（
厚
生
省
発
労
第
四
三
、
四
四
号
）
と
が
出
さ
れ
、
九
月
一
八
目
水
準
を
基
準
に
新
賃
銀
が
公
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
四
〇
年
の
九

月
に
は
、
あ
ら
た
に
女
子
未
経
験
労
働
者
初
給
賃
銀
も
公
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
賃
銀
統
制
は
、
物
価
統
制
の
強
化
の
た
め
の
措
置
の
一
環
と
し
て
施
行
さ
れ
た
賃
銀
臨
時
搭
置
令
に
よ
っ
て
補
完
強
化
さ
れ
た

が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
臨
時
応
急
的
措
置
で
あ
っ
た
た
め
に
、
や
が
て
制
度
機
構
的
に
整
理
さ
、
れ
る
べ
き
、
、
の
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
て
一
九
四
〇
年
に
改
訂
さ
れ
た
賃
銀
統
制
令
は
、
同
年
一
〇
月
一
九
日
の
同
施
行
細
則
一
厚
牛
刊
令
第
四
六
ぎ
の
公
布
に
よ
っ
て

　
　
　
戦
時
賃
銀
統
制
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
二
）
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
（
三
一
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
箪
二
十
一
巻
・
肺
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八
（
ご
二
二
）

一
〇
月
二
〇
目
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
改
正
賃
銀
統
制
令
に
よ
る
実
質
的
統
制
の
開
始
は
一
九
四
一
年
に
な
っ
て
か

ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
、
満
一
二
才
以
上
満
二
〇
才
未
満
未
経
験
労
働
者
初
給
賃
銀
は
改
正
令
に
よ
る
決
定
と
み
な
し
て
こ
れ
を
継

承
し
、
そ
の
他
の
賃
銀
に
っ
い
て
は
賃
銀
臨
時
措
置
令
に
よ
り
一
斉
停
止
（
た
だ
し
特
別
の
事
情
の
あ
る
も
の
に
限
り
例
外
的
引
き
あ
げ

承
認
）
さ
れ
た
も
の
と
し
た
。
そ
し
て
、
改
正
賃
銀
統
制
令
に
よ
る
統
制
は
、
中
央
賃
銀
委
員
会
答
中
を
経
て
た
だ
ち
に
厚
生
大
臣

よ
り
各
地
方
長
官
と
鉱
山
監
督
局
長
宛
に
工
場
鉱
山
労
働
者
の
最
高
初
給
賃
銀
お
よ
び
最
低
賃
銀
決
定
に
関
す
る
訓
令
を
発
し
、
同

時
に
そ
の
実
施
に
必
要
な
厚
生
省
告
示
が
出
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
最
低
賃
銀
に
含
ま
れ
ざ
る
手
当
指
定
　
　
家
族
手
当
（
一
九
四

一
年
七
月
二
六
日
厚
生
省
告
示
三
〇
九
号
）
、
同
種
の
労
働
の
範
囲
（
同
三
一
〇
号
）
、
最
高
初
給
賃
銀
の
適
用
に
関
す
る
経
験
年
数
の
算

定
方
法
（
同
三
二
号
）
、
最
高
初
給
賃
銀
の
適
用
に
関
す
る
業
種
の
区
分
（
同
三
二
一
号
）
、
最
高
初
給
賃
銀
に
含
ま
ざ
る
手
当
指

定
　
　
家
族
手
当
、
季
節
手
当
、
臨
時
作
業
手
当
（
同
三
；
一
号
）
な
ど
が
出
さ
れ
、
大
臣
訓
令
に
示
さ
れ
た
基
準
額
に
も
と
づ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
で
公
定
さ
れ
て
八
月
一
日
か
ら
実
施
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
こ
で
は
未
経
験
労
働
者
の
最
高
初
給
賃
銀
と
最
低
賃

銀
と
は
従
来
の
も
の
が
継
承
さ
れ
る
こ
と
で
公
定
か
ら
削
除
さ
れ
て
お
り
、
支
払
総
額
制
限
の
基
準
と
な
る
平
均
時
間
割
賃
銀
は
、

一
九
四
一
年
九
月
一
一
日
の
厚
生
省
告
示
四
〇
四
号
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
同
年
一
〇
月
一
日
か
ら
実
施
さ
れ
た
。

　
改
正
賃
銀
統
制
令
の
特
徴
は
、
標
準
賃
銀
の
制
定
、
最
低
賃
銀
の
設
定
、
賃
銀
総
額
制
限
の
三
点
に
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
特
徴
に

っ
い
て
、
当
時
、
　
「
標
準
賃
金
は
之
を
以
て
賃
銀
統
制
の
基
準
と
し
て
重
要
な
る
役
割
を
果
さ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
、
之
が
制
定

は
兎
角
の
論
議
は
あ
る
に
せ
よ
適
正
賃
銀
体
制
化
へ
の
一
段
階
と
し
て
極
め
て
重
大
な
る
意
義
を
負
ふ
も
の
で
あ
る
。
最
低
賃
銀
の

設
定
は
労
働
者
に
生
活
の
安
定
感
を
与
ふ
る
も
の
と
し
て
出
現
し
、
我
国
賃
銀
制
度
上
特
記
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
総
額
制
限
の
方

式
は
、
多
分
に
措
置
令
当
時
の
価
格
政
策
的
観
念
を
残
す
も
の
で
あ
る
が
、
個
々
人
に
対
す
る
賃
銀
の
規
制
が
労
働
能
率
に
及
ぽ
す



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｕ
）

影
響
を
避
け
っ
っ
、
同
時
に
賃
銀
の
昂
騰
を
抑
止
せ
ん
と
す
る
も
の
」
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
た
。

　
賃
銀
統
制
が
、
労
働
者
の
個
々
人
の
賃
銀
額
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
以
上
、
そ
の
標
準
賃
銀
の
決
定
は
詳
細
な
ら
ざ
る
を
、
”
ん
な
い

筈
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
労
働
様
式
に
お
い
て
、
そ
の
労
働
過
程
の
展
開
段
階
に
規
定
さ
れ
た
熟
練
労
働
は
企
業
的

性
格
を
強
く
も
ち
、
し
た
が
っ
て
そ
の
礼
会
的
基
盤
の
一
定
の
弱
さ
を
も
っ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
熟
練
労
働
を
軸
に
し
た

労
働
体
系
で
は
、
そ
れ
が
労
働
の
杜
会
的
な
還
元
基
準
を
も
た
な
い
ま
ま
に
、
職
種
別
の
標
準
賃
銀
の
公
定
に
よ
っ
て
そ
の
公
定
賃

銀
へ
の
平
準
化
が
お
こ
り
、
し
か
も
最
高
賃
銀
に
個
々
の
賃
銀
を
引
ぎ
寄
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
標
準
賃
銀
、
す
な
わ
ち
平

均
時
問
割
賃
銀
の
算
定
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
基
礎
資
料
た
る
賃
銀
の
実
状
調
査
な
ど
か
ら
算
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
製
品
と
作
業

内
容
、
労
働
者
構
成
、
熟
練
と
労
働
強
度
、
賃
銀
支
払
形
態
、
貨
幣
賃
銀
と
福
利
厚
生
費
と
の
関
係
な
ど
、
き
わ
め
て
多
様
な
工
場
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
５
）

楽
業
場
の
現
実
の
賃
銀
か
ら
標
準
賃
銀
を
算
定
す
る
こ
と
に
も
問
題
が
あ
っ
た
。

　
そ
れ
は
別
と
し
て
、
改
正
賃
銀
統
制
令
の
重
要
な
特
徴
た
る
賃
銀
総
額
制
限
は
、
い
平
均
時
問
割
賃
銀
に
よ
る
制
限
方
式
、
の
単

位
生
産
量
に
対
す
る
賃
銀
額
に
よ
る
制
限
方
式
、
ゆ
請
負
単
位
ま
た
は
詩
負
算
定
法
に
よ
る
制
限
方
式
、
↑
ｏ
初
給
賃
銀
お
よ
び
昇
給

規
定
に
よ
る
制
限
方
式
の
四
方
式
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。

　
い
ま
、
平
均
時
問
割
賃
銀
に
よ
る
制
限
方
式
に
つ
い
て
若
干
た
ち
い
っ
た
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。

　
平
均
時
問
割
賃
銀
に
よ
る
制
限
は
毎
月
の
支
払
賃
銀
に
っ
い
て
こ
れ
を
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
賃
銀
総
額
計
算
期
問
に
っ
い
て

行
な
わ
れ
る
。
こ
の
賃
銀
総
額
計
算
期
問
は
三
ケ
月
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
平
均
時
問
割
賃
銀
は
、
工
場
と
鉱
山
を
別
と
し
、
工

場
に
つ
い
て
は
性
別
、
年
令
（
二
〇
才
未
満
、
二
〇
才
以
上
三
〇
才
未
滴
、
三
ｎ
）
才
以
上
の
三
階
層
区
分
一
、
地
域
別
（
全
国
を
三
階
級
の
地

区
に
区
分
）
に
分
け
る
と
と
も
に
九
五
の
業
種
ご
と
の
賃
銀
を
公
定
し
た
。
鉱
山
に
っ
い
て
は
、
鉱
山
監
督
局
の
管
轄
区
域
ご
と
に
・

　
　
　
戦
叶
賃
銚
統
榊
に
関
す
る
研
先
（
そ
の
二
）
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
　
（
三
二
二
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
姑
二
十
一
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
（
ゴ
ニ
四
）

四
つ
の
業
種
別
に
、
性
別
、
年
令
別
に
公
定
さ
れ
た
。
こ
の
平
均
時
間
割
賃
銀
は
、
労
働
者
一
人
一
時
問
当
り
の
平
均
的
な
賃
銀
を

定
め
た
も
の
で
、
こ
れ
を
基
準
に
賃
銀
水
準
の
昂
騰
を
抑
制
す
る
た
め
、
平
均
的
時
問
割
賃
銀
の
定
め
が
あ
る
労
働
者
を
常
時
三
〇

人
以
上
雇
傭
す
る
雇
傭
主
は
、
そ
の
労
働
者
に
た
い
し
賃
銀
総
額
計
算
期
間
に
支
払
う
賃
銀
の
総
額
が
そ
の
平
均
時
問
割
賃
銀
に
総

就
業
時
問
（
休
憩
時
問
を
ふ
く
む
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
を
超
過
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
地
方
長
官
ま
た
は
鉱
山
監
督
局

長
の
認
可
を
う
げ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
そ
の
ば
あ
い
、
賃
銀
の
個
人
制
限
を
意
図
し
た
最
低
賃
銀
、
最
高
初
給
賃
銀
、

最
高
賃
銀
の
制
限
は
、
総
額
制
限
と
は
独
立
に
相
並
ん
で
適
用
さ
れ
、
も
し
、
こ
れ
ら
個
人
制
限
方
式
に
低
触
す
る
ぼ
あ
い
に
は
、

同
じ
く
特
別
の
許
可
を
必
要
と
し
た
。

　
な
お
、
平
均
時
間
割
賃
銀
に
よ
る
制
限
か
ら
除
外
さ
れ
る
諾
給
付
に
っ
い
て
は
、
の
応
召
手
当
、
応
徴
手
当
、
鉱
山
で
稼
働
率
お

よ
び
能
率
増
－
進
の
た
め
に
支
給
す
る
手
当
な
ど
厚
生
大
臣
が
指
定
す
る
手
当
が
除
外
さ
れ
、
の
白
米
、
精
麦
、
食
事
、
住
居
な
ど
の

現
物
給
与
は
厚
生
大
臣
が
定
め
た
評
価
額
（
白
米
、
精
麦
は
公
定
小
売
価
格
の
八
割
、
食
事
は
三
食
に
っ
き
男
二
五
銭
、
女
二
〇
銭
、
一
食
に

っ
き
男
一
〇
銭
、
女
八
銭
、
住
屠
は
一
畳
に
っ
ぎ
月
三
〇
銭
、
日
に
一
銭
と
す
る
）
で
換
算
し
て
賃
銀
額
に
算
入
す
る
も
の
と
し
、
そ
れ
以

外
の
実
物
給
与
は
制
限
外
と
し
た
。
さ
ら
に
、
ゆ
賞
与
は
平
均
時
問
割
賃
銀
の
制
限
か
ら
は
除
外
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
別
に
制
限
を

受
げ
て
い
た
か
ら
で
、
↑
り
臨
時
の
給
与
に
っ
い
て
も
賃
銀
統
制
令
で
別
個
に
制
限
さ
れ
て
い
た
の
で
除
外
さ
れ
て
い
た
。

　
そ
こ
で
、
制
限
額
を
こ
え
る
賃
銀
支
払
は
認
可
を
必
要
と
し
た
が
、
そ
の
ぼ
あ
い
の
認
可
は
一
時
問
平
均
賃
銀
に
よ
っ
て
行
た
わ

れ
た
。
こ
の
一
時
問
平
均
賃
銀
の
認
可
は
、
ｏ
り
労
働
力
構
成
が
職
種
や
年
令
経
験
年
数
か
ら
み
て
高
賃
銀
の
支
給
を
う
げ
る
労
働
者

が
多
い
構
成
と
な
っ
て
い
る
ば
あ
い
、
の
作
業
の
性
質
や
環
境
か
ら
特
に
高
い
賃
銀
の
支
払
を
必
要
と
す
る
ば
あ
い
、
ゆ
作
業
能
率

が
特
に
優
秀
な
ば
あ
い
、
仰
天
災
事
変
に
さ
い
し
て
特
に
高
い
賃
銀
の
支
払
を
必
要
と
す
る
ば
あ
い
な
ど
に
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ



て
い
た
。
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じ

　
Ｎ
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Ｈ
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ｏ

　
ｏ
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嘆
ｏ

　
岬
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ｏ
ｏ

　
Ｎ

　
　
Ｈ

　
　
そ
の
認
可
に
あ
た
っ
て
は
、
最
近
の
賃
銀
総
額
計
算
期
問
の
支
払
実
績
を
尊
重
し
、
実
績
に
変
化
。
か
な
い
ぼ
あ
い
は
も
と

　
変
化
が
あ
る
ぼ
あ
い
に
も
、
最
も
高
い
実
績
（
賃
銀
台
帳
の
総
括
票
に
記
入
し
た
一
時
問
平
均
賃
銀
の
総
平
均
が
日
奴
高
を
示
し
て
い
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一
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「
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繭
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戦
時
賃
銀
統
制
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
二
）
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
　
（
一
一
二
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
策
二
十
一
巻
．
塘
三
．
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
　
（
ご
二
六
）

る
と
こ
ろ
の
賃
銀
総
額
計
算
期
問
に
お
け
る
一
時
問
平
均
賃
金
）
ま
で
は
認
め
、
と
も
に
必
要
に
よ
っ
て
は
五
劣
以
内
の
許
容
額
を
付
し

て
認
可
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
職
種
、
年
令
、
経
験
年
数
な
ど
に
よ
り
認
可
を
必
要
と
す
る
ば
あ
い
に
は
・
厚
生
省
労

働
局
が
作
成
し
た
「
業
種
、
職
種
、
年
令
及
経
験
年
数
別
平
均
賃
銀
調
」
を
基
準
に
し
て
認
可
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
、
作
業

交
替
制
の
変
更
、
動
力
．
資
材
制
限
な
ど
に
よ
っ
て
就
業
時
問
を
短
縮
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と
き
な
ど
は
、
縦
来
の
実
収
賃
銀

を
保
障
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
認
可
し
、
生
産
能
率
の
向
上
に
つ
い
て
は
一
時
間
当
り
生
産
量
の
増
加
率
を
限
度
と
し

て
認
可
す
る
も
の
と
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
認
可
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
基
準
と
限
度
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
認
可
条
件
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
（
１
６
）

定
め
ら
れ
て
い
た
。

　
っ
ぎ
に
、
賃
銀
総
額
制
隈
の
基
準
と
な
る
最
低
賃
銀
、
初
給
最
高
賃
銀
、
最
高
賃
銀
や
平
均
時
間
割
賃
銀
に
っ
い
て
若
干
の
検
討

未び及長金

壬
ヨ
、

イ
よ

低最の者務労場工
２
８表付

高最の）満木才
３
０（者務労験経

額準標同及銀賃給初

上
満

以
未

才
才

２
５
３
０

、
上
．
碑

以
未

才
才

２
２
２
５

上
満

以
未

才
才

２
０
２
２

銭
３２

ユ

Ｏ
□
／

１

８２１

銭
４１

９

５５１

６１１

銭
５１

７

０４ユ

５０ユ

銀賃給初高最

額準標銀賃給初

銀賃低最

銀賃定公子男の地級－第考備

を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
一
時
問
平
均
賃
銀
の
認
可
に
あ
た
っ
て
重
要
な
参
考
基
準
と
さ
れ
た
の
は
、
厚
生
省
労
働

局
の
「
工
場
労
務
者
業
種
、
職
種
、
年
令
及
経
験
年
数
別
平
均
賃
銀
調
」
（
一
九
四
一
年
三
月
）

で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
賃
銀
資
料
そ
の
も
の
の
適
否
が
間
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
問

わ
た
い
こ
と
と
し
て
み
て
も
、
公
定
さ
れ
た
諸
賃
銀
は
多
く
の
間
題
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
い

ま
、
一
級
地
（
東
京
、
神
奈
川
、
愛
知
、
大
阪
、
兵
庫
、
福
岡
、
た
だ
し
金
属
工
業
及
機
械
器
具
工
業

に
っ
い
て
は
長
崎
を
含
む
）
の
金
属
工
業
及
機
械
器
具
工
業
男
子
賃
銀
を
例
に
と
る
と
、
厚
生

省
労
働
局
の
賃
銀
調
で
は
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
（
付
表
２
７
）
。
当
時
の
金
属
工
業
及
機
械
器

具
工
業
の
就
業
時
問
は
、
一
〇
時
問
な
い
し
一
二
時
間
が
圧
倒
的
で
あ
っ
て
、
一
〇
時
問
未
満
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才
才

才
才

才
才

才
才

才
才

才
才

２
４
１
■
１
■

４
（
ｏ
１
上
１
■

ｃ
Ｕ
Ｑ
ｏ
１
■
１
■

Ｑ
Ｕ
（
）
１
■
２

０
９
】
つ
山
ｎ
６

つ
ム
Ｆ
０
（
Ｚ
（
■
一

５
０
２
ｏ
ｏ

１
　
　
ｉ
；
　
－
－
－
…
！
１
　
　
　
；
－
１
－
，
－
　
　
－
－
　
－
－
’
　
　
－
－
－
；
－
－
－
－
－
－
－
－
－
；
　
　
　
，
－
　
■
　
　
　
　
－
　
－
－
－
ｌ
ｌ
－
，
－
－
１

業工具器械機及業工属金の地級－第考
阯
欄

う

は
一
割
強
し
か
存
在
し
た
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
工
場
労
働
者
最

高
初
給
賃
銀
の
男
子
二
〇
才
以
上
二
二
才
未
満
の
公
定
賃
銀
が
一
円

七
五
銭
で
あ
る
か
ら
（
付
表
２
８
）
、
厚
生
省
労
働
局
調
の
賃
銀
率
を
基

準
に
し
て
、
も
し
就
業
時
問
を
一
〇
時
問
と
み
て
も
二
〇
才
で
経
験

年
数
一
年
の
ば
あ
い
一
円
八
九
銭
、
二
二
才
の
経
験
年
数
一
年
の
ぼ

あ
い
で
二
円
Ｏ
八
銭
と
な
り
、
か
な
り
低
い
公
定
賃
銀
相
場
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
未
経
験
労
働
者
以
外
の
男
子
労
働
者
を
例

に
と
れ
ば
、
就
業
時
問
を
一
〇
時
間
と
し
て
も
、
そ
の
最
高
初
給
賃

銀
も
か
な
り
低
く
公
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
（
付
表
２
９
）
。

　
工
場
平
均
時
問
割
賃
銀
に
つ
い
て
も
同
様
に
低
く
公
定
さ
れ
て
い

る
が
、
と
く
に
経
験
年
数
の
高
い
労
働
者
に
つ
い
て
そ
の
実
績
と
の

差
は
著
し
く
な
り
、
し
か
も
賃
率
に
お
げ
る
こ
の
よ
う
な
差
額
は
目
賃
銀
と
な
る
と
か
な
り
の
額
に
達
す
る
（
付
表
３
０
）
。
公
定
さ
れ

た
標
準
賃
銀
が
厚
生
省
労
働
局
調
の
賃
銀
実
績
に
比
較
し
て
も
こ
の
よ
う
に
低
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
賃
銀
総
額
制
限
は
相
当
に
き
び

し
い
制
限
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
し
か
し
、
他
方
に
お
い
て
は
、
賃
銀
総
額
制
限
方
式
は
、
そ
の
制
限
の
範
囲
内
で
は
あ
っ
た
が
内
部
的
な
賃
率
の
変
更
を
一
定
の

限
度
で
認
め
て
い
た
こ
と
で
、
基
幹
労
働
力
で
あ
る
熟
練
工
の
優
遇
措
置
を
と
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
賃
銀
統
制
下
の
こ
の
優
遇

措
置
は
、
賃
銀
（
支
払
）
形
態
と
能
率
と
の
問
題
を
提
起
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。

　
　
　
軟
時
貨
銀
統
制
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
二
）
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
　
（
一
一
二
七
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
一
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）

銀賃割問時均平場工
３
０表付

上
以
才
３
０

　
　
，
１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
１
１
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
　
　
　
ｉ
Ｉ
銭
７
７
２
５
４
４
４
４
４
４
４
４
２
４
２
３
９
４
２
岨
岨
岨
岨
岨
岨
岨

満
未
才
３
０

銭
６
６
１
１
５
５
５
５
５
５
５
１
　
１
．
０
．
３
．
１
．
Ｌ
　
Ｌ
　
１
一
１
．
１
．
Ｌ
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３

満
未
才
２
０

銭
１
１
５
５
４
４
４
４
４
４
４
８
８
６
一
７
一
７
一
７
一
７
一
７
一
７
一
７
一
７
一
１
ー
ユ
ー
１
１
工
１
１
１
１

一
∴
養
金
鋳
メ
そ
原
電
工
採
化
紡
そ
製

銀賃定公者働労子男の地級－第考傭

び
林
業
関
係
屋
外
労
働
者
の
最
低
賃
銀
た
ら
び
に
最
高
賃
銀
額
が
決
定
さ
れ
、
地
方
庁
に
お
い
て
、

の
賃
銀
が
公
定
さ
れ
た
。

　
賃
銀
統
制
上
の
い
ま
一
っ
の
重
要
な
軸
は
、
徴
用
労
働
者
の
賃
銀
規
制
で
あ
っ
た
。

　
一
九
四
二
年
の
重
要
事
業
場
労
務
管
理
令
（
一
九
四
二
年
二
月
二
五
日
勅
令
第
一
〇
六
号
）
は
、
そ
の
適
用
事
業
場
に
お
げ
る
工
場
就

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四
　
（
ゴ
ニ
八
）

　
賃
銀
統
制
は
、
賃
銀
総
額
制
限
方
式
に
よ
っ
て
精
紋
化
さ
れ
た
体
系
と
な
る
に

い
た
っ
た
が
、
旦
履
労
働
者
に
つ
い
て
は
平
均
時
間
割
賃
銀
の
適
用
が
な
く
、
賃

銀
統
制
上
賃
銀
台
帳
に
そ
の
賃
銀
を
記
入
す
る
必
要
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
総
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
７
）

制
限
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
た
。
旦
雇
労
働
者
の
賃
銀
は
、
賃
銀
臨
時
措
置

令
に
よ
っ
て
、
地
方
長
官
が
事
業
主
を
指
導
し
て
賃
銀
の
協
定
を
結
ぼ
せ
る
か
、

協
定
の
な
い
ば
あ
い
に
は
地
方
長
官
が
公
定
し
て
事
業
主
を
従
わ
せ
る
こ
と
で
統

制
し
て
き
た
。
し
か
し
、
日
傭
賃
銀
の
協
定
に
あ
た
っ
て
の
全
国
的
な
統
一
基
準

が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
地
域
的
不
均
衡
が
生
じ
た
だ
げ
で
な
く
、
工
場
、

鉱
山
の
常
傭
労
働
者
と
の
問
に
も
不
均
衡
が
生
じ
た
。
こ
う
し
て
旦
雇
労
働
者
の

賃
銀
統
制
の
困
難
さ
と
不
整
備
の
ゆ
え
に
、
賃
銀
統
制
の
一
般
的
な
弱
体
化
が
も

た
ら
さ
れ
た
だ
げ
で
た
く
、
賃
銀
統
制
の
不
均
衡
に
起
因
し
た
労
務
調
整
上
の
若

干
の
困
難
さ
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
九
四
二
年
に
な
っ

て
、
中
央
賃
銀
委
員
会
の
議
を
経
て
、
土
木
建
築
業
、
運
輸
取
扱
業
、
農
業
お
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
ら
の
基
準
に
沿
っ
て
地
域



業
時
問
制
限
令
、
賃
銀
統
制
令
、
鉱
業
法
お
よ
び
工
場
法
施
行
令
の
う
ち
就
業
規
則
の
作
成
変
更
げ
」
閑
す
る
規
定
の
適
用
除
外
を
規

定
し
て
い
た
。
一
九
四
三
年
六
月
理
在
で
、
重
要
事
業
場
労
務
符
理
令
の
適
用
事
業
場
数
は
三
九
〇
工
場
（
、
、
ち
徴
用
工
場
は
一
二
四
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
８
）

工
場
）
で
そ
の
従
業
員
数
は
約
一
四
〇
万
人
に
達
し
て
い
た
と
い
う
。

　
重
要
事
業
場
労
務
管
理
令
に
よ
れ
ぼ
、
適
用
事
業
場
の
事
業
主
は
、
従
業
規
則
、
貨
銀
規
則
、
給
料
規
則
な
ら
び
に
昇
給
内
規
を

作
成
し
、
そ
の
作
成
変
更
に
つ
い
て
は
厚
生
大
臣
の
認
可
を
う
げ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
厚
生
大
臣
が
必
要
と
認
め
る

と
き
に
は
、
事
業
主
に
た
い
し
、
従
業
規
則
、
賃
銀
規
則
な
ど
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
従
業
、
解
雇
、
退
職
、
賃
銀
た
ど
に
っ
い

て
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
労
働
争
議
の
予
防
ま
た
は
解
決
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
出
き
る
と
し
た
。

　
徴
用
工
場
な
ど
重
要
事
業
場
に
お
げ
る
賃
銀
統
制
は
、
こ
の
よ
う
に
強
権
的
監
督
下
の
労
務
統
制
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。

　
徴
用
労
働
者
に
っ
い
て
は
、
こ
う
し
て
一
応
賃
銀
統
制
令
そ
の
他
労
働
条
件
を
規
制
し
た
法
令
の
適
用
が
除
外
さ
れ
て
別
個
の
観

制
を
う
げ
て
い
た
が
、
な
お
、
他
の
「
労
務
と
の
均
衡
」
が
考
慮
さ
れ
て
、
賃
銀
、
臨
時
の
給
与
、
手
当
な
ど
が
賃
銀
統
制
令
を
基
準

に
し
て
定
め
ら
れ
て
い
た
の
が
実
情
で
あ
る
。
賃
銀
や
手
当
の
ほ
か
、
徴
用
労
働
者
に
独
自
に
適
用
さ
れ
る
制
度
と
し
て
は
、
補
給

金
制
度
が
あ
っ
た
。
こ
の
補
給
金
は
、
従
前
の
収
入
を
掛
酌
し
て
付
加
さ
れ
た
給
与
で
あ
っ
て
、
従
前
の
給
与
を
掛
酌
す
る
に
あ
た

っ
て
は
、
被
徴
用
者
の
「
不
測
の
損
害
」
あ
る
い
は
「
生
活
の
激
動
」
を
さ
げ
、
徴
用
制
度
運
用
の
円
滑
化
を
は
か
る
た
め
に
・
、
過

去
の
定
収
の
一
定
程
度
の
補
償
が
構
じ
ら
れ
た
。
補
給
金
額
の
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
過
去
の
収
入
の
基
礎
調
査
が
被
徴
用
者
を
供

出
す
べ
き
所
管
地
方
庁
に
お
い
て
、
徴
用
以
前
過
去
六
ヶ
月
の
平
均
収
入
に
っ
い
て
被
徴
用
者
の
経
験
、
未
経
験
、
技
能
、
学
歴
程

度
、
職
種
、
従
業
場
所
に
よ
っ
て
賃
銀
統
制
令
と
同
一
規
準
で
定
め
ら
れ
た
賃
銀
、
手
当
、
補
助
金
、
実
物
給
与
な
ど
の
予
定
給
与

額
を
過
去
の
実
収
額
か
ら
差
引
い
た
差
額
に
つ
い
て
、
過
去
の
労
働
条
件
、
就
業
お
よ
び
雇
用
の
状
況
、
扶
養
家
族
の
有
無
、
年
令
、

　
　
　
戦
時
賃
銀
統
制
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
二
）
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
　
（
一
一
二
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
鮒
二
十
一
巻
・
箪
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
　
（
三
二
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
９
）

手
取
金
額
、
家
族
送
金
な
ど
の
事
情
を
考
慮
し
て
査
定
し
、
補
給
金
支
給
基
準
に
も
と
づ
い
て
補
償
目
額
と
し
て
決
定
さ
れ
た
。

　
徴
用
労
働
者
に
た
い
す
る
こ
の
よ
う
な
補
給
金
の
支
給
は
、
　
「
低
物
価
政
策
」
の
一
環
と
し
て
の
賃
銀
統
制
が
追
求
す
る
「
適
正

賃
銀
」
の
方
針
と
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
補
給
金
制
度
の
「
実
績
主
義
」
は
、
賃
銀
総
額
制
限
方
式
運
用
に
お
げ
る
同

じ
く
「
実
績
主
義
」
（
実
際
の
実
勢
よ
り
は
低
か
っ
た
が
）
と
と
も
に
、
賃
銀
統
制
そ
の
も
の
の
内
部
矛
盾
の
表
現
（
１
１
賃
銀
統
制
の
弛
緩
）

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　
徴
用
労
働
者
の
賃
銀
に
っ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
当
時
の
植
民
地
か
ら
強
制
移
入
し
た
労
働
者
の
賃
銀
・
労
働
条
件
と
の
関
連
を
看

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
０
）

過
す
る
こ
と
は
で
き
た
い
。
内
務
省
調
査
に
ょ
れ
ば
、
一
九
三
九
年
以
降
の
朝
鮮
人
労
働
者
移
入
実
績
数
は
ほ
ぼ
年
問
五
万
人
を
こ

え
、
一
九
四
二
年
以
降
は
さ
ら
に
急
速
に
増
加
し
て
い
る
（
付
表
３
１
）
。
こ
う
し
て
日
本
在
住
朝
鮮
人
数
は
急
増
し
、
一
九
四
〇
年
末

に
は
一
一
九
万
人
、
一
九
四
三
年
末
に
は
一
八
三
万
人
に
達
し
た
。
そ
の
う
ち
、
鉱
・
工
業
、
土
建
業
に
雇
用
さ
れ
る
も
の
は
、
一

務労峰川
度
数

年
入

１
４
移

和
画

昭
計

　
者

３
１表付

－
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一
■
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■
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績
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０
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５
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実

１

１
ｉ
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画
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０
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０
０
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０
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０
０
０
０
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，
　
　
　
，
　
　
　
，

５
８
ユ
０
５
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８
８
８
ｏ
ｏ
２
ｏ
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計

１
■
１
■
１
↓

１
４
５
６
７
８
ｏ
）

１
１
１
１
１
１
１
上
１
１
１

口禾

■

』

昭

１
，
↓
；
！
」
ｉ
－

数
求
　
靱
巌

在
要
　
　
の
ｍ

現
加
　
　
下
料
。

末
追
　
　
戦
史
り

月
に
　
　
洋
代
よ

ｕ
外
　
平
近
頁

は
は
　
太
鮮
３
９

績
画
仇
『
朝
，

実
計
あ
編
」
１
年

蝶
に
欝

和
和
ｏ
ｏ
藤
び
　
，

昭
昭
叫
近
及
堂

　
　
１
０
　
鮮
南

）
　
）
　
　
　
　
）

１
　
２
　
　
　
　
３

考

九
四
〇
年
末
で
約
五
〇
万
人
、
一
九
四
三
年
末
に
は
約
九
〇
万
人
で
、
そ
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
ユ
）

分
は
土
建
、
荷
役
な
ど
の
従
事
者
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
植
民
地
労
働
力
の
旦
展
労
働
者
と
し
て
の
配
置
、
鉱
業
に
お
け
る
重
筋
労
働
へ

　
　
（
２
２
）

の
配
置
、
賃
銀
・
労
働
条
件
に
お
け
る
民
族
差
別
に
起
因
す
る
異
常
な
劣
悪
さ
が
、

賃
銀
統
制
の
基
底
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
旦
展
労
働
者
の

労
務
統
制
の
破
綻
と
と
も
に
、
強
制
移
入
し
た
植
氏
地
労
働
者
の
抵
抗
、
強
制
労

働
下
の
主
要
な
闘
争
形
態
の
一
つ
で
あ
っ
た
逃
亡
な
ど
に
よ
っ
て
、
賃
銀
統
制
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
３
）

そ
の
基
盤
を
著
し
く
弱
化
さ
せ
、
統
制
の
弛
緩
を
結
果
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。



　
の
　
賃
銀
統
制
の
破
綻
と
「
皇
国
勤
労
観
」
に
よ
る
補
倣

　
「
低
物
価
政
策
」
の
一
環
と
し
て
の
賃
銀
統
制
は
、
賃
率
の
統
制
を
お
こ
な
い
、
し
か
も
実
勢
よ
り
も
一
～
二
割
低
い
賃
率
を
公

定
し
た
の
で
、
実
収
賃
銀
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
労
働
者
は
就
業
時
問
の
延
長
、
労
働
密
度
の
濃
密
化
に
よ
っ
て
賃
銀
の
増
収
を

は
か
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
賃
銀
臨
時
措
置
令
は
、
請
負
賃
銀
化
に
よ
る
実
収
賃
銀
の
維
持
や
増
収
を
奨
励
さ
え
し
た
。

そ
の
た
め
、
九
・
一
八
賃
銀
ス
ト
ッ
プ
令
の
発
動
以
後
、
賃
銀
指
数
の
上
昇
は
停
止
す
る
か
緩
慢
と
な
る
筈
の
も
の
が
ス
ト
ッ
ブ
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
４
）

以
前
と
同
様
に
加
速
的
な
上
昇
を
示
し
さ
え
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
、
　
　
　
　
　
　
、

勢趨の費産生
●

価物売＾
／３

２表付

４
７

一
■
ｏ
６

１
２

８

０

Ｌ
　
３

５
６

７
１

ユ

ユ

鵯
騰

ｌ
　
ｉ
　
一
　
１
　
■
■

辮
３３

９

８
８

３

４

Ｏ

８

２
．
４
．

７ ５
３

統
数

１

１

鶴
騰

’

…

‘
　
－

１
　
　
■
　
■

売
数
率
、

瀞
貴

６

Ｏ

１

２

９

１

０

４
．
１

２
１

６
１

ユ

２
６
一
２

１

日
物
騰

…
　
　
　
　
｛

，３
ユ

４
１

５
１

６
１

７
１

８
１

９
ユ

和昭

■
　
　
■
　
　
　
一
　
　
■
　
　
　
　
　
　
　
■
　
　
■
　
■
　
　
　
－
　
１
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Ｉ
　
　
　
　
■
　
　
＝
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ー
　
コ
　
ー
　
！
　
　
　
－

　
　
』

　
孔
鑑

孔
よ
年

よ
こ
日

に
＾
噺

帳
数
杜

台
指
聞

価
費
新

物
計
日

銀
生
朝

日
『
は

は
は
費

数
数
計

指
指
生

価
費
国

物
計
全

売
生
調

小
局
社

京
計
聞

東
統
新
。

銀
閣
日
る

日
内
靭
よ

　
　
に

１
）
２
）
３
）

考

戦
時
賃
銀
統
制
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
二
）

　
だ
カ
し
カ
し
、
就
業
時
間
の
延
長
と
労
働
密
度
の
強
化
に
よ
る
実
収
賃
銀
の
維
持
、

増
収
に
は
限
度
が
あ
る
。
し
か
も
、
軍
需
イ
ン
フ
レ
の
昂
進
に
よ
る
生
計
費
支
出
の

増
加
は
（
付
表
３
２
）
、
そ
の
よ
う
な
方
法
の
限
界
を
い
っ
そ
う
明
白
に
露
呈
さ
せ
ず
に

は
お
か
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
か
つ
て
は
奨
励
さ
れ
た
請
負
賃
銀
制
度
が
、
　
「
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
５
）

業
能
率
」
増
進
の
観
点
か
ら
資
本
に
よ
っ
て
も
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
う
し
て
、
一
九
四
二
年
の
重
要
事
業
場
労
務
管
理
令
の
施
行
に
よ
っ
て
、
　
「
時

局
産
業
」
で
の
賃
銀
が
賃
銀
統
制
令
の
規
制
か
ら
除
外
さ
れ
、
生
産
増
強
、
能
率
増

進
に
対
応
し
た
方
式
で
の
統
制
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
　
「
時
局

産
業
」
の
労
働
者
の
賃
銀
が
賃
銀
統
制
令
か
ら
除
外
さ
れ
た
こ
と
は
、
賃
銀
統
制
そ

の
も
の
の
全
面
的
緩
和
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
旦
展
労

働
者
な
ど
に
た
い
す
る
賃
銀
統
制
の
実
施
と
そ
の
強
化
過
程
が
併
行
し
た
こ
と
に
よ

（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
　
（
三
二
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
一
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
　
（
三
二
二
）

っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
一
九
四
三
年
に
た
る
と
、
　
「
生
産
第
一
主
義
」
に
対
応
す
る
賃
銀
制
度
へ
の
指
向
は
い
っ
そ
う
強
ま
っ
た
。
す
た
わ
ち
、
同
年
一

月
の
閣
議
で
「
生
産
増
強
勤
労
緊
急
対
策
要
綱
」
が
決
定
さ
れ
、
勤
労
管
理
行
政
刷
新
強
化
の
一
環
と
し
て
「
戦
時
適
正
賃
銀
制
度
」

の
確
立
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
趣
旨
は
「
賃
銀
対
策
要
綱
」
と
し
て
具
体
化
さ
れ
、
そ
れ
に
も
と
づ
き
、
第
一

に
賃
銀
統
制
令
の
改
正
（
一
九
四
三
年
六
月
一
八
日
勅
令
第
五
一
四
号
）
が
行
な
わ
れ
、
従
来
の
総
額
制
限
方
式
と
は
別
に
賃
銀
規
則
お

よ
び
昇
給
内
規
の
認
可
に
よ
る
新
し
い
統
制
方
式
が
採
用
さ
れ
、
生
産
増
強
、
能
率
向
上
に
対
応
し
た
統
制
方
式
の
一
般
的
採
用
が

試
み
ら
れ
た
。

　
生
産
増
強
、
能
率
向
上
の
た
め
の
賃
銀
対
策
は
、
第
二
に
、
増
産
に
た
い
す
る
賃
銀
特
別
措
置
を
と
ら
し
め
た
。
一
九
四
二
年
の

七
、
八
月
を
戦
時
金
属
増
産
期
問
と
し
て
金
属
鉱
夫
に
臨
時
手
当
、
臨
時
給
与
を
支
給
し
た
が
、
期
問
経
過
後
も
当
分
の
問
一
人
月

額
二
円
の
範
囲
内
で
引
続
き
支
給
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
（
労
発
構
一
四
〇
九
号
）
。
ま
た
、
戦
時
造
船
の
賃
銀
対
策
と
し
て
、
特

殊
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
最
高
初
給
賃
銀
除
外
と
、
そ
の
適
用
者
と
適
用
外
労
働
者
と
の
均
衡
の
た
め
の
手
当
増
額
ま
た
は
増

給
に
っ
い
て
制
限
外
と
し
た
ほ
か
、
艦
船
竣
工
手
当
の
臨
時
給
与
（
賃
銀
統
制
令
施
行
規
則
第
二
九
条
規
定
に
ょ
る
）
と
し
て
の
取
扱
い
、

出
勤
奨
励
手
当
の
賃
銀
総
額
制
限
超
過
認
可
を
決
定
し
た
（
労
発
第
ニ
ハ
六
三
号
）
。
そ
の
ほ
か
、
鉄
鋼
ア
ル
、
ミ
ニ
ウ
ム
生
産
の
確
保

の
た
め
の
賃
銀
対
策
と
し
て
、
最
高
初
給
賃
銀
除
外
、
臨
時
手
当
支
給
な
ど
を
決
定
、
実
施
し
た
（
勤
発
第
一
九
七
号
）
。

　
第
三
に
、
賃
銀
制
度
の
「
合
理
化
」
措
置
が
実
施
さ
れ
た
。
一
九
四
二
年
一
〇
月
の
通
牒
（
勤
発
第
一
五
二
一
号
）
に
よ
っ
て
、
石

炭
山
労
働
者
の
賃
銀
制
度
に
つ
い
て
の
改
善
の
指
示
が
な
さ
れ
た
。

　
た
お
、
一
九
四
〇
年
一
一
月
、
賃
銀
制
度
に
っ
い
て
日
本
工
場
協
会
が
各
地
方
団
体
に
諮
間
し
た
と
き
の
回
答
に
ょ
る
と
、
請
負



制
度
よ
り
も
定
額
給
を
基
礎
と
し
、
適
度
の
奨
励
加
給
を
加
味
し
た
賃
銀
制
度
が
望
ま
れ
て
お
り
、
賃
銀
制
度
と
能
率
と
の
関
連
は
、
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戦
時
賃
銀
統
制
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
二
）
（
三
好
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－
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ヨ
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い
か
に
「
適
正
な
奨
励
加
給
制
度
」
を
採
用
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
６
）

題
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
奨
励
加
給
制
度
は
、
賃
銀
統
制
の
も
と
で
は
そ
の
大

幅
な
採
用
は
困
難
で
あ
っ
て
、
そ
の
う
え
生
産
の
停
滞
な
い
し
減
退
が

始
る
と
と
も
に
、
諾
手
当
に
そ
の
位
置
を
譲
っ
て
行
か
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。
い
ま
、
日
鉄
の
給
与
体
系
の
変
遷
過
程
を
み
る
と
、
一
九
三
九

年
が
画
期
と
な
っ
て
、
本
給
、
奨
励
給
の
後
退
と
諸
手
当
の
拡
張
が
み

ら
れ
る
が
（
付
表
３
３
）
、
こ
れ
は
生
産
増
強
、
能
率
向
上
の
た
め
の
賃
銀

対
策
が
諾
手
当
と
く
に
家
族
手
当
と
増
産
手
当
中
心
に
実
施
さ
れ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
賃
銀
体
系
は
、
結
局
は
、
賃
銀
の
生
活
給
化
を
促
進
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
生
活
給
化
さ
れ
た
賃
銀
は
賃
銀
の
定
額
化
を
も
た

ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、
請
負
賃
銀
制
度
に
か
わ
る
（
工
員
）
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１
↓
　
（
ｚ
　
ｏ
Ｊ
　
４
　
　
巨
Ｊ
１
■
　
　
１
↓
　
　
１
■
　
　
１
　
　
１
上

６
１

７
１

８
ユ

９
ユ

０
９
】

昭

　
主
よ

　
本
頁

　
資
９
７

　
本
）

　
日
収

　
代
所

。
現
牢

る
ぴ
５
８

す
」
！
９

と
者
　
，

準
働
堂

基
労
文

を
の
弘

均
中
　
，

平
時
働

年
戦
労

１
↓
　
　
「

１
　
　
　
　
　
　
，

～
三
ｗ

９
準
』

和
田
系

昭
山
大
　
。

　
　
義
り

１
）
２
）

考

戦
時
賃
銀
統
制
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
二
）
（
三
好
）

八
一
　
（
三
二
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
一
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
　
（
三
二
六
）

度
ヲ
適
用
シ
テ
効
果
ヲ
挙
ゲ
得
ル
ハ
労
務
者
個
人
別
ノ
勤
務
成
績
ヲ
容
易
二
知
ル
中
小
規
模
ノ
企
業
ニ
シ
テ
而
モ
公
正
誠
実
ナ
ル
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
８
）

理
者
ガ
之
ヲ
経
営
ス
ル
場
合
二
限
ラ
ル
上
モ
ノ
」
と
し
て
、
一
般
的
な
採
用
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
（
工
員
）
月
給

制
は
、
い
わ
ゆ
る
職
員
の
月
給
制
と
は
若
干
異
な
っ
た
内
容
の
月
給
制
で
あ
っ
て
、
目
常
の
勤
務
状
況
を
点
数
で
評
価
し
、
三
ケ
月

ご
と
に
賞
与
に
加
算
し
て
行
く
な
ど
と
い
う
月
給
制
で
あ
っ
た
。
そ
の
ば
あ
い
、
な
か
に
は
奨
励
金
が
基
本
給
の
五
割
に
も
達
す
る

も
の
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
実
質
的
内
容
は
非
常
に
利
益
率
の
低
い
団
体
請
負
制
度
と
同
一
の
賃
銀
（
支
払
）
形
態
で
あ
っ

　
　
　
　
（
２
９
）

た
と
い
え
る
。

　
（
工
員
）
月
給
制
の
思
想
的
背
景
に
は
、
天
皇
制
支
配
下
の
家
父
長
的
家
族
主
義
の
倫
理
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
日
給
保
証
と
能
率

給
の
結
合
し
た
団
体
請
負
制
と
し
て
の
（
工
員
）
月
給
制
は
、
そ
の
「
皇
国
勤
労
観
」
に
よ
る
思
想
的
補
強
と
と
も
に
、
労
働
強
化

と
賃
銀
単
価
の
実
質
的
切
り
下
げ
の
た
め
の
賃
銀
制
度
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
（
工
員
）
月
給
制
に
象
徴
さ
れ
る
「
皇
国
勤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
０
）

労
観
」
に
も
と
づ
く
賃
銀
思
想
は
、
や
が
て
弛
緩
し
た
賃
銀
統
制
下
の
戦
時
強
制
労
働
の
賃
銀
制
度
の
背
骨
の
位
置
を
し
め
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　
一
九
四
〇
年
一
一
月
の
閣
議
で
決
定
さ
れ
た
「
勤
労
新
体
制
確
立
要
綱
」
は
、
勤
労
精
神
の
確
立
を
強
調
し
て
っ
ぎ
の
よ
う
に
い

う
。
　
「
勤
労
は
皇
国
民
の
奉
仕
活
動
と
し
て
、
其
の
国
家
性
、
人
格
性
、
生
産
性
を
一
体
的
に
高
度
に
具
現
す
べ
き
も
の
と
す
。
従

っ
て
勤
労
は
皇
国
に
対
す
る
皇
国
民
の
責
任
た
る
と
共
に
栄
誉
た
る
べ
き
こ
と
、
各
自
の
職
分
に
於
て
其
の
能
率
を
最
高
度
に
発
揮

す
べ
き
こ
と
、
全
人
格
の
発
露
と
し
て
創
意
的
自
発
的
た
る
べ
き
こ
と
を
基
調
と
し
て
勤
労
精
神
を
確
立
す
」
と
。
こ
の
勤
労
理
念

に
お
げ
る
「
国
家
性
」
の
理
念
は
、
国
民
徴
用
令
、
重
要
事
業
場
労
務
管
理
令
、
労
務
調
整
令
、
勤
労
報
国
協
力
令
た
ど
に
具
現
し
、

さ
ら
に
、
一
九
四
三
年
一
月
の
閣
議
決
定
「
生
産
増
強
勤
労
緊
急
対
策
要
綱
」
で
再
確
認
さ
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
軍
需
会
杜
法
（
一



九
四
三
年
一
（
）
旦
三
日
法
律
第
一
〇
八
号
）
に
お
け
る
「
生
産
責
任
制
」
の
明
確
化
や
応
徴
土
服
務
規
律
の
制
定
な
ど
に
よ
っ
て
、
軟

時
下
「
時
局
産
業
」
の
労
資
関
係
を
強
く
制
約
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
「
皇
国
勤
労
観
」
は
、
部
、
課
長
、
係
長
、
職
長
、
五
人
組
世
話
人
の
労
務
統
括
系
統
の
整
備
と
、
労
働
組
合
の
解
体

さ
れ
た
も
と
で
単
な
る
増
産
協
力
組
織
で
し
か
な
か
っ
た
産
業
報
国
会
の
事
業
場
単
位
組
織
化
に
よ
っ
て
、
労
働
者
に
た
い
す
る
思

想
支
配
の
具
体
的
保
証
を
も
ち
え
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
思
想
支
配
に
補
強
さ
れ
た
資
本
に
よ
る
労
働
の
包
摂
過
程
は
、
軍
部

主
導
の
生
産
増
強
の
至
上
命
令
の
「
課
業
」
化
と
そ
の
強
制
の
た
め
の
基
盤
を
形
成
す
る
と
と
も
に
、
職
場
に
お
げ
る
労
資
問
の
賃

銀
、
労
働
条
件
の
決
定
に
国
家
が
関
与
す
る
こ
と
で
も
っ
て
賃
銀
統
制
の
未
端
機
構
を
整
備
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
だ
が
、
こ
う
し
た
「
皇
国
勤
労
観
」
に
補
強
さ
れ
た
と
し
て
も
、
賃
銀
を
め
ぐ
る
労
資
の
紛
争
は
絶
え
な
か
っ
た
（
付
表
３
４
）
。
そ

れ
は
、
実
質
賃
銀
の
低
下
し
か
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
賃
銀
統
制
の
当
然
の
帰
結
で
し
か
な
か
っ
た
（
付
表
３
５
）
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
結

局
は
、
賃
銀
統
制
の
緩
和
を
要
請
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
統
制
緩
和
の
過
程
で
、
賃
銀
体
系
の
生
活
給
化
が
急
速
に
展
開
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。

　
さ
て
、
賃
銀
統
制
が
こ
の
よ
う
に
矛
盾
に
み
ち
、
動
揺
し
た
と
は
い
え
、
賃
銀
統
制
が
労
働
者
の
生
活
を
困
窮
さ
せ
た
こ
と
は
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
１
）

白
で
あ
る
。
労
働
者
の
生
活
は
、
物
価
統
制
や
配
給
統
制
の
破
綻
過
程
に
お
げ
る
闇
価
格
に
よ
る
物
資
購
入
の
増
加
や
強
制
貯
蓄
に

よ
っ
て
も
い
っ
そ
う
困
窮
化
さ
れ
た
。
い
ま
、
一
九
四
〇
年
に
か
け
て
の
労
働
者
世
帯
の
一
ケ
月
平
均
実
支
出
を
見
る
と
、
総
支
出

一
〇
一
・
四
九
円
、
う
ち
飲
食
物
費
四
五
・
二
五
円
、
住
居
費
二
二
・
〇
二
円
、
光
熱
費
五
・
六
〇
円
、
被
服
費
一
〇
・
〇
五
円
、

ユ
、
の
他
の
諾
費
二
七
・
五
七
円
で
あ
っ
た
。
一
九
三
六
年
か
ら
一
九
三
七
年
に
か
げ
て
の
実
支
出
を
基
準
に
、
一
九
四
一
年
の
費
目

ご
と
の
生
計
費
高
騰
率
で
生
計
費
支
出
を
計
算
し
て
み
る
と
、
総
支
出
は
一
一
一
・
三
四
円
、
飲
食
物
費
四
八
・
六
六
円
、
住
居
費

　
　
　
戦
叶
賃
銀
統
伽
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
二
）
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
（
三
二
七
）



計生者働労びよお出支実均平月ケー帯此者働労
３
６表付

数指費

）出支実（ 立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
一
巻
・
雄
三
・
四
合
併
号
）

他
費

８

臼
２

７
１

□
／
４

８
０

７
５

の
諾

ｒ
ト
ー
　
　
．
３

そ
の

２ ３
２

４
２

６
２

【
／
２

１
費

５

８
円
一
８

３
４

６
１

３
６

５
０

艮
月

８

８

８

被

０
．
ユ

■

ｉ
費

２

　
７
円
一
３

７
０

５
４

Ｆ
ｏ
９

０
６

熱

４

４

４

５

光

１
費

３

３
円
一
２

６
６

７
３

２
３

２
０

居住

ユ ２
１

２
ユ

２
１

３
１

・
費

物

円
９
９

６
７

０
６

５
０

５
２

食
０
．

３ ２
３

４
３

２
４

５
４

飲
１

出

７

　
１
円
．

９
０

５
０

３
０

９
４

支総
９
７

１
８

４
８

４
９

ユ
Ｏ

１

，２ユ
３
１

４
１

５
１

６
１

～

～

～

～

～

ー
ユ

２
ユ

３
１

４
１

５
ユ

昭
和

）Ｏ○ユ
一
一月７年

１
２和昭（）数指費計生（

■
’
　
　
　
　
　
　
　
＝
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
　
■
■
　
　
　
■
■
，
　
　
　
　
　
■
－
Ｉ
ｌ

他
費

８
４
２
ｏ
ｏ
ｏ
Ｊ

の
諸

Ｑ
ｏ
ハ
０
Ｑ
）
８
ｎ
６
（
）
Ｏ
（
Ｕ
■
１
り
＾

そ
の

１
ｉ
１
１
↓

「
ユ
ー
■
１
■

’

費
瞬
　
月

■
’
；
１
■
－
■
ｎ
６
８
ｏ
リ
４
７
’

０
・
２
．
７
．
１
５
０
１
４
ｏ
Ｊ
Ｏ

被

１
■
１
■

１
↓
１
ー
り
ム

－
費

７
‘
１
１
一

Ｏ
ｏ
ｏ
４

大

熱
（
ｏ
４
（
ｏ
（
）
（
）
１

ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
４
ｏ
ｏ

光

１
■
１
■
１
■

１
■
１
■

１
費

ｎ
Ｚ
ｎ
６

３
０
７

居
０
２
．
５
・
３
９
．
Ｏ
Ｏ
Ｏ
１
２

５
住

１
■
１
■

１
↓
１
■
１
■

１
費

物

８
９
９
１
８

食
１
０
３
２
．
７
．
Ｏ
ｌ
２
５
５

１
■
１
■
１
■
１
■
１
■

飲

費
数

６
０
２
８
ユ

十
二
＝
口

１
０
０
２
６
．
０
１
２
４
４

生
指

１
上
１
■

１
１
■
１
■

－
１
　
　
　
　
　
　
，

）
一
月

７
１
２

（
２
３
４
５
６

１
■
１
■
１
■
１
■
１
↓

＾ 昭
和
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ｉ

市
長
　
　
統

都
　
　
　
閣

１
０
幡
　
内

　
八・

　
　
　
で

で
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査

字
鯛
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調

数
そ
る
の

の
昆
は
口

禰
広
砧

一
蘇

一
臨
讐

溝
嚇

棚
鯨
灘

鵬
鮭
鷲

出
イ
調
費
生

支
風
の
計
『

実
Ｌ
）
生
局

　
け
崎
　
計

）
　
　
　
　
　
　
　
　
）

１
　
　
　
　
　
　
２

考侮

校
高
等
科
卒
八
六
名
（
六
九
％
）
、
同
中
退
四
名
（
三
％
）
、
中
学
校
卒
一
名
（
一
劣
）
、

は
運
搬
工
七
名
、
組
立
工
一
七
名
、
熔
接
工
七
名
、
銅
工
六
名
、
塗
装
工
四
名
、

金
工
二
四
名
、
製
図
工
四
名
、
営
繕
工
三
名
、
そ
の
他
三
九
名
で
あ
っ
た
。

月
以
内
一
九
名
（
一
五
％
）
、
一
ケ
月
以
内
二
一
名
（
一
七
劣
）
、
一
ケ
年
半
以
内
四
四
名
（
三
五
％
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四
　
（
三
二
八
）

　
一
五
・
九
九
円
、
光
熱
費
七
・
四
七
円
、
被
服
費
二

　
〇
・
六
七
円
、
そ
の
他
の
諾
費
三
三
・
八
八
円
と
た

　
る
。
こ
れ
を
実
支
出
と
比
較
し
て
み
る
と
全
般
的
な

　
支
出
減
が
み
ら
れ
る
が
、
な
か
で
も
、
被
服
費
と
そ

　
の
他
の
諾
費
の
支
出
減
が
著
し
い
（
付
表
３
６
）
。

　
　
そ
の
ほ
か
、
一
九
四
三
年
に
岐
阜
商
工
会
議
所
が

　
調
査
し
た
重
要
産
業
転
業
者
生
活
状
況
調
査
に
よ
れ

　
ぼ
、
一
九
四
〇
年
一
月
以
降
一
九
四
二
年
一
二
月
ま

　
で
の
重
工
業
へ
の
転
職
者
の
、
一
九
四
三
年
八
月
現

　
在
、
回
答
者
一
二
五
名
の
年
令
構
成
は
二
〇
～
二
九

　
才
一
八
名
（
一
五
％
）
、
三
〇
～
三
九
才
七
八
名
（
六

　
二
％
）
、
四
〇
～
四
九
才
二
九
名
（
二
三
％
）
で
、
学

　
歴
構
成
は
国
民
学
校
卒
三
二
名
（
二
五
％
）
、
国
民
学

　
　
　
同
中
退
二
名
（
二
％
）
、
ま
た
、
そ
の
就
業
職
種

　
　
仕
上
工
八
名
、
検
査
工
四
名
、
圧
板
工
二
名
、
鍛

そ
の
現
職
勤
続
年
数
三
ケ
月
以
内
六
名
（
五
％
）
、
六
ケ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ケ
年
半
以
上
三
五
名
（
二
八
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）

）

７
「
ｏ

８

４

６

ユ

２

２

２

’
１

８

６

３

足
の

老

４

１

１

不
も

（

（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（

（

，
１
　
　
　
　
　
１

，
－
１
；
１
■
１
－

－
■
■
　
一

１
　
１
■

入
る

収
せ

数

９

９

Ｏ

５

８

ユ

３

２

２

一
１

Ｏ

口
貝

ユ

ユ

６

１

満
上

’
１

な
の

＼

未
以

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

二
＝
口

フ

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

平
己

、

…
口

（
）
（
）
（
）

Ｏ

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
（
）
Ｏ

Ｏ

づ

ユ

１

２

３

４

５

６
７
’

８

９

Ｏユ

－過
き

－無

－

者職紅業勤
。

重
り

『
よ

編
頁

所
ｕ

会
査

工
調

商
況

阜
状

岐
肩

　
生考

も
い
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
問
題
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
他
方
、
収
入
超
過
の
も
の
で
は
、

で
超
過
と
な
っ
た
も
の
が
相
当
数
い
る
が
、
三
〇
円
以
上
の
超
過
の
ぼ
あ
い
は
家
族
の
労
働
ま
た
は
副
業
収
入
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
２
）

す
る
も
の
が
多
か
っ
た
と
い
う
。

　
以
上
の
ご
と
く
、
賃
銀
統
制
下
の
労
働
者
生
活
の
困
窮
化
は
、
そ
の
生
活
水
準
の
絶
対
的
低
下
を
し
め
て
お
り
、
ま
た
、
転
業
過

程
に
と
も
た
う
生
活
状
態
の
悪
化
も
み
ら
れ
、
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
る
戦
時
強
制
労
働
体
系
の
中
で
、
労
働
者
状
態
は
急
速
に
悪
化

し
て
い
っ
た
。
し
か
も
、
　
「
国
民
皆
労
」
体
制
化
の
強
行
は
、
労
働
力
と
非
労
働
力
の
徹
底
し
た
選
別
の
も
と
で
、
未
来
の
労
働
者

層
ま
で
含
め
て
全
面
的
に
貧
困
を
拡
大
再
生
産
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
（
１
）
　
一
九
三
七
年
一
〇
月
末
の
公
立
団
体
営
の
職
業
紹
介
所
は
府
県
営
一
、
市
営
二
二
四
、
町
営
三
二
四
、
村
営
二
二
六
、
町
村
組
合
営
三
三
、
合

　
　
　
　
計
七
一
八
ケ
所
に
お
よ
ん
だ
。
こ
の
う
ち
、
毎
年
一
定
の
季
節
に
限
っ
て
開
所
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
季
節
職
業
紹
介
所
二
六
、
臨
時
的
必
要
か
ら
設

　
　
　
戦
叶
賃
銀
統
制
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
二
）
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
（
三
二
九
）

％
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
転
業
者
の
一
ケ
月
の
収
支
状
況

に
つ
い
て
、
約
半
数
の
も
の
が
赤
字
を
う
っ
た
え
て
い
た

（
付
表
３
７
）
。

　
こ
の
ぼ
あ
い
、
転
業
六
ヶ
月
未
満
の
も
の
が
二
割
五
分
、

一
ヶ
年
未
満
の
も
の
で
二
割
一
分
が
赤
字
で
あ
る
こ
と
を
う

っ
た
え
て
お
り
、
勤
務
年
数
の
短
い
こ
と
も
赤
字
の
一
つ
の

要
因
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
月
三
〇
円
以
上

の
赤
字
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
全
体
の
一
割
八
分
、
二
二
名

　
　
　
、
　
　
三
〇
円
未
満
の
超
過
で
は
本
人
の
み
の
収
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
財
産
収
入
に
起
因



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
一
巻
・
箪
三
・
四
合
併
号
）

八
六
　
（
三
三
〇
）

　
　
置
さ
れ
た
臨
時
職
業
紹
介
所
三
四
ケ
所
を
の
ぞ
げ
ば
、
常
設
的
な
も
の
は
六
五
八
ヶ
所
で
、
そ
の
う
ち
三
九
ケ
所
は
目
雇
労
働
取
扱
専
門
の
紹
介

　
　
所
で
あ
っ
た
（
近
藤
壌
太
郎
「
職
業
紹
介
所
国
営
の
必
然
性
」
協
調
会
『
杜
会
政
策
時
報
』
二
〇
八
号
、
一
九
三
八
年
一
月
号
、
二
八
－
九
頁
）
。

（
２
）
　
職
業
紹
介
所
国
営
論
の
論
拠
は
、
当
時
、
　
「
Ｈ
職
業
紹
介
所
が
産
業
労
働
力
の
需
要
調
節
機
関
た
る
役
割
を
果
す
必
要
を
生
じ
た
今
日
に
於
て

　
　
は
、
全
国
的
に
緊
密
た
る
連
絡
を
保
つ
事
は
、
そ
の
使
命
達
成
の
上
に
極
め
て
必
要
な
る
こ
と
で
あ
る
が
、
現
在
の
如
く
そ
の
運
営
が
各
地
方
公

　
　
共
団
体
に
委
さ
れ
て
居
る
場
合
に
は
、
勢
ひ
各
々
自
己
の
立
場
に
拘
泥
し
、
真
に
円
滑
な
る
連
絡
統
一
を
鉄
く
虞
れ
が
あ
る
。

　
　
　
○
職
業
紹
介
所
を
経
営
す
る
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
国
庫
の
補
助
は
現
行
極
め
て
僅
少
で
あ
る
た
め
、
そ
の
経
営
は
甚
だ
困
難
で
あ
り
、
従

　
　
っ
て
そ
の
設
備
は
勿
論
、
職
貝
の
待
遇
の
如
き
も
一
般
に
極
め
て
劣
悪
で
、
適
材
を
得
て
そ
の
実
績
を
挙
げ
難
い
現
状
に
あ
る
。

　
　
　
嘗
現
在
の
職
業
紹
介
所
に
於
て
取
扱
ふ
求
人
又
は
求
職
者
の
七
、
八
割
迄
が
他
の
市
町
村
出
身
者
で
あ
っ
て
、
其
の
公
共
団
体
内
で
利
益
を
受

　
　
け
る
者
は
却
っ
て
少
い
実
状
に
あ
り
、
職
業
紹
介
事
業
は
結
局
地
域
的
関
係
の
少
い
事
業
で
あ
る
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
で
経
営
す
べ
き
性
質
の

　
　
も
の
で
は
た
く
て
、
寧
ろ
国
営
と
す
べ
ぎ
で
あ
る
。

　
　
　
四
国
家
の
非
常
時
に
際
し
、
労
働
力
の
総
動
員
を
行
ひ
、
之
を
全
国
的
に
統
制
す
る
必
要
あ
る
時
、
現
在
の
如
き
制
度
で
は
充
分
に
そ
の
目
的

　
　
を
達
し
難
い
現
状
に
あ
る
。
宣
し
く
之
を
国
営
に
移
し
、
労
働
登
録
制
度
等
に
依
り
、
職
別
労
働
力
の
分
布
と
其
の
移
動
状
況
に
就
て
確
実
た
る

　
　
知
識
を
有
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
帥
現
在
の
如
く
職
業
紹
介
所
が
市
町
村
営
で
あ
る
限
り
、
紹
介
所
の
職
員
は
腰
ヵ
市
町
村
理
事
者
の
更
迭
に
よ
り
て
、
其
の
地
位
を
左
右
せ
ら

　
　
れ
、
有
能
に
し
て
経
験
に
富
む
人
士
を
し
て
長
く
其
の
地
位
に
留
ま
ら
し
得
な
い
」
点
に
あ
る
と
さ
れ
た
（
秒
野
仁
「
職
業
紹
介
所
国
営
の
必
要

　
　
に
就
て
」
協
調
会
『
杜
会
政
策
時
報
』
箪
二
〇
八
号
、
一
九
三
八
年
一
月
号
、
二
－
三
頁
）
。

（
３
）
　
中
央
に
お
げ
る
軍
需
労
務
充
足
機
関

　
　
Ｇ
○
　
戦
争
開
始
直
後
、
内
務
省
杜
会
局
職
業
課
の
充
実
。

　
　
岬
　
一
九
三
七
年
一
一
月
一
日
よ
り
杜
会
局
に
臨
時
軍
事
援
護
部
を
特
設
し
、
そ
の
一
課
と
し
て
労
務
調
整
課
を
置
く
。

　
　
〇
　
一
九
三
七
年
一
〇
月
上
旬
内
務
省
杜
会
局
よ
り
大
阪
、
愛
知
、
広
島
、
福
岡
の
璽
要
府
県
に
地
方
係
官
を
派
遺
し
、
軍
需
労
務
要
員
の
種
別

　
　
　
の
募
集
区
域
を
定
め
、
そ
の
適
確
な
る
充
足
を
は
か
る
。

　
　
　
地
方
に
お
け
る
軍
需
労
務
充
足
機
関

　
　
Ｇ
○
　
開
戦
直
後
東
京
、
京
都
、
大
阪
、
神
奈
川
、
愛
知
、
広
島
、
兵
庫
、
福
岡
、
長
崎
の
各
府
県
に
お
い
て
は
軍
需
労
務
斡
旋
部
を
、
そ
の
他
の

　
　
　
県
で
は
軍
需
労
務
係
を
設
置
。



（
４
）

（
５
）

（
６
）

↓
　
一
九
三
七
年
一
一
月
一
日
か
ら
、
二
れ
ら
機
構
の
払
充
を
は
か
り
、
中
央
地
方
椙
呼
応
し
て
事
茱
の
万
全
を
き
す
。

川
軍
窮
務
要
員
充
足
一
関
ス
ル
掻
要
領
で
は
、
一
般
的
に
は
内
薯
所
管
の
繋
紹
介
繕
空
尤
足
言
る
方
針
藁
立
し
、
道
府
崇

　
実
施
の
中
心
と
し
て
管
内
の
職
業
紹
介
所
、
市
町
村
長
の
ほ
か
青
年
団
一
一
、
ｘ
な
ど
と
の
連
繋
に
、
、
つ
て
充
足
に
讐
る
も
の
、
、
、
す
る
。

　
協
調
会
『
労
務
統
制
の
研
究
』
一
九
四
三
年
、
一
一
－
三
頁
。

繋
紹
介
婁
正
の
理
由
は
、
「
労
務
ノ
適
正
ナ
ル
配
置
ヲ
図
ル
一
こ
と
に
お
か
れ
た
一
萬
康
、
彦
「
改
正
繋
紹
介
法
の
要
点
一
協
要
一

『
杜
会
政
策
時
報
』
第
二
二
一
号
、
一
九
三
八
年
五
月
号
、
三
二
頁
）
。

　
中
央
職
業
行
政
官
庁
機
構
の
変
遷

内
務
省
杜
会
局
一

１
↓
厚
生
省
・

－
－
↓
▼
戸

舳
汽
讐

部

一
（
一
－
一
一
拝
し
一

職
　
　
業

八
年
一
月
一

一
蒜

業理介

一
日
新
設
）

課
、

課課

臨
時
軍
事
援
護
部
（
軍
事
扶
助
課
）

・
別
二
傷
丘
ハ
保
護
院
ア
リ

一
九
四
二
年
一
月
一
〇
日
ノ
厚
生
省
分
課

規
程
ノ
改
正
デ
職
業
部
ト
失
業
対
策
部
ヲ

統
合
シ
テ
新
二
職
業
局
ヲ
設
置
シ
従
来
ノ

臨
時
軍
事
援
護
部
ノ
事
務
ハ
職
業
局
転
職

課
二
於
テ
取
扱
ウ
コ
ト
ニ
ナ
ル

「
－
干
事
訂
１
－

」）
↓
藁
し
鱗
一

戦
時
賃
銀
統
制
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
二
）
（
三
好
）

技
能
課

転
職
課

職
　
　
業

一
一
一
一
一
森

臨
時
軍
事
援
護
部

」
概
療
卸
に

　
局
ト
職
業
局
ヲ
統
合
シ
テ
勤
労

　
局
ヲ
設
置
ス

業理介録務職業

課課課課課課課

軍
事
挟
助
課

遺
族
援
護
課

嘉
無

八
七
　
（
三
三
一
）

監
理
課

給
与
課



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
一
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）

Ｌ
蛛
準
概
拶
一
」
汰
湾
「
勤
労
局

篶
紬
残
鵠
、
坐
撚
鳩
工

八
八
　
（
三
三
二
）

一
土
顯

“
怒

（
７
）
　
前
掲
、
協
調
会
『
労
務
統
制
の
研
究
』
三
三
一
五
頁
。

（
８
）
　
賃
銀
規
則
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
、
賃
銀
統
制
令
施
行
規
則
（
一
九
三
九
年
四
月
一
〇
目
厚
生
省
令
第
五
号
）
第
二
条
に
よ
り
、

　
　
　
一
　
賃
銀
ノ
支
払
方
法
及
支
払
期
目

　
　
　
二
　
所
定
就
業
時
問
（
休
憩
時
問
ヲ
含
ム
）
及
所
定
休
憩
時
間

　
　
　
三
　
未
経
験
労
働
者
ノ
初
給
賃
銀

　
　
　
四
　
定
額
賃
銀
ノ
等
級
別
標
準
額

　
　
　
五
　
所
定
就
業
時
問
外
労
働
二
対
ス
ル
割
増
率
又
ハ
手
当

　
　
　
六
　
所
定
休
日
出
勤
二
対
ス
ル
割
増
率
又
ハ
手
当

　
　
　
七
　
労
働
者
ヲ
交
替
二
就
業
セ
シ
ム
ル
場
合
二
於
テ
夜
問
就
業
二
対
シ
賞
与
又
ハ
手
当
ヲ
支
給
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
額
若
ハ
率

　
　
　
八
　
遅
刻
又
ハ
早
退
ノ
場
合
ノ
賃
銀
ノ
計
算
方
法

　
　
　
九
　
第
五
号
乃
至
第
七
号
二
掲
グ
ル
モ
ノ
ノ
外
賃
銀
ノ
範
囲
二
含
マ
ル
ベ
キ
賞
与
又
ハ
手
当
ノ
種
類
、
額
若
ハ
率
及
給
与
条
件

　
　
　
十
　
賃
銀
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ガ
金
銭
以
外
ノ
給
与
其
ノ
他
ノ
利
益
ナ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
其
ノ
種
類
、
価
椿
及
給
与
条
件

　
　
と
さ
れ
て
い
た
。

一
。
一
賃
銀
委
員
会
は
、
賃
銀
統
制
の
各
種
の
方
法
を
お
こ
膏
ぱ
あ
い
に
、
そ
の
慎
重
か
っ
円
滑
な
運
用
を
図
る
た
め
に
・
賃
銀
統
制
令
の
執
行
に

　
　
関
す
る
重
要
蓄
を
諮
間
す
る
機
関
と
し
て
中
央
、
道
府
県
お
よ
び
鉱
山
監
督
局
管
轄
区
域
ご
と
に
設
置
さ
れ
た
一
労
働
省
『
労
働
行
政
史
』
第

　
　
一
巻
、
一
九
六
一
年
、
七
六
七
頁
）
。

一
・
。
一
未
経
験
労
働
老
の
初
給
貨
銀
公
定
は
、
労
働
者
の
「
適
正
配
置
一
と
そ
の
後
の
養
成
と
定
着
化
の
た
め
に
は
・
職
種
別
や
作
業
別
の
賃
銀
格
差



（
ｕ
）

（
１
２
）

（
１
３
）

（
１
４
）

（
１
５
）

（
１
６
）

（
１
７
）

（
１
８
）

（
１
９
）

（
２
０
）

が
も
う
け
ら
れ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
で
な
げ
れ
ば
、
一
旦
配
置
し
た
あ
と
で
、
高
賃
銀
職
種
や
作
業
部
門
へ
の
配
転
希
望
が
で
て
く
る
恐

れ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
協
調
会
『
労
働
年
鑑
』
昭
和
一
七
年
版
、
三
六
頁
。

　
厚
生
省
告
示
第
二
一
五
号
（
一
九
四
〇
年
七
月
八
目
）
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
の
は
、
金
属
工
業
、
機
械
器
具
工
業
、
化
学
工
業
、
ガ
ス
業
及

電
気
業
、
窯
業
及
土
石
工
業
、
紡
績
工
業
、
製
材
及
木
工
製
品
業
、
食
椴
品
工
業
、
印
刷
業
及
製
本
業
、
其
の
他
の
工
業
と
な
っ
て
い
る
。

　
前
掲
、
労
働
省
『
労
働
行
政
史
』
第
一
巻
、
八
〇
七
頁
。

　
前
掲
、
協
調
会
『
労
働
年
鑑
』
昭
和
一
七
年
版
、
三
七
頁
。

　
増
田
富
夫
『
戦
時
労
働
政
策
の
諸
間
題
』
聖
紀
書
房
、
一
九
四
三
年
、
一
八
二
－
三
頁
参
照
。

　
厚
生
省
大
橋
賃
金
課
長
述
『
貸
銀
総
額
制
限
と
賃
金
台
帳
』
大
日
本
産
業
報
国
会
、
一
九
四
一
年
、
第
四
章
「
一
時
間
平
均
賃
金
ノ
認
可
」
参

照
。　

前
掲
、
厚
生
省
大
橋
賛
金
課
長
述
『
賃
金
総
額
制
限
と
賃
金
台
帳
』
六
二
－
三
頁
。

　
前
掲
、
労
働
省
『
労
働
行
政
史
』
第
一
巻
、
二
一
〇
二
頁
。

　
補
助
金
の
支
給
基
準
は
、
扶
養
家
族
の
あ
る
も
の
と
そ
う
で
た
い
も
の
と
に
よ
り
基
準
を
異
に
し
て
い
た
が
、
最
初
の
限
度
は
前
者
は
日
給
六

円
ま
で
、
後
老
は
日
給
五
円
ま
で
と
し
て
、
つ
ぎ
の
限
度
は
第
一
の
限
度
の
二
分
の
一
ま
で
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
、
扶
養
家
族
の
あ
る
も
の
に

つ
い
て
は
家
族
の
員
数
に
応
じ
そ
の
一
人
に
つ
き
多
少
の
追
加
額
が
日
額
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
給
与
が
勤
務
し
た
こ
と
を

前
提
と
し
て
い
た
こ
と
は
日
給
制
の
慣
行
に
従
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
補
給
金
の
支
給
状
況
は
、
新
規
徴
用
者
の
前
任
地
、
前
住
地
、
前
職
業
及
び
年
令
な
ど
の
分
布
状
態
に
よ
り
相
当
の
へ
だ
た
り
が
あ
っ

た
が
、
一
九
四
二
年
当
時
で
は
最
初
の
三
ヶ
月
は
徴
用
人
員
の
約
四
割
に
対
し
月
額
平
均
一
五
円
前
後
の
補
給
を
な
し
、
っ
ぎ
の
三
ケ
月
に
は
人

員
数
で
約
五
割
の
減
少
を
示
し
て
二
割
と
な
り
、
補
給
平
均
月
額
は
約
三
割
を
滅
じ
て
一
〇
円
見
当
と
た
り
、
六
ケ
月
を
経
過
す
る
と
殆
ん
ど
補

給
し
な
い
の
が
常
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
五
バ
ー
セ
ン
ト
位
の
人
員
は
未
経
験
老
で
あ
っ
て
月
額
五
〇
円
な
い
し
七
五
円
の
補
給
を
要
す
る
も
の

も
い
た
。
そ
の
他
方
で
は
、
前
職
が
自
家
営
業
の
手
伝
な
ど
で
あ
っ
た
た
め
に
補
給
し
得
な
い
も
の
も
い
た
（
乗
富
丈
夫
『
徴
用
労
務
管
理
』
東

洋
書
館
、
一
九
四
二
年
、
二
五
九
、
二
六
二
頁
）
。

　
「
高
等
外
事
月
報
」
に
よ
れ
ぼ
、
連
行
数
は
、
一
九
三
九
年
八
一
、
一
一
九
人
、
一
九
四
〇
年
二
ニ
ハ
、
〇
九
二
人
、
一
九
四
一
年
二
四
八
、

五
二
一
人
、
一
九
四
二
年
三
〇
〇
、
六
五
四
人
に
達
し
た
と
い
う
。
そ
の
他
、
連
行
数
に
つ
い
て
は
数
字
的
に
若
干
の
異
説
が
み
ら
れ
る
（
朴
慶

戦
時
賃
銀
統
制
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
二
）
（
三
好
）

八
九
　
（
三
三
三
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
一
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）

　
　
植
「
太
平
洋
戦
争
時
に
お
け
る
朝
鮮
人
強
制
連
行
」
、
歴
史
学
研
究
会
編
集
『
歴
史
学
研
究
』
Ｍ
・
二
九
七
、

　
　
三
七
頁
）
。

（
２
１
）
　
近
藤
銀
一
編
『
太
平
洋
戦
下
の
朝
鮮
及
び
台
湾
』
朝
鮮
近
代
史
料
、
朝
鮮
総
督
府
関
係
重
要
文
書
選
集
Ｏ
Ｏ
、

　
　
五
－
六
頁
。

（
２
２
）
　
靭
鮮
人
労
働
者
の
配
置
は
、
石
炭
鉱
業
を
例
に
と
れ
ぱ
、
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牟
涛
欝
戸
許
ｑ
ぴ
督
蒸
＞
ミ
璽
齢
◎
露
繭
蟄
串
卦
　
（
決
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菖
　
　
｝
　
　
寺
　
　
糠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
津
　
　
享
　
　
寺

九
〇
　
（
三
三
四
）

青
木
書
店
、
　
一
九
六
五
年
二
月
、

巌
南
堂
書
店
、
一
九
六
一
年
、

（
２
３
）

（
２
４
）

（
２
５
）

撚

七

　
　
　
涛
　
　
賢
　
　
燕
涛
　
料
煎
商
繁
醸
薄
Ｈ
寺
　
諜
片
淳
｝
斗
　
　
旛
津
幟
簿
　
繁
薫
　
Ｈ
寺
　
講
片
　
茸
享
冷
斗
　
斗
斗

　
　
　
＞
（
く
暮
）
　
鼻
蜆
ベ
ト
切
（
串
轟
汁
諜
贈
～
ｒ
べ
）
　
　
Ｈ
ｏ
９
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｈ
ｏ
ｏ
．
ｏ

　
　
　
　
団
　
　
　
　
　
　
　
べ
り
．
０
　
　
］
１
岬
．
０
　
　
　
］
．
．
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
］
１
．
◎
　
　
　
◎
．
］
．
　
　
　
Ｏ
Ｏ
Ｏ
．
Ｏ
　
　
　
　
◎
．
心
　
　
　
］
１
．
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
．
い
　
　
　
Ｎ
．
Ｏ
　
　
　
　
　
］
，
Ｏ
Ｏ
．
Ｏ

　
　
　
　
○
ベ
ド
◎
Ｎ
岬
．
べ
◎
．
べ
　
　
り
ｏ
◎
．
仁
◎
．
○
◎
－
心
　
ｏ
．
Ｈ
　
－
．
ｏ
Ｈ
ｏ
ｏ
．
ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／

　
　
　
　
○
　
　
鼻
ト
心
』
　
　
　
。
。
研
．
ｍ
　
　
　
Ｏ
ミ
　
　
　
　
　
ベ
．
。
・
　
　
　
　
べ
．
Ｃ
．
　
Ｈ
０
９
◎

　
　
　
　
向
　
　
　
　
　
Ｃ
◎
０
．
閉
　
０
０
０
．
◎
　
Ｈ
Ｈ
．
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｏ
◎
Ｃ
Ｏ
．
＠
　
　
　
］
１
．
◎
　
　
　
　
　
閉
．
Ｏ
◎
　
　
○
Ｏ
．
べ
　
　
ｍ
．
◎
　
］
．
０
．
］
．
　
　
　
Ｈ
◎
Ｏ
．
Ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｔ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工

　
　
　
貝
↓
津
）
　
ミ
い
　
。
。
．
ｏ
　
。
。
』
　
　
　
辱
Ｈ
　
　
　
。
。
仰
．
一
　
　
　
｝
一
　
　
９
岬
　
Ｈ
一
』
Ｈ
ト
り
　
　
Ｈ
ｏ
ｇ
ｏ

　
　
　
　
　
“
誹
雌
　
－
）
　
＞
－
　
Ｏ
｝
叶
Ｈ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
上
…
Ｎ
」
山
一
囲
甫
ー
へ
唐
｝
叶
］
Ｉ
ｏ
仁
Ｈ
舟
Ｈ
Ｎ
」
山
一
囲
＾
ｍ
恥
菖
ｅ
｝
観
岬
泌
眞
叫
「
ヴ
ー
煤
俸
叫
ｏ

　
　
　
　
　
　
　
Ｎ
）
速
璽
章
嚇
軍
涛
割
錯
巾
満
－
萬
　
Ｈ
枯
蛸
塵
津
津
鵠
嘩
贈
　
講
ｏ
事
『
米
取
＞
津
繁
疎
ｅ
寺
癖
諾
ｄ
声
圏
叫
か
洲
”
一
甫
き
酋
籍
一
津
爵
声
祈
ｑ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
＊
取
＞
津
講
昧
』
速
璽
章
無
串
滞
罫
お
お
舟
一
。
。
Ｏ
河
汁
Ｇ
。

　
目
雇
労
働
者
の
賃
銀
統
制
に
失
敗
し
、
そ
の
賃
銀
の
未
曽
有
の
騰
貴
が
、
徴
用
制
を
主
軸
と
す
る
労
働
規
制
に
よ
っ
て
っ
く
り
上
げ
ら
れ
た
低

賃
銀
体
制
を
動
揺
さ
せ
た
と
い
う
（
加
藤
佑
治
『
日
本
帝
国
主
義
下
の
労
働
政
策
　
　
全
般
的
労
働
義
務
制
の
史
的
分
析
１
』
御
茶
の
水
書
房
、

一
九
七
〇
年
、
二
二
六
頁
）
。

　
資
料
「
賃
銀
に
関
す
る
若
干
の
資
料
」
　
（
協
調
会
『
社
会
政
策
時
報
』
第
二
四
二
号
、
一
九
四
〇
年
一
一
月
号
所
収
）
二
六
二
頁
。

　
「
工
員
は
多
く
の
報
酬
を
得
ん
と
す
る
観
念
に
駆
ら
れ
、
自
ら
拙
速
主
義
に
陥
り
質
の
統
制
を
困
難
な
ら
し
め
て
勢
ひ
粗
製
濫
造
と
な
る
虞
れ

が
あ
る
」
と
し
て
、
　
「
質
の
統
制
」
手
段
と
し
て
検
査
制
度
を
実
施
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
基
礎
に
し
た
労
働
者
の
「
適
正
」
配
置
の
必
要
性
を

説
い
た
。
検
査
制
度
を
伴
わ
な
い
請
負
制
度
は
、
実
質
的
に
目
給
制
度
に
堕
す
る
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
た
（
日
本
経
済
聯
合
会
調
査
課
編
『
産

業
能
率
と
生
産
技
術
及
び
組
織
間
題
』
山
海
堂
、
一
九
四
四
年
、
二
八
七
－
八
頁
）
。



へ
２
６
）

（
２
７
）

（
２
８
）

（
２
９
）

　
大
酉
清
治
・
滝
本
忠
男
『
貫
金
制
堂
』
労
務
符
理
全
苫
第
一
〇
巻
、
東
洋
湾
淋
、
一
九
四
四
年
、
二
九
四
訂
。

　
た
と
え
ぱ
、
渡
部
旭
氏
は
、
産
業
報
国
運
動
資
料
（
四
）
「
賃
金
制
よ
り
祝
た
る
月
給
制
」
の
中
で
、
「
家
族
生
沽
の
安
定
を
主
限
と
す
る
に
は
、

欧
米
流
の
契
約
賃
金
説
や
労
働
商
品
説
に
。
由
来
す
る
貨
金
制
度
、
ま
し
て
、
誇
負
捌
度
の
如
き
資
本
主
義
む
き
出
し
の
貨
金
制
度
は
、
宜
し
く
之

を
海
の
彼
方
に
息
吹
き
放
っ
て
、
日
本
本
来
の
『
お
給
金
』
制
に
立
戻
る
べ
き
で
あ
る
。
お
給
金
制
と
は
即
ち
月
給
制
の
こ
と
で
あ
る
」
と
主
張

す
る
（
前
掲
、
大
西
清
治
・
滝
本
忠
男
『
貨
金
制
度
』
二
三
頁
）
。

　
「
賃
金
制
度
に
関
す
ろ
検
討
」
（
日
本
経
済
聯
盟
会
時
局
対
策
調
吉
委
員
会
、
床
業
能
率
嫡
、
堆
委
貝
会
第
二
部
成
案
）
　
（
広
崎
真
八
郎
『
工
員
月

蒜
制
度
の
研
究
』
東
洋
書
館
、
一
九
四
三
年
所
収
）
三
一
八
－
九
頁
。

　
官
給
の
原
材
料
に
よ
る
工
賃
で
靴
を
製
造
す
る
工
場
（
原
価
構
成
要
素
の
四
〇
％
以
上
が
慮
接
工
貨
）
に
お
い
て
工
員
月
給
制
を
採
用
（
七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
－
１
！
１
－
…
－
…
　
　
　
　
　
　
か
ら
）
し
た
結
果
は
、
五
月
、
六
月
の
生
産
指
数
は
六
六
．
三
、
七
三
．
一
、

舷
隷
・
６
・
８
・
烹
刊
９
・
竃
９
・
鰯
期
∴
月
は
暮
か
差
か
け
王
謁
休
奈
あ
る
た
め
に
減
宅
こ
の
問
従

津
イ
灘
、
６
９
鵬
６
６
６
５
、
桁
遡
以
業
祭
殖
え
、
支
払
豪
為
加
し
；
払
墓
指
数
は
五
具
六
具

一
襟
．
篶
汀
一
薫
一
。
一
∴
“
一
ボ
り
、
篶
“
ヅ
一
“

表
総
銀
　
　
　
ス
　
　
　
　
年
果
広
研

高
，
来
数
一
　
　
　
　
　
ナ
　
　
　
　
　
　
　
　
末
結
，
の
　
七
、
八
、
九
月
と
減
っ
て
、
一
〇
月
は
上
が
っ
た
が
一
一
、
二
一
月
は
減
り
、

搬
雛
一
ぶ
ボ
篶
篶
孫
打
パ
デ
一
パ
一
ザ
ギ
訂
ボ

脇
男
５
６
７
げ
８
９
１
．
ｕ
ｕ
１
考
　
ん
で
美
一
月
給
を
払
い
・
健
康
保
険
が
切
れ
る
と
金
を
会
崇
足
し
て
や

月
　
　
月
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
足
し
前
金
を
入
れ
て
や
る
。
あ
る
い
は
丸
ご
と
足
し
て
や
る
。
そ
れ
に
ボ

　
　
ー
ナ
ス
は
二
、
三
、
四
月
に
二
割
を
計
上
し
て
入
れ
て
あ
る
。
こ
れ
ら
の
一
切
を
出
来
高
指
数
で
割
っ
た
一
足
当
り
単
価
賃
銀
指
数
が
上
表
の
と

　
　
お
り
で
あ
る
。
月
給
制
度
以
前
が
七
・
一
四
、
六
・
六
三
と
い
う
指
数
で
あ
っ
た
の
に
、
月
給
制
に
な
っ
て
か
ら
は
五
．
六
三
、
五
．
三
五
と
い

　
　
う
数
字
と
な
り
、
低
下
し
て
き
た
（
前
掲
、
広
崎
真
八
郎
『
工
員
月
給
制
度
の
研
究
』
二
二
一
－
二
頁
）
。

（
３
０
）
　
な
お
、
工
員
月
給
制
の
基
本
給
は
年
令
給
を
軸
に
す
る
が
、
そ
の
ば
あ
い
で
も
基
本
給
は
勤
続
年
令
、
能
率
、
学
歴
が
加
味
さ
れ
て
お
り
、
さ

　
　
ら
に
。
養
成
や
騎
督
機
構
の
整
備
す
る
も
と
で
身
分
制
を
温
存
し
た
月
給
制
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
さ
ら
に
、
工
貝
月
給
制
の
こ
の
よ
う
た
性
格
の
中
に
、
賃
銀
統
制
の
破
綻
過
程
で
媒
藤
さ
れ
る
「
年
功
貨
銀
」
の
本
質
も
ま
た
明
白
、
、
一
な
っ
て

　
戦
時
賃
銀
統
制
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
二
）
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
（
三
三
五
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
一
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）

（
３
１
）

（
３
２
）

九
二
　
（
三
ご
二
八
）

い
っ
た
。

　
東
京
で
は
、
一
九
四
四
年
で
食
料
品
の
七
〇
老
が
配
給
で
、
そ
の
他
が
三
〇
％
と
た
っ
て
い
た
（
字
佐
美
誠
次
郎
「
戦
争
末
期
に
お
け
る
労
働

者
の
食
生
活
に
つ
い
て
の
資
料
」
大
原
杜
会
問
題
研
究
所
『
資
料
室
報
』
第
七
七
号
所
収
三
－
四
頁
）
。

　
岐
阜
商
工
会
議
所
編
『
重
要
産
業
転
職
者
生
活
状
況
調
査
』
一
九
四
四
年
、
一
一
－
三
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
　
完
）




